
２．経営力の強化
(1) リスク管理態勢の充実

銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

みちのく

　リスク管理の高度化に向けて、人材育成、
データ整備、規程整備を図り、平成18年度中
に、新規制の試行開始が実施できるよう、バー
ゼルⅡに対応するリスク管理態勢を構築する。

・バーゼルⅡ対応の為、行内ワーキンググループ組成
　関連する部署から人材を募り、組織横断的に対応す
る。
・コンサルティングの活用検討
　人材育成とともに、リスク管理の高度化を図る。
・リスク計量化関連システム導入ならびに態勢整備
　バーゼルⅡ導入に向け、データ整備、規程整備を行
う

・ １７年８月にバーゼルⅡ対応のワーキンググループ組成
・ １７年９月に採用手法（標準的手法）を決定
・ １７年１０月にシステム及びコンサルティング導入決定
・ １８年４月に信用リスク管理システム（リスクアセット額算出システ
ム）を導入
・ １８年８月から住宅ローン担保情報の整備作業（データベース化）開始
・ １８年９月に市場系インターフェースプログラムの導入決定

　信用リスク管理システム導入を終え、インターフェースデータの検証および整備につ
いては、順調推移。
　住宅ローン管理高度化に伴う担保評価作業についても、９月末で入力を終え、現在検
証中。
　金利計測システムについては、本年１２月までに導入予定。
　今後は、規程・手続・マニュアル等の整備に尽力していく。

東北

・バーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）によ
る自己資本比率算出の態勢整備に取り組む。
・リスク量の精緻化を図り、経営体力のバラン
スを考慮したリスク管理の高度化に取り組む。
・適切な情報開示への態勢整備に取組む。

○　自己資本比率の算出方法の精緻化
・ワーキンググループを設置し、現状分析と対応範囲の
整理。
・算出基礎となるデータの整備。
・リスクアセット算出に関わるシステム開発。
・算出データの検証体制の整備。
○　リスク管理の高度化
・システム対応によりリスク量算出の精緻化を図る。
・リスク管理態勢（ＡＬＭを含む）の見直しを行い、経
営体力、業務計画等を勘案し、リスクテイクを適正規模
に調整できる態勢を構築する。
・リスク管理の態勢強化に向け、関連規定、管理手続等
について見直しを行う。
○　情報開示の拡充
・リスク量算出手法等、情報開示の拡充に伴う内部管理
プロセスの整備と、開示内容の適正を検証する体制を整
備する。

・バーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）への対応では、関係各部で横断的
に協議するワーキンググループ（ＷＧ）を平成17年4月に設置し、同ＷＧの
検討内容を踏まえバーゼルⅡへの対応方針を決定した。また、バーゼルⅡで
定める自己資本比率の算出方法に対応するため、自己資本比率算出システム
の開発に着手し、平成18年度下期の稼動に向けて開発作業をすすめた。
・リスク管理の高度化対応として市場リスクにおいては、リスク量算出の精
緻化に向けた新ＡＬＭシステムを構築し、平成17年10月より稼働を開始し
た。リスク量については、過去データの蓄積と算出リスク量の検証、関連規
定の整備を行い、平成18年4月より本格的な運用を開始した。一方信用リス
クでは、新システム「ＣＲＩＴＳ」へ更改し、平成17年9月末より運用を開
始した。各システムから取得できるリスク管理指標、分析内容については、
10月以降、ＡＬＭ委員会等で活用している。

・バーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）への対応では、自己資本比率算出のシステム
開発を概ね計画どおり進捗することができた。今後は、システムの早期稼動と算出内容
の検証を行うとともに、バーゼルⅡで示される情報開示への拡充に向けた態勢整備が必
要と捉える。
・リスク管理の高度化では、各種新システムの稼働により、リスク量の算出を高度化・
精緻化することができた。今後は、各リスク管理システムを活用したリスク管理手法の
更なる向上に取り組む必要があると捉える。

山形

１．バーゼルⅡへの対応に万全を期し各種リス
クの管理手法の高度化を図るとともに、リスク
管理態勢の一層の充実を図る。

１．バーゼルⅡに対応した自己資本比率の算出方法を確
立する。
２．より高度なリスク計測手法への移行に向けた準備を
行う。
３．金利リスクへの対応や情報開示の拡充に係る態勢整
備等、「第二・第三の柱」への対応を行う。

１．信用リスク算出方法やシステム整備の方向性について、システム共同化
参加行と情報交換を実施した。
２．信用リスク算出方法やシステム整備の対応方針を決定し、プロジェクト
体制で具体的作業を開始した。
３．将来的な内部格付手法への移行を踏まえた要件定義作業に着手した。
４．バーゼルⅡに対応した自己資本比率算出に向け、業務要件定義、システ
ム要件定義を策定しシステム開発着手した。
５．外部機関のコンサルティングを受け、内部格付手法「最低要件」を踏ま
えた、当行の格付制度全般に係る差異分析を実施した。
６．金利リスクへの対応の一環として、「内部管理上のモデル」による試算
も含めた複数の手法により金利リスク量を計測し、影響を比較・分析した。
７．外部セミナー等に参加し、オペリスクの計量化手法について情報を収集
した。

１．信用リスク算出方法やシステム整備については、19年3月期からの標準的手法によ
る算出に向け、スケジュールに沿って各種要件定義を行った。
２．標準的手法による計測準備を進めるとともに、与信企画部に専担者を配置し、内部
格付手法への移行を踏まえた態勢整備を進める。
３．金利リスクへの対応については、内部管理上の考え方や計測手法、「コア預金」の
定義付け等を確立し、管理基準の文書化を行う。

東邦

○金融検査評定制度の趣旨を踏まえた管理態勢
の充実及び強化に取り組む。
○各種委員会等で保有リスクの管理徹底を図
る。
○新規制の第２の柱に対応した統合的リスク管
理の充実等、リスク管理態勢の強化に取り組
む。

○金融検査評定制度の評定段階及び着眼点（例）等に基
づく、自行評価を実施し、管理態勢の整備を図る。
○各種委員会等において保有リスクの分析を通じ、適切
なリスク管理を行っていく。
○新規制についてのギャップ分析を行い、管理態勢の整
備を図る。

○リスク管理委員会およびＡＬＭ委員会の定期開催による保有リスク管理徹
底の継続。
○金融検査評定制度の評定段階及び着眼点（例）等の内容について取締役会
に報告を行い、評定制度等に基づく自行評価を実施。

○新規制の信用リスク計測について、具体的なデータ整備、取り扱いの定義、システム
開発を継続して実施し、平成
１８年１２月以降順次試算データの検証を行う。
○１８年度中に標準的手法による自己資本比率算出の試行を行い、管理態勢の整備を
図っていく。

○バーゼルⅡ(新しい自己資本比率規制)の導入
に備えたリスク管理の高度化
・リスク管理態勢の充実、運用の高度化
・バーゼルⅡ対応
・第１の柱(最低所要自己資本)への標準的手
法、基礎的手法による対応。および、高度な手
法への移行検討。
・第２の柱(監督上の検証)の要求に答える組織
および仕組みづくり。
・第３の柱(市場規律)への標準的手法、基礎的
手法を基礎とした開示内容の確認及び対応方針
の策定。

・リスク管理委員会・各小委員会運営の充実
・統合リスク量算出の高度化・精緻化
・バーゼルⅡ対応に向けての体制整備
・システム化の検討（自製ｏｒ ﾊﾟｯｹｰｼﾞの購入（両面で検
討））
・内部組織体制の整備
・内規(規程、事務手順)の整備
・マーケットとの関係についての指針検討

・経営リスク等小委員会ワーキング・グループで、将来における標準的手法
から内部格付手法への移行を意識して、格付制度の整備や厳格な運用等につ
いて検討した。また、「市場関連リスク管理規程」および「市場関連リスク
管理基準」の改正を実施したほか、ＣＲＩＴＳの導入による信用Ｖａｒの計
測手法を取得した。
・「第２の柱」について、１８年１月ワーキング・グループで協議を開始、
情報収集に注力する一方、体制整備、必要となるデータの整備などについ
て、具体的な問題点の洗い出しに着手した。
・バーゼルⅡ対応の信用リスク管理システムを導入し、コンサルとの要件定
義の協議を終了し、ベンダーとシステム構築の段階に入っている。
・バーゼルⅡの住宅ローンリスクウエイトの算出のため、７月より担保再評
価のデータ整備作業を開始したほか、会社法・バーゼルⅡ対応のためリスク
管理規程の一部改正を９月末に実施した。
・各個別リスクの各リスク計量担当者を経営管理部に配置し、各リスクの互
換性発揮や統合リスク管理への取組可能な組織体制とした。

・バーゼルⅡへ向けた準備体制
・バーゼルⅡの第１の柱によるリスクアセットの算出
・バーゼルⅡの第２の柱（金利リスク、与信集中リスクの管理）への対応
・統括部署への人材の配置とあわせて、各種リスクの算出ロジック、算出プロセスの理
解と情報の共有化を図り互換性を持てるようにすることが課題と考える。
・各個別リスク量算出、算出プロセスについてリスク所管部の牽制可能な統括部署とし
ての体制の確立が課題である。

○適切な自己査定及び償却引当の確保
・「金融検査マニュアル」「自己査定規程・基
準」の理解、及び研修等を通じた自己査定の更
なる理解により、自己査定精度の向上を図って
いく。
・合理的な担保評価方法、及び評価精度の検証
により、適切な償却・引当を実施していく。

・適時適切な規程・基準の改正及び運用
・「格付・自己査定システム」の導入
・通年自己査定体制への移行、定着
・自己査定研修の継続実施
・不動産担保評価システムのバージョンアップ
・不動産簡易鑑定評価物件の処分実績データの蓄積・検
証

・自己査定研修、トレーニーを継続して実施した。
・「格付・自己査定システム」を平成１８年９月全店稼動し、通年自己査定
体制に移行する。
・適切な担保評価を行うために「不動産担保評価システム」を新機種に変更
した。
・担保評価データの整備および処分実績データの蓄積・検証を継続実施し
た。
・自己査定研修を継続実施した。

・「格付・自己査定システム」を導入稼動し、通年自己査定体制に移行する。システム
による信用格付、自己査定作業を早期に定着させ適正な償却引当を実施していく。
・通年自己査定体制に移行し適切な自己査定、償却・引当を実施するため、信用リスク
データの精緻化が重要であり整備を継続実施していく。

関東つくば
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

足利

(1) バーゼルⅡの導入に備えた自己資本比率の
算出の精緻化
(2) リスク管理の高度化
(3) 情報開示の拡充

(1)信用リスクアセット計測手法高度化対応
　基礎的内部格付手法の適用に向けた適切な態勢整備。
(2)統合リスク管理態勢の整備
　リスクに見合う適正な自己資本の確保のため、リスク
量算出の精緻化を図り、配賦資本の定義や配賦額のあり
方等について組織的な議論を深める。
(3)適切なディスクロージャーの実施

(1) 信用リスクアセット計測手法高度化対応
・ 信用リスクアセット計算システム稼働。
・ 同システムの運用に係るシステム対応実施。
・ 信用格付制度改定。
(2) 統合リスク管理態勢の整備
・ モンテカルロシミュレーション法導入（信用リスク計量化）。
・ 統合リスク管理態勢整備のため、一定の想定資本を基に配賦資本の定
義、配賦のあり方等についてＡＬＭ会議にて検討。
・ リスク資本制度の一部改定。ＡＬＭシステム更改決定。

概ね予定どおり進捗している。今後の課題は以下のとおり。
(1) 信用リスクアセット計測手法高度化対応
データ蓄積、信用格付制度の検証を実施し態勢整備を図る。
(2) 統合リスク管理態勢の整備
特別危機管理終了後を展望し、引続き組織的な検討を深め、より充実した管理態勢を構
築する。アウトライヤー基準への対応を図る。
(3) バーゼルⅡ第3の柱対応を図る。

千葉興業

①自己資本比率の算出方法の精緻化、リスク管
理の高度化、情報開示の拡充に係る適切な態勢
整備を図る。
②新ＢＩＳ規制に関しては、19年3月末の制度
導入当初は信用リスクは「標準的手法」オペリ
スクは「基礎的手法」からスタートするが、信
用リスクについて「標準的手法」から「基礎的
内部格付手法」への移行も視野にいれ、管理態
勢の整備を進める。

①信用・市場リスク量の精緻化に向けデータの整備・蓄
積および外部研修等により内部モデル等を構築しリスク
量の精緻化を進め、計測したリスク量等を開示する。
②信用リスクの精緻化に対応するための「格付・自己査
定システム等」の構築を含め、19年3月末の新ＢＩＳ規制
対応のため、システム・内部管理態勢の整備を図る。

リスク管理態勢の充実に向け、17年10月に統合リスク管理態勢、リスク統括
機能の強化を目的にリスク統括部を設置、12月にはリスク管理委員会を設
置。
市場・信用リスク量の精緻化に向け、時価のある有価証券について、内部モ
デルを構築しＶＡＲの計測を開始し、仕組み債等のＢＰＶについても、より
精緻な計測を開始した。市場リスクに係るＶＡＲ計測基準、市場リスクに係
るＢＰＶ計測基準を制定。その他、信用ＶＡＲ計測に係る行内データの整備
と併せ地銀協信用リスク情報統合システムへの信用リスクデータの蓄積を継
続。
信用リスク管理の高度化に関しては、「格付・自己査定システム」につい
て、19年度上期からの本番稼動に向け業務要件定義等の具体的作業を実施。
アウトラヤー規制対応としては、18年度上期に、コア預金の定義およびリス
ク量計測の前提となる計測方法の方向感を決定し、必要とするシステム開発
に着手した。

①リスク管理高度化の一環として進めている、信用・市場リスク量の精緻化に向けた対
応は、ほぼ計画どおり進捗。引き続き、リスク量の精緻化、ＥＡＲの計測、与信集中リ
スクに係るストレステスト実施に向けたストレス事象の検討等多面的な分析に取組む
他、アウトライヤー規制の適用開始に向け、システム開発の進捗管理を進めていく。
②また、与信集中リスクとしてストレステスト実施に向け、信用ＶＡＲ計測に係る行内
データの整備・蓄積、地銀協信用リスク情報統合システムへの信用リスクデータの蓄積
を継続して進めていく。
③「格付・自己査定システム」については、19年度上期からの本番稼動への準備対応に
万全を期す。

第四

19年3月期からの新しい自己資本比率規制の導
入を契機に、以下に係る適切な態勢を整備する
① 最低所要自己資本比率計算の精緻化
②｢適正自己資本｣を確保するための内部管理態
勢の構築
③情報開示の拡充

①最低所要自己資本比率計算の精緻化
ｱ．新ＢＩＳ規制の内部格付手法の要件充足に向けた格付
制度の整備
ｲ．｢信用リスク管理指針｣への記載事項の整理と策定
ｳ．新ＢＩＳ規制の信用リスクアセット算出、自己資本比
率計算の基盤整備及びシステム構築
ｴ．オペレｰショナルリスク管理態勢の構築
②｢適正自己資本｣を確保するための内部管理態勢の構築
ｱ．与信集中リスク及びバンキング勘定における金利リス
クの評価・検証・管理態勢の構築
ｲ．経営陣への報告態勢の構築
③情報開示の拡充
・半期・四半期開示に対応する内部態勢構築

①最低所要自己資本比率計算の精緻化
ｱ．信用リスク
・内部格付手法の要件充足に係るギャップ分析結果を踏まえ、対応計画を策
定・実施中。信用リスク管理高度化に向け内部格付制度を再構築中
・信用リスク管理指針のほか、信用リスク関連規定類の整備を進めた
・「国内影響度調査」及び｢定量的影響度調査｣に参加。また、信用リスクア
セットの算出及び自己資本比率計算のためのシステムデータ要件定義、基盤
整備を実施中
ｲ．オペレーショナルリスク
・17年度はワーキンググループを設置。18年度は本部各部にオペレーショナ
ルリスク担当者を任命して態勢構築を継続
②｢適正自己資本｣を確保するための内部管理態勢の構築
・与信集中リスクの評価手法の高度化に関して、「個社別与信上限ガイドラ
イン」の18年度下期試行に向けた検討を実施
・「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に従い、金利リスクを月
次で計測。金利リスクテイクの方向性についてＡＬＭ委員会で審議中
③情報開示の拡充
・情報開示事項の監督指針・告示案の整理実施と共に担当部署を明確化
※新ＢＩＳ規制対応に係る基本方針の審議・進捗管理のため新ＢＩＳ規制対
応委員会を設置

①最低所要自己資本比率計算の精緻化
・再構築中の内部格付制度については、19年9月の運用開始を目指し整備を図る
・標準的手法については、規制要件の充足に向け対応継続
・信用リスク管理指針のほか、信用リスク関連規定類の整備の推進
・内部格付手法の要件充足に関する再分析結果を踏まえた対応計画の策定・実施
・オペレーショナルリスクについては、現在実施のリスク管理手法の早期定着を図る方
針
②｢適正自己資本｣を確保するための内部管理態勢の構築
・信用リスク管理高度化に向けた内部管理態勢の整備及び「中小・地域金融機関向けの
総合的な監督指針」で示された「第2の柱」への適切な対応を図る
・当局へのオフサイトモニタリング報告の内容が確定・発表され次第、速やかに当行定
義の見直し等を実施し、採用する金利シナリオを決定方針
③情報開示の拡充
・情報開示項目を適切かつ正確に開示可能となるよう態勢整備を図る

北越

・ 新しい自己資本比率規制への対応を踏まえ、
リスク管理手法をさらに高め、資本配賦の最適
化を図る。
・ 自己資本比率の算出方法の精緻化、より高度
な手法への移行準備。
・ 市場関連リスク管理の高度化、統合リスク管
理の導入、態勢整備。
・ 情報開示の拡充への対応、態勢整備。

・ 新しい自己資本比率規制に対応した算出対応、精緻化
・ 信用リスク管理の高度化
  より高度な内部格付手法への移行準備
  信用格付制度の高度化
  信用リスクデータの蓄積と活用
・ 市場関連リスク管理の高度化
・ オペレーショナルリスク管理の高度化
  計量化・管理態勢整備に向けた準備
・ 統合リスク管理の導入
  経営体力に見合ったリスク制御による健全性確保

・ 統合リスク管理
１７年度下期から試行的に開始、１８年度上期から実施。
・ 信用リスク管理
外部コンサルを導入し、信用リスク管理高度化及び新しい自己資本比率規制
に向け準備。
・ 市場リスク管理
ＡＬＭ会議、運用戦略会議などに基づきリスク制御と収益最大化を目指し
た。
・ オペレーショナル・リスク管理
態勢整備に向け情報収集・準備を進めた。

・ ほぼ計画どおりに準備が進んでいると認識している。
・ 間近に迫った新しい自己資本比率規制適用に向け、着実に対応していく。

○統合リスク管理態勢構築・新ＢＩＳ規制への
対応
１．統合リスク管理態勢の構築に向けリスクの
可視化に取組む。
２．リスク管理態勢の文書化に取組む。
３．新ＢＩＳ規制に関しては、１９年３月末の
新規制開始当初、信用リスクは「標準的手
法」、オペレーショナル・リスクは「基礎的手
法」を用いて算出する。その後は、より高度な
手法に移行すべく、内部管理態勢の整備を図
る。

１．各種リスク量を計測し、経営体力との比較をＡＬＭ
委員会等において定例報告し、リスク量のモニタリング
を行う。
２．リスク量の計測を予算策定や収益計画の策定へ活か
すべく検証を行い、その結果を用いて規定や細則等へ文
書化していく。
３．１９年３月末に、新ＢＩＳ規制に対応した自己資本
比率の算出を行うべく、システム対応を図る。
４．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」において、本部各部
の連携をとり、新ＢＩＳ規制に対応できる内部管理態勢
の整備を進めていく。

１．ＡＬＭ委員会において、各月の統合リスク量の計測結果を報告し、経営
体力との対比による健全性の検証を継続して行った。
２．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」を設置し、信用リスク・アセット算出の
ためのシステム構築を進め、運用テストを行った。

１．統合リスク量の計測を、新長期経営計画の収益目標の設定に活用していく。
２．１９年３月末の新ＢＩＳ規制開始に備え、信用リスク・アセット算出を毎月のデー
タで試算していく。
３．内部統制システムの構築とともに、オペレーショナル・リスク管理において求めら
れているリスクの分析や損失データの収集に努める。
４．新ＢＩＳ規制の、より高度な手法の採用に向けた対応を図ることにより、リスク管
理の高度化へつなげていく。

○信用リスク管理態勢の向上
１．自己査定および担保評価の精度向上に取組
むとともに、その検証態勢の強化を図る。
２．信用リスクの評価手法について充実を図
る。

１．「格付・自己査定システム」の構築と格付制度の再
構築および「不動産担保登録システム」のリニューアル
による自己査定・担保評価の精度向上
２．地銀協「信用リスク情報統合システム（ＣＲＩＴ
Ｓ）」の有効活用による信用リスクの評価

１．「格付・自己査定システム」の開発を継続した。
２．「不動産担保登録システム」の稼動を開始した。
３．「ＣＲＩＴＳ」を活用して算出した信用リスク量をＡＬＭ委員会へ四半
期ごとに報告した。

１．「格付・自己査定システム」の開発と格付制度の再構築は、その基礎データの整
備・蓄積を優先して開発を進めており、案件の重要性から、十分な検証作業により対処
していく。
２．「不動産担保登録システム」へは、順次担保データを登録し、システムを有効に活
用していく。

山梨中央

r-ohama
88/141
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八十二

○バーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）の導
入に備えた自己資本比率の算出方法の精緻化へ
の取組み、情報開示の拡充に係る適切な態勢整
備
○リスク管理の高度化
自己資本比率算出の精緻化、リスク管理態勢の
整備、情報開示の拡充に取組んでいく。

・内部格付制度の整備・レベルアップおよび内部監査態
勢の整備
・リスク情報の収集報告態勢をシステム化等により整
備。
・情報開示の拡充。

【信用リスク管理態勢構築】
・信用リスク管理態勢の整備
・新ＢＩＳフィールドテスト QIS4及びQIS5実施
・特定与信格付制度制定（17年6月）
・資産流動化取引に対する与信等に係る格付手法導入（18年1月）
・信用リスク管理指針、ソブリン格付取扱要領、案件格付取扱要領、リテー
ル格付取扱要領、リース格付取扱要領、パラメータ推計取扱要領、検証取扱
要領の原案作成し、金融庁監督局バーゼルⅡ推進室事前ヒアリングに提出
（18年4月）
・事前ヒアリングの結果受け、債務者格付制度を抜本的に見直すことを決定
し、現行格付制度の検証、検証に基づく新格付制度の設計及び検証を実施し
た。
・信用リスク管理部署の独立性を確保するため、信用リスク管理室を設置し
頭取が専任担当役員となった。併せて、従前、信用リスク管理部署の一部署
の位置付けとしていた資産監査室を監査部部内室とし監査部署に位置づけ
た。これに伴い内部格付制度の運用・監視・検証・監査について各部署の役
割整理を図った。（18年6月）
・信用リスク管理室内にバーゼルⅡ対応の専担部署である信用リスク管理高
度化推進グループを設置し、バーゼルⅡ対応体制を強化した。（18年6月）
・案件格付制度及びソブリン格付制度を創設しスタートした。（18年7月）
【オペレーショナルリスク管理態勢構築】
・管理態勢全般の検討
・リスク情報報告システムの開発
・リスクアセスメント試行（当行グループ法人含む）
・オペレーショナルリスク管理規程に基づく管理態勢の定着化
・コンプライアンス・オペレーショナルリスク会議（経営会議）および同委
員会（部長会）の定期または随時開催による運営定着化
・リスク情報報告態勢の定着化（日々の速報、月次報発信による報告基準の
定着化）
・初回年度方針に基づく施策の実施
・リスクアセスメント本格実施
・粗利益配分手法の承認申請の一環としてセルフ・アセス・アンケートに記
入・回答（18年7月）

【信用リスク管理態勢構築】
・バーゼルⅡに対応した金利リスク及び与信集中リスク管理体制の整備
・新格付制度を18年10月にスタートし、18年度下期中の移行期間（新旧格付混在期間）
を経て、19年3月末には新格付に統一する。
・19年3月までにリテール格付制度をスタートさせる。
・監査計画に沿った監査の実施、監査部と資産監査室の牽制・連携体制の役割整理
・ 第三の柱に対応した開示体制の整備
・ 18年4月の事前ヒアリングの結果を受け、スケジュール再検討し対応していく。
【オペレーショナルリスク管理態勢構築】
・管理のフレームワーク整備は完了し、運用も定着化
・今後は監査機能、グループ法人への定着が課題

北陸

・リスク量計測の精緻化と統合リスク管理体制
の整備
・バーゼルⅡ導入への適切な対応
　19年3月より標準的手法にもとづく信用リス
クアセットを算出し、20年3月より基礎的内部
格付手法を導入する
・情報開示の拡充に係る適切な態勢整備

・信用格付基準の改定を含めた信用リスク管理指針の策
定
・信用リスク、金利リスク計測の精緻化
・オペレーショナルリスク管理態勢の整備
・自己資本比率算定要領の策定

・新ＢＩＳ規制対応プロジェクトチームの結成（ 17/7）。
　18年1月からバーゼルⅡ導入に係る進捗状況監査を実施するとともに、経
営陣へも定期的に進捗を報告。
・北海道銀行と信用格付制度の擦り合わせを行い、制度・モデルを統一化
（18/4～）。
・信用リスクアセット算出システムの稼動（ 17/12）。
・パラメータ推計を行い、推計結果を経営陣へ報告（ 18/8）。
・統合リスク管理委員会を設置（ 18/6から四半期毎に開催）。

プロジェクトチームを主体として、北海道銀行側のプロジェクトチームと共同で集中的
な体制整備に努め、信用格付制度や金利リスク計測基準について、北海道銀行との基準
統一化を完了し、ほくほくFGとして統一的な基準・手法によるリスク管理実施体制が
整った。
リスク計測・管理手法の統一化に伴い、新格付基礎データの蓄積・精度確保の観点か
ら、基礎的内部格付手法の導入を1年遅らせたが、引き続き信用リスクアセット算出シ
ステムの実用化に向けた整備に努めながら、19年3月期からの標準的手法による自己資
本比率算出についても、体制の整備を進めていく。
オペレーショナルリスク管理についても、粗利益配分手法の採用に向けて、やや不十分
と認識している事項を中心に管理体制を整備し、高度化に努める。

富山

　経営の健全性を確保し地域の預金者・利用者
の信頼を得るためには、リスクを適切に把握・
評価し、各種リスクを総合的に管理していくこ
とが重要であり、各種リスク管理手法の高度化
を図るとともに、リスク管理態勢の整備を図
る。

・ 新BIS規制におけるリスクアセットの計算手法につい
ては、信用リスクは「標準的手法」、オペレーショナル
リスクは「基礎的手法」を採用。特に、信用リスクにつ
いては、計算方法の精緻化に向けた勘定系システムの対
応を実施する。

・ 新BIS規制に対応したシステムを決定、本部内に作業部会を設置し導入作
業を進めた。
・ 統合リスク管理におけるリスク量計測手法のレベルアップを図るととも
に、部門別にリスク資本を配賦し、リスク管理の高度化を図った。
・ 新ＢＩＳ規制第2の柱にある、信用集中リスク、銀行勘定の金利リスク、
また統合的なリスク管理について討議・検討を行なった。

・ 新BIS規制における第2の柱にあるアウトライヤー規制の計測定義の検証及び統合的
なリスク管理態勢の整備が必要である。
・ 第3の柱の定性的開示事項については、連結ベースでのリスク管理体制の構築とオペ
レーショナルリスクの管理体制の更なる高度化が課題である。

北國

19年3月末からのバーゼルⅡの導入に備え、統
合リスク管理の高度化や情報開示の拡充に向け
た態勢と全体的な基本方針を策定のうえ、計画
的な実施体制を整備する。

・ 新BIS規制対応信用リスクプロジェクトチームの設置
・ 信用リスク管理システムパッケージの導入
・ オペレーショナルリスク短期コンサルティングによる
機能の向上
・ オペレーショナルリスク計量パッケージ導入検討
・ データベース事例に基づいた内部改善態勢構築
・ BIS計数集計態勢の整備
・ 内部統制の機能向上のための規定等整備
・ BIS計数を活用した統合リスク管理の高度化
・ ALMチーム設置による市場リスク管理の機能強化

○ 新BIS規制への対応
・ 17.5 プロジェクトの立上げ、外部コンサルティングの導入および基本プ
ランの策定
・ 18.3 信用リスク管理パッケージの導入準備完了
・ 18.3 デフォルト率などのパラメータ自行推計について、外部コンサル
ティングを導入し、データ蓄積に着手
・ 18.9 信用リスク管理パッケ－ジの導入完了
○ リスク管理態勢の再構築
・ リスク管理態勢の再構築を目的とした各組織体制、規程等の見直しにつ
いての基本方針の取りまとめ
・ 18.4 リスク管理委員会の設置

新BIS対応については計画通りに進捗しており、今後は内部格付制度や内部管理態勢の
整備等を進めてまいります。
リスク管理態勢の再構築については、今後新設するリスク管理委員会を中心に、オペ
レーショナルリスク管理態勢、危機管理およびバーゼルⅡ等への対応を強化してまいり
ます。

r-ohama
89/141



銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

福井

・ 内部格付制度の改定と与信集中リスク管理
等の高度化
・ 銀行勘定の金利リスク計測の精緻化と統合
リスク管理の導入
・ オペリスク管理体制の構築に向けたデータ
整備とロードマップ作成
・ 新BIS規制の「標準的手法」に向けた組織的
取組みと将来の内部格付手法に向けた信用リス
クのデータ整備

・ CRITS モデルの適合性・デフォルト判別能力向上の検
証を経て、当行の内部格付制度を改定。新たな内部格付
をベースとした信用リスク量の精緻化、クレジット・
ゲージを活用した貸出ポートフォリオの多面的なシミュ
レーション分析を通して、与信集中リスク管理の高度化
を図る。
・ 銀行勘定全体の金利リスク計測の精緻化に向けて、コ
ア預金の定義・検証等を進め、 ALM管理体制を整備する。
加えて、信用リスク量の精緻化を経て、統合リスク管理
の実践活用を目指す。
・ 地銀20行が共同で進めている勉強会において、外部コ
ンサルの指導の下、ＩＳＯで得たノウハウを活かしなが
ら事務リスク管理の態勢整備を手始めに、ロードマップ
作成に向けてデータ整備を図る。
・ 新ＢＩＳ規制に向けた上記リスク管理態勢の整備を図
るとともに、「標準的手法」による具体的算出の実施お
よび要件定義・基準書作成・システム対応に向けた本部
各グループの役割分担の明確化を図り組織的対応を開始
する。また、改定後の内部格付をベースに、将来の「内
部格付手法」採用に向けた信用リスクのデータ整備を開
始する。

＜内部格付制度の改定＞
・CRITS スコアリングモデルによる新内部格付制度の運用開始。
＜新ＢＩＳ規制（第一の柱）への対応＞
・要件定義確定と文書化に向けた「検討課題管理システム」を構築するとと
もに、リスクアセット計算システム構築に向けたマッピング定義等に着手。
・業務要件定義に合せたシステム要件の定義を終え、計算システムの設置を
完了。試験運転を通じて、テストデータによるリスクアセット計算結果の検
証を開始。
＜新ＢＩＳ規制（第二の柱）への対応＞
○金利リスクへの対応
・アウトライヤー基準で用いる計測手法、及び、コア預金の定義を決議し、
ＡＬＭシステムの導入を決定。
○与信集中への対応
・取締役会にて与信集中リスク管理基準書制定、関連規定の改定を決議。
・上記基準をより高度化して数学的根拠を持つ基準へと高度化するため、外
部コンサルと共同作業を実施。

○統合的なリスク管理への対応
・資本配賦限度額を「 Tier１」に改定し、主要リスク量をTier１と対比で管
理することを決議。
・調整後収益指標の算出に向けて、ＡＢＣ原価計算に基づく個社別採算管理
の体制整備を進めることを決議
・下期リスク資本配賦額の決定にあたり、業務計画に基づく残高予想、及
び、市場変動のシナリオを折り込む方法を採用。
＜オペリスク管理への対応＞
・ワーキンググループ組成。

＜内部格付制度の改定＞
2ヶ月遅れとはなったが新格付制度に移行し、スコアリング・モデルに基づいた格付付
与をできる体制が整った。一部（地公体・有価証券のみ先）については、本格稼動に
至っていないが、事業性貸出先については、新制度のもとで順調に稼動している。
＜新ＢＩＳ規制（第一の柱）への対応＞
当初予定のスケジュール通り進捗している。新基準での自己資本比率算出は、12月頃
（9月末データ）に可能となる予定。
＜新ＢＩＳ規制（第二の柱）への対応＞
金利リスクの管理体制は、ｼｽﾃﾑ化により高度化が進めるが、リスク量コントロールのた
めの手法研究が遅れているため、下期重点課題として取組む。
与信集中への対応については、下期中に規定変更することで、より注意を要する貸出先
の抽出が可能になる。コントロールについては、引き続き会議での決議で対応策を検討
することとしている。
統合的なリスク管理への対応では、リスク資本配賦方法を変更することで、より現実的
な配賦額を設定できたと考えるが、更にレベルアップすることが必要。また、リスク・
リターン分析ができる段階には至っておらず、更に努力が必要。

スルガ

１． 統合的なリスク管理を実施
（１） 信用リスク、市場関連リスク、流動性
リスク、事務リスク、シス
テムリスク等を個々に管理するだけではなく、
計量化可能なリスクとして統合的に把握
（２） リスクとリターンのバランスを勘案
し、自己資本の範囲内で適切に経営資源を配分
２．１９年３月末からのバーゼルⅡ（新しい自
己資本比率規制）の導入に対する態勢整備を充
実
   （信用リスクについては、当初標準的手法
を導入し、基礎的内部格付手法に移行する予
定）

１．各リスク計量化データの精緻化により、リスク資本
配賦によるリスクマネジメントの精度を向上
２．オペレーショナル・リスクの管理手法の構築
３．バーゼルⅡ対応のシステム構築・態勢整備信用リス
ク部門は審査部、市場リスク部門は市場金融部、システ
ム導入は品質マネジメント部が担当し、経営企画部が統
括

１．格付自己査定システム（ＣＲＡＳ）による随時査定
（１）新債務者格付体制を整備し稼動
（２）精度向上のためリニュ－アルに着手
（３）実態財務諸表作成機能等のチューニングを実施
２．リスク・カテゴリ－別にリスク資本を配賦し、モニタリングを実施
３．１９年３月のバ－ゼルⅡ対応に向け、担当各部署とのミーティングを実
施し、システムの構築を開始
４． 信用リスクの計測の精緻化を目指し、ＬＧＤ、ＥＡＤ、ＰＤ推計用基
礎デ－タを蓄積するデ－タベ－ス（ＬＥＡＤＳ）を稼動

１．１９年３月末のバーゼルⅡ対応のため、自己資本比率の試算結果を検証し、最終確
認を行う
２．オペレーショナル・リスクの管理方法についても検討を行う
３．ＬＧＤ、ＥＡＤ、ＰＤ推計用のための基礎デ－タを蓄積するデ－タべース（ＬＥＡ
ＤＳ）の運用により、信用リスクデータの精緻化を図る

泉州

・バーゼルⅡ対応への体制整備、システム開発
等による自己資本比率算出手法の精緻化

「リスク管理の高度化」に向けた取組策等
①信用リスク
　・コンサルタント等の導入
・データ蓄積
・内部格付制度の整備
・各種パラメータの算出
・リスクアセットの算出対応
　・内部管理体制の整備
②オペレーショナルリスク
・コンサルタントの導入
・リスク管理プロセスの構築
・損失データの蓄積
・業務区分毎の粗利益算出プロセス構築

・バーゼルⅡ対応専担者を経営企画部に任命し、コンサルタント会社・シス
テム開発業者等を順次決定し、システムの要件定義等、準備作業に着手。
①信用リスク
・基礎的内部格付手法に向けて格付制度への改定を行い、１８年１月より運
用を開始。
・バーゼルⅡの業務要件定義、システム要件定義の未解決課題について、現
在、標準的手法への対応を優先的に整備中。
②オペレーショナルリスク
・ＵＦＪ銀行と東京三菱銀行との経営統合を機に、オペレーショナルリスク
管理に関する規定類の見直しを実施
・平成19年3月期より「粗利益配分手法」採用に向けて進めていくことを機
関決定(18年5月)

〔分析・評価〕
・概ね計画通り進捗。
〔今後の課題〕
・バーゼルⅡ信用リスク対応については、標準的手法への課題を早期に解決し、基礎的
内部格付手法導入に向けた態勢整備を行う。
・オペレーショナルリスクについては、粗利益配分手法に係る体制の整備を進める。

但馬

内部格付と債務者区分との整合性を図ったより
精緻な内部格付制度を構築するとともに、統合
リスク管理の拡充により、リスク管理態勢の強
化を図る。

１．「信用リスク情報統合システム」およびＣＲＤスコ
アリングモデルを活用して、内部格付と債務者区分との
整合性を図ったより精緻な内部格付制度を構築し、自己
査定の正確性の向上に努める。
２．オペレーショナルリスク等計量できないリスクの管
理手法を検討する。

１．内部格付と債務者区分との整合性を高めるため、「信用格付実施要領」
を改正し、内部格付の精緻化に取り組んだ。
２．地銀協が主催した研究会へ参加し、リスク管理の高度化についての研究
を深めた。
３．「統合リスク管理規準」に基づき、各種のリスクに対して資本を配賦
し、リスク管理態勢の充実を図った。

これまでに取得したノウハウの活用・実践により、信用リスクデータベースを有効活用
して、内部格付のさらなる精緻化を図るとともに、リスク管理の高度化を進めていく。

山陰合同

・19年３月末からのバーゼルⅡの導入に備え、
次の対応を行なう
・第一の柱に関し、①信用リスクについて「基
礎的内部格付手法」を指向し、内部管理態勢を
整備、②オペリスクについては、実態に即した
新たな内部管理態勢を構築
・第二の柱に関し、各リスクの定量的把握を通
じて、統合的な収益・リスク管理態勢の向上を
図る
・第三の柱に関し、具体的な開示項目を固め、
適時・適切な情報開示が行えるようシステム整
備等を図る

・第一の柱（信用リスク）について、リスクアセット計
算システムの導入を図るとともに、内部管理規程、業務
方針等を策定する
・第一の柱（オペリスク）について、リスクの実態把握
を行い、内部管理態勢の構築を図る
・第二の柱について、市場・信用・オペの各リスクの定
量的把握を行い、統合的な収益・リスク管理態勢の充実
を図る
・第三の柱について、具体的な開示項目を固めるととも
に、システムインフラを整備する

・第一の柱（信用リスク）対応のための要件定義およびシステムの設計・開
発を完了
・第一の柱（オペレーショナルリスク）対応のために、 CSA手法をベースと
した管理を指向すべく、損失データ収集のシステム・体制を構築
・第二の柱対応として、市場・信用・オペの各リスクを統合的にモニタリン
グする態勢を構築
・第三の柱にかかる告示案公表を受けて、開示項目についての整理を進めた

・第一の柱（信用リスク）対応として、今後は、内部格付制度の高度化、内部管理態勢
の充実に取組んでいく
・第一の柱（オペレーショナルリスク）対応として、今後は、リスク評価・コントロー
ル手法の確立に取組んでいく
・第二の柱対応として、金利リスク管理に関し、管理高度化に向けた対応を進めてお
り、今後、内部モデル構築を目指して取組んでいく
・第三の柱対応として、告示確定を受け情報開示内容の充実を図る
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

 自己資本比率算出方法の精緻化
○信用リスクは、内部管理水準の向上のため、
先進的内部格付手法と同等水
準の管理レベルをめざすが、当面、標準的手法
および基礎的内部格付手
法でリスク・アセットの算出ができるよう準備
を進める。
○オペレーショナル・リスクについても、内部
管理水準の向上のため、将来的
には先進的計測手法と同等の管理水準を目指す
が、当面、基礎的手法お
よび粗利益配分手法でリスク・アセットの算出
ができるよう準備を進める。

＜信用リスク＞リスクアセット計算のためのシステムを
利用した試算の継続実施によるデータ整備および精度向
上
○デフォルト率や損失率といったパラメータ推計のため
のシステム開発とデー
タの蓄積の実施
○内部格付制度拡充や規定整備など、内部管理体制の一
層の充実
＜オペレーショナル・リスク＞
○福岡銀行と共同で導入した、損失等のデータを把握・
蓄積するための報告
システムの機能向上、及び分析や対応策の立案への活用
○オペレーショナル・リスク全般に係る潜在的リスクの
包括的な把握及び定期
的な報告を通じた業務サイクルの確立

○金融庁・日銀の実施する国内影響度調査（フィールドテスト）に参加し基
礎的内部格付手法・粗利益配分手法による自己資本比率を試算
○標準的手法による自己資本比率の試算・検証の実施
○内部格付制度の高度化に向けた信用格付の見直しを検討
○連結子会社を含めた全行の事務項目について事務リスクの評価を行い、改
善策を検討・実施するなど、オペリスク管理強化に向けた対応を実施

○19年3月末の新規制対応に向けた準備を着実に進めている。
○引き続き19年3月末の標準的手法による自己資本比率の正確な算出に向けた対応を行
うとともに、将来的な内部格付手法適用に向けた内部格付制度の高度化等の対応を進め
る。
○オペリスクの全般的評価と対策の検討を継続的に行うとともに、オペリスク削減策の
進捗管理、オペリスク計量化の準備を進める。

◎リスク管理の高度化と情報開示の充実
○各種リスクを計量化し、全行のリスクを、自
己資本との比較で適切な水準に
コントロールしていくことにより、経営の健全
性を確保するとともに、収益性
の向上を図る。
○バーゼルIIにおける「第2の柱」 「第3の
柱」に適切に対応し、リスク量と自
己資本についての説明力を向上する。

○部門別資本配賦の実施による全行のリスク量を一定の
範囲内に抑制する
統合リスク管理態勢の確立
○地銀協信用リスク計量化システム等のシステムの開
発・活用や、リスク量の
計測方法の高度化等を通じたリスク量把握の精緻化
○リスク量をコントロールするための諸手法の研究と積
極的な活用
○リスク管理の方針や管理態勢等についてディスクロー
ジャー誌やIR資料等
での開示充実

○「統合リスク管理規程」の制定等、リスク管理関連の規定整備を行うとと
もに、半期ごとの管理方針や管理ルールを織り込んだ「統合リスク管理方針
書」を策定
○部門別資本配賦を実施し、統合リスク管理の本格的運営を開始
○ディスクロージャー誌におけるリスク管理に関する頁を充実
○超長期固定金利の住宅ローンに係る金利リスクヘッジ手段を研究し、金銭
信託を活用した新しいスキームの金利スワップを導入

○リスク量計測の精緻化等を行い、統合リスク管理の本格的運営を開始した。
○リスクコントロール手法の研究を行い、ヘッジ取引を実施した。
○バーゼルII「第２・第３の柱」への対応を進めるとともに、リスク管理ルールの改善
やリスク収益指標の活用等を検討し、管理内容の充実と実効性の向上を図る。

伊予

　バーゼルⅡへの対応を行う中で、信用リスク
管理態勢の充実を図るとともに、データ蓄積を
行いリスク定量化の精度向上に取り組む。ま
た、どれだけリスクテイクしていく経営体力が
あるかを自らが正確に把握し、リスク資本を地
域のために有効に活用していくとともに、リス
クと収益性のバランスを取りながら中長期的な
株主価値の向上を目指すための統合リスク管理
体制の構築に取り組む。

○バーゼルⅡ基礎的内部格付手法対応のためのデータお
よび信用リスク管理態勢の整備を推進する。
○統合リスク管理体制構築のためのリスク定量化の精度
向上に取り組む。
○バーゼルⅡにおける規制上の所要資本管理と内部リス
ク管理との整合性を確保することによる実効的な自己資
本比率管理を実施する。
○「リスク統括部」が中心となって、リスク管理の高度
化を推進する。

○バ－ゼルⅡ対応システムは構築の最終段階を迎え、総合テストを実施
○バ－ゼルⅡ対応のためのデ－タの作成・蓄積を開始
○バ－ゼルⅡにおけるフィ－ルド・テスト（平成17年3月末基準）およびＱ
ＩＳ５（平成17年9月末基準）に参加
○平成18年3月基準で基礎的内部格付手法の予備計算を実施
○外部コンサルティングを導入し、内部格付制度を検証。また、内部監査に
係る規程・チェックシート等を整備し、プレ監査を実施
○ソブリン、金融機関、ＳＬ、海運等の内部格付基準を新設・改定
○基礎的内部格付手法の要件を充足するよう態勢や文書類の整備を実施
○事業債の信用リスク定量化を実施（ＵＬ算出）
○リスク統括部を中心とした統合リスク管理態勢を構築。各種リスク間の相
関も考慮に入れたリスク量の把握を実施
○小口与信管理のためのリテールプールを実施
○バーゼルⅡ告示に準じたストレステストを実施

○バ－ゼルⅡ対応では、新しく構築したシステムの検証を行うとともに、デ－タの蓄
積、分析にも引き続き取り組む。
○内部格付制度のさらなる精緻化と検証態勢の充実に取り組む。
○統合リスク管理においては、さらなるリスク管理の高度化を目指し、各種リスク把握
方法等を見直しするとともに、リスク統括部を中心とした統合リスク管理の運用を充実
させる。

福岡

○リスク管理態勢の充実（バーゼルⅡ導入への
対応）
・これまでもリスク管理の向上に努めてきた
が、新規制導入を更なるリスク管理高度化の好
機と捉え、より高度な計測手法や資本配賦等の
経営管理手法の構築を進めることで、経営力の
強化・健全性の確保・収益性の向上を図る。
・新規制開始当初は、信用リスクは「基礎的内
部格付手法」、オペリスクは「粗利益配分手
法」の適用を目指す。
・リスクリターン分析の拡充と分析結果に基づ
く施策の立案、資本配賦の有効活用等を行い、
経営力の強化を図る。
・市場規律が発揮されるべく、新規制の開示項
目を基準とした情報開示を正確かつ適時に行え
る態勢を整備する。

① 専担チームによるこれまでの取組みを継続実施し、規
制開始までに態勢整備を完了する。具体的には次の項
目。
【信用リスク】
・ 内部格付制度の整備
・ 自己資本比率算出態勢の整備・構築
・ パラメータ推計手法の構築
・ 内部格付手法最低要件充足のための態勢整備。（第Ⅰ
の柱）
・ ストレステスト等内部管理態勢整備・構築。（第Ⅱの
柱）
・ 内部格付手法承認のための予備計算申請や承認申請
【オペリスク】
・ オペリスクに係るリスク評価・シナリオ分析の実施
・ 粗利益の業務区分へのマッピング方法の確定
・ 規程類の整備
【共通】
・ 内部統制整備（監査マニュアル作成、実施）
② 資本配賦等の経営管理手法の高度化を進める。また、
新収益管理システム・リスク管理システムの構築を継続
する。
③ 情報開示について、開示規程の整備・開示に必要なシ
ステム上の手当てを行う。

《信用リスク》
①内部格付対象先拡大（国、地公体、政府出資法人、保証人）。
②自己資本比率算出（パラメータ推計を含む）のためのデータを整備し、シ
ステムを構築。
③フィールド・テスト（17年3月末基準試算）、および QIS5（17年9月末基準
試算）を当局に提出。
④18年5月に当局のオンサイト・ヒアリングを受け、6月に予備計算の届出を
当局に提出。
⑤予備計算報告書（18年3月末基準）を当局に提出。（18年6・7月）
《オペリスク》
①オペリスク管理のフレームワーク（管理体制及び規程体系の整備）構築。
②オペリスク管理の基本規程（オペリスク管理規則等）制定。
③オペリスク評価（ＲＣＳＡ）・情報収集規程（オペリスクＲＣＳＡ実施
細則等）制定。
④関連会社オペリスク関連規程（オペリスク管理基準等）制定。
⑤オペリスク（事務・システムリスク）に係るリスク評価実施。
⑥オペリスク（有形資産・労務・法務リスク）に係るリスク評価実施。
《その他》
①新収益管理システム・リスク管理システム導入に向けた要件定義や内容検
証等の実施。
②新収益管理システムは18年3月から稼動開始。

《信用リスク》
概ね予定通り進捗しており、引き続きパラメータ推計の検証や各種規程類の整備を進
め、19年3月末からの基礎的内部格付手法の採用を目指す。
《オペリスク》
１８年度上半期は、ほぼスケジュール通り実施。
オペリスク管理体制については、関連会社を含めて１８年度中に体制整備を終了する予
定。
なお、粗利益配分手法の承認申請は熊本ファミリー銀行との経営統合を受けて延期し、
21年3月末からの適用を予定。
《その他》
　リスク管理システムは、18年10月からの稼動を予定。

広島
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

○バーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）の導
入に備えた自己資本比率の算出方法の精緻化
１．新ＢＩＳ基準移行が確実に行える態勢を構
築する。
２．採用手法の方針を検討する。
３．移行作業方法の選択を行う。
４．導入作業を行う。

○平成17年度下期までに新ＢＩＳ基準導入作業を踏まえ
チームを組成
○平成17年度下期までに採用手法の方針を決定
○平成18年度上期までに移行作業の吟味をし､自行対応が
可能か外注利用かの判断に基づき作業計画を策定
○平成18年度上期より各担当部署による導入作業開始

○移行に伴う対応検討として、システム部を含めた関係各部にて協議を行っ
た。
　採用手法は、移行初年度(19年3月末)は「標準的手法」。
「内部格付手法」への移行は既存の行内格付のあり方を検討する中で判断し
ていくこととし、当面はデータ蓄積期間となる。
○移行に伴うシステム整備のため、コンサルティング会社、システムベン
ダーの選定を検討し、決定した。(18年3月27日)
○18年度上期は、コンサルティング/ベンダーを活用し、システム導入作業
を行った。(作業完了は18年12月予定)

○外注先(コンサルティング会社、システムベンダー)決定及び対応のための増員をし、
おおむね予定に沿った進捗状況である。
○18年度の予定分について
コンサルティング会社、システムベンダーと導入作業中。
なお、18/9中間期の新基準での試算は12月となる予定。

バーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）の導入
に備えたリスク管理の高度化
○市場リスク：リスク量の精緻化及びリスク資
本を配賦したリスクリミットの設定を行う。
○信用リスク：信用ＶａＲの精緻化及びリスク
資本を配賦したリスクリミットの設定を行う。
○事務リスク：計量化のためのノウハウを取得
する。

以下のリスク管理は平成17年度上期より検討開始し、平
成18年度下期までに完了が目標
○市場リスク：バックテスティングによるリスク計測
ツールの選定、取扱規定の検討、計測モデルの定義作業
○信用リスク：情報統合システムによる信用VaR算出、取
扱規定の検討
○事務リスク：過去の事務リスク顕在化事例における損
失データの収集・蓄積

○「市場関連リスク計測基準細則」の制定
・各リスクの主管部と対象、計測モデル等を協議し、ＶａＲによるリスク量
算出を規定化した。(18年3月)
○「信用リスク計測基準細則」の制定
・関係各部と各種パラメーター等を協議し、信用ＶａＲによるリスク量算出
を規定化した。
・18年4月から信用ＶａＲの算出を四半期毎に行うよう運用している。
○「事務事故等報告書」の制定
・事務事故等報告書を制定した。 (18年3月)
・事務事故等報告の堅確な運用を図る為、事務事故等報告書運用細則を制定
した。(18年9月)

○リスク計測基準については、市場関連リスク計測基準細則、信用リスク計測基準細則
を18年3月に制定し、3月までに文書化する方針を達成した。
○事務リスク(オペリスク)は、関係部署において事務リスク顕在化事例のデータ収集・
蓄積方法の検討を行っていくとしていたが、18年3月に事務ミス・事務事故と損失デー
タの収集・蓄積が出来る事務事故等報告書を制定し、更に、事務事故等報告の堅確な運
用を図る為、事務事故等報告書運用細則を18年9月に制定した。
○各リスク計測基準の検証等により、市場関連リスクのＡＬＭギャップについては、計
測システムを15年変動利付国債のリスク特性を把握できるシステムに変更してリスク計
測の精緻化を図った。
〇今後は、上記基準に基づいたリスク量の算出を行い、将来の資本配賦を睨んだシミュ
レーションを実施し、リスク管理の手法高度化等について検討を行っていく。

バーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）の導入
に備えた情報開示の拡充
以下の各段階において、随時情報開示を行って
いく。
○リスク管理態勢の構築
○採用手法の方針決定
○移行作業方法の選択
○導入作業の実施

○ディスクロージャー誌、決算短信等の情報開示手段を
利用したリスク管理態勢の開示
○リスク量やリスク内容の積極開示

○17年7月発行のディスクロージャー誌にて、リスク管理態勢についての記
載を充実させ、18年7月発行分についても充実度を維持した。
○18年度の中間期ディスクロージャー誌や19年7月発行のディスクロー
ジャー誌について法改正への対応や記載内容を検討している。

○今後もバーゼルⅡの第3の柱で求められている内容を中心にリスク内容やリスク管理
態勢の開示を積極的に行う予定であり、各主管部との連携を強めている。

親和

・平成１９年３月よりバーゼルⅡが適用開始と
なるため、今後２ヵ年で行内態勢を整備する必
要があり、プロジェクトチームを組成して進捗
管理、態勢整備に取り組んでまいります。
また、新規制への対応に際しては、規制の趣旨
に則り、単なる比率算出だけではなく、統合リ
スク管理態勢の構築など経営管理態勢の整備を
実施してまいります。

①バーゼルⅡ対応プロジェクトの適切な管理
・プロジェクトチームによるバーゼルⅡ対応のマスター
プランの作成
・個別ワーキンググループによる自己資本比率算出態勢
構築（データ整備、システム構築）とリスク管理態勢
（信用リスク、オペレーショナルリスク）の整備
・バーゼルⅡ関連ニュースの発行（制度内容、比率向上
のための考え方等）
・自己資本比率向上のための具体的施策の推進（アセッ
ト対策）
②バーゼルⅡの経営への活用

・18年4月よりバーゼルⅡ対応システム構築およびシステムデータ整備作業
を進め、8月にシステム開発は完了となりました。
・コンサルを導入して統合リスク管理態勢の整備を進めております。9月ま
でにコンサルとの協議を3回開催し、リスク量計測の高度化やリスク資本配
賦体制などを協議しました。

・自己資本比率算出体制の構築につきましては、システム開発が完了し、予定通りの進
捗です。
・統合リスク管理態勢の整備につきましては、コンサルとの協議を実施しており、18年
12月までに管理態勢の概要を固め、19年3月までに経営に活用できるよう管理態勢の構
築を進めてまいります。

鹿児島

・新BIS規制による自己資本比率算出が円滑に
行われる体制を整備　する。
・新BIS規制の第２の柱「自己資本比率運営の
ための内部統制」への対応を念頭に置いた総合
リスク管理体制を整備する。
・新BIS規制の第３の柱「情報開示」への対応
も含めたリスク情報開示のための体制を整備す
る。

・組成済みの新 BIS規制対応ワーキング・グループを中心
に、新規制における自己資本比率算出のためのシステム
を構築する
・オペレーショナル・リスク管理規程ならびにリスク資
本管理規程の策定
・開示対象リスク情報の特定とデータ作成部署決定のた
めの作業部会開催

・新BIS規制/信用リスクアセット算出システム要求仕様書完成。システム開
発ベンダー決定(17年9月)
・信用リスクアセット算出システムの要件定義作業終了 (17年12月)
・同システムの基本設計作業着手 (18年1月)
・全体利益計画と総合リスク管理との関連について本部各部への説明会実
施。ストレス・テスト手法見直し (17年9月)
・「リスク資本管理規程」及び「 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ﾘｽｸ管理規程」策定
・18年度より中計・短計ベースで収益計画に整合的なリスク資本　　計画作
成およびﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ開始

・18年9月まではほぼ計画通り進捗
・信用リスクアセット算出システムは10月からの総合テストを経て、翌1月からの稼動
を目指す
・19年3月までに、第２の柱・第３の柱への対応についての機関　　　決定も含めた方
針の策定が課題

佐賀
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(2) 収益管理態勢の整備と収益力の向上
銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

みちのく

信用格付モデルの精度検証、審査基準の見直し
等を継続的に実施するとともに、リスクに見
合った金利設定が実施できる体制、システム構
築を目指し、収益管理態勢の整備と収益力の向
上に資する取り組みを行う。

・信用リスクデータの蓄積、地域・業種特性を反映した
当行独自の信用リスクデータの蓄積、信用格付制度の整
備
・個社毎の経費額の算定
・信用格付モデルの再構築
・金利設定のための内部基準の整備
・利便性向上に向けた、商品全般の見直し

・与信ポートフォリオ分析を行う環境が構築された。
・リスクに見合う金利設定の運用基準策定のため、信用格付モデル再構築の
必要性を検討し、１８年度中の開発に向け態勢を整備、信用リスク定量化分
析の高度化目指す。
・１８年下期から外部コンサルを活用して信用格付制度再構築の取組みを決
定。信用格付モデルの見直しとリスクに見合う金利設定の運用基準策定に着
手

・将来のリスクを客観的に計測、計測されたリスク量を継続的にモニターし、そのリス
クをコントロールする信用リスク管理態勢の実現に向け、外部コンサルを活用して信用
格付制度全般の再構築に着手した。
・１８年下期は、審査部内に信用リスク管理専担者を配置し、収益力強化に向け信用リ
スク管理態勢を確立する。

東北

・収益管理態勢を整備し収益指標の精度を高め
ることで、必要なリスクテイクを行い、収益性
や効率性の向上に取組む。
・業績評価の再構築により、収益やリスク等を
意識した業務体制の構築に取組む。

○　地域において必要なリスクをとりつつ、それに見
合った金利設定を行っていくための態勢整備
・収益管理システムの導入により収益指標の精度を高め
る。
・プライシングガイドラインとの整合性を確立した収益
管理システムの運営を図る。
・リスク調整後の収益指標を活用した業績評価を構築す
る。
・定期的に収益管理態勢の検証と見直しを行う。
・総合的な収益管理態勢を踏まえ、原価計算（システ
ム）の導入について検討する。

・収益管理態勢の整備に向け、収益管理システムを構築し、平成17年10月よ
り稼働を開始した。開始当初は、新しい収益管理手法の定着に向け、行内研
修と新手法による予算実績管理の試験運用を行った。
・試験運用結果を踏まえ、収益管理システムの各収益指標等について検証
し、平成18年4月より、新手法による収益管理を実施した。また同時に、リ
スク調整後の収益指標を活用した業績評価を実施した。

収益管理システムの本格稼働により、新手法による収益管理の導入と、リスク調整後の
収益指標を活用した業績評価を実施することができた。今後は、新しい収益管理手法の
定着を図り、各自が収益やリスク等を意識した業務運営が行えるよう取り組む必要があ
ると捉える。また、総合的な収益管理態勢も踏まえ、原価計算（システム）の導入につ
いて早期に検討していく必要があると捉える。

山形

１．収益管理態勢を整備・高度化し、収益力強
化に向けた業績評価制度を再構築する。
２．リスクとリターンの関係を踏まえながら、
適正なリスクテイクと、リスクに見合った金利
の確保を目指す。
３．債務者区分と整合的な内部格付制度の定着
を図る。

１．収益管理制度の整備・高度化を図るとともに、業績
評価制度の見直しを行う。
２．融資支援システム（17年4月導入）による、信用格付
の早期定着を図る。
３．さらなる精度向上を目指し、信用格付の検証方法を
検討する。
４．信用格付に応じた金利適用に向け、信用リスクと格
付・金利の整合性について検証する。
５．「信用リスク情報統合システム」のデータ蓄積を行
う。

１．融資支援システム導入後の信用格付早期定着に向け、17年4月に「全店
融資課長説明会（2回）」を実施した。さらに、「地区別勉強会」（24会
場・参加59ヵ店）を開催し、直接営業店への指導も行った。
２．「信用リスク情報統合システム」のデータ蓄積は18年6月分まで完了し
た。
３．融資構造分析における格付毎の金利体系の検証は、18年3月分まで完了
した。（期末月に6カ月毎実施）
４．スプレッドバンキングに基づく新しい収益管理制度の定着を図るため、
研修、ニュース等を通じ収益管理の仕組み・手法の営業店周知を行った。
５．店別採算管理、業績評価制度の見直しを実施し、収益をより重視した業
績評価制度を導入した。（18年4月～）

１．融資支援システムによる信用格付の更なる精度向上のため、18年10月より信用格付
（店長権限分）のモニタリングを実施する。（モニタリング対象店24カ店）
２．「信用リスク情報統合システム」の活用方法として、与信ポートフォリオ管理およ
びストレステストの実施を検討する。
３．収益管理制度については、引き続き営業店の理解、活用向上を図る。また、経費や
信用コストの考え方を整理し、これらを加味した業績評価制度のレベルアップに継続的
に取り組む。

東邦

○新収益管理システムの活用による収益管理意
識の醸成と経営資源の適正配分に向けた体制整
備を図る。
○収益状況やマーケット分析等を通じた店舗施
策の展開。
○適正プライシングの基礎となる行内信用格付
制度の再構築をするとともに、自己査定格付シ
ステムの導入により信用リスク管理の高度化を
行う。
○信用リスクに応じた適正収益確保のためプラ
イシングガイドラインを策定し、貸出金利体系
を再構築する。

○行内信用格付制度の運用を開始するとともに、信用リ
スクに応じたプライシングガイドラインを策定し、信用
リスクを適切に反映した金利体系を構築する。
○また、合わせて自己査定格付システムの稼動を開始さ
せ、行内信用格付制度と整合的な自己査定債務者区分と
することで信用リスク管理の高度化を図っていく。
○信用リスクデータ蓄積の観点から地銀協ＣＲＩＴＳを
活用し信用リスクデータベースを整備し、信用リスク管
理に活用していく。

○地銀協ＣＲＩＴＳの利用とプライシングガイドラインの策定
・十分に信用リスクを反映した金利体系とする為、地銀協ＣＲＩＴＳにより
算出したＰＤを「ガイドライン金利＝調達金利＋貸出金経費率＋信用コスト
率＋資本コスト率＋目標収益率」とするプライシングガイドラインを策定
し、平成１７年１１月より運用を開始した。
○自己査定・格付システムの導入
・随時査定による信用リスク管理の高度化および自己査定事務の効率化等を
目的として自己査定・格付システムの導入を行い、平成１７年１１月より運
用を開始した。

○新原価システムの安定稼働に向けた運用を行っていくほか、新システムのデータに基
づき、多面的な収益分析を実施していく。
○行内信用格付制度および自己査定・格付システムの運用の精度を高めるとともに、プ
ライシングガイドラインを定着させ、適正収益の確保に向けた取り組みを行っていく。
○幅広い人材の展開、店舗施策については、中期経営計画に取り込んでいる事から、同
計画に沿った対応を実施していく。

○管理会計の整備及びこれを活用した業績評価
の結果に基づく業務の再構築
・部門別損益管理の導入に向けての検討を進め
る。
・スプレッド・バンキング方式の採用

・次の部門別管理ができるよう検討を進める。
　①国内営業店部門　②市場資金部門　③国際部門　④
投資有価証券部門　⑤自己資本部門
・採算管理にかかるシステムは、「じゅうだん会共同版
システム」へ移行する。
　それにより、店別・個社別管理はスプレッド・バンキ
ング方式を採用する。

・総合採算管理システムを含めた「じゅうだん会共同版システム」へ移行す
るための検討及び移行作業に着手した。
・１８年６月の取締役会にて「じゅうだん会共同版システム」へ２０年１月
（予定）に移行することを決定した。
・１８年７月～ ９月に要件定義工程を実施した。

・「じゅうだん会共同版システム」への移行作業は、要件定義工程を実施し、１８年１
０月より設計工程に入る。
・総合採算管理システムの活用等の為に、別途に検討チームを編成して有効活用を図る
ことになる。

○信用リスクデータの蓄積、金利設定のための
内部基準の整備等
・債務者区分と整合的な内部格付制度の構築を
はじめ、地域において必要なリスクをとりつ
つ、それに見合った金利設定を行っていくため
の内部基準の整備を実施していく。

・「格付・自己査定システム」の導入
・通年自己査定体制への移行、定着、による精緻な信用
リスクデータの蓄積・整備
・信用リスクデータを活用した適正金利設定の内部基準
の導入

・「格付・自己査定システム」を平成１８年９月全店稼動し、通年自己査定
体制に移行する。
・内部格付制度の改正を実施した。
・信用リスクデータの整備・精緻化を継続実施した。

「格付・自己査定システム」構築の作業を計画どおり実施する。
・信用リスクデータの整備、内部格付制度の高度化により、金利設定のための内部基準
の整備を実施していく。

足利

(1)管理会計の向上
(2)信用格付制度の精緻化
(3)金利設定のための内部基準の精緻化

(1) 収益管理システム導入の検討
　採算性の把握とともに適切な業績評価を実施し、収益
力向上に向けた業務再構築を図るため、収益管理システ
ム・原価計算システム等の更改・導入を検討する。
(2)信用格付制度の検証・精緻化
　格付別の信用コストを半期毎に検証し、その結果を踏
まえ信用格付制度の見直しを実施し更なる精緻化を図
る。
(3)貸出金ガイドライン金利の精緻化
　平成16年10月に信用コスト等の構成要素を精緻化し大
幅改定を実施したが、今後、半期毎に検証し採算金利の
更なる精緻化と機動的な金利決定を行い安定的な収益の
確保を図る。

(1)収益管理システム導入の検討
・次期システムベンダー選定、業務要件定義実施。
(2)信用格付制度の検証・精緻化
・従来の最上位格付よりも上位の格付区分（0格）を新設。
・信用格付制度改定。
(3)貸出金ガイドライン金利の精緻化
・半期毎の定例見直しを実施。ガイドライン金利の精緻化を図る。

概ね予定どおり進捗している。今後の課題は以下のとおり。
(1)収益管理システム導入の検討
収益管理システムの必要となる要件を確定する。
原価計算システム（ＡＢＣ）の要件検討開始。
(2)信用格付制度の検証・精緻化
格付別の信用コストを半期毎に検証し、その結果を踏まえ信用格付制度の見直しを行い
更なる精緻化を図る。
(3)貸出金ガイドライン金利の精緻化

関東つくば
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

第四

①ＲＡＣＡＲによる収益管理の定着と活用を図
り、併せて金利設定における内部基準の一層の
整備を進める
②また、信用コストの算定元となる格付制度の
高度化及び信用リスクデｰタ計測手法の高度化
を目指す

①ＲＡＣＡＲによる収益管理の定着と施策への活用
ｱ．営業店収益管理の高度化
ｲ．主要法人先に対する個社別収益管理の実施
ｳ．長期経営計画の施策へのＲＡＣＡＲ分析結果の反映
②信用リスクデｰタの蓄積及び格付制度の高度化
ｱ．新ＢＩＳ規制の対応を視野に入れたデフォルト率計測
手法の高度化
ｲ．地方銀行協会「ＣＲＩＴＳ」を活用したリスク管理手
法の整備
ｳ．格付精度（格付スコアリングモデルのデフォルト判別
力等）の検証手法の構築と検証実施
ｴ．新ＢＩＳ規制の内部格付制度の要件充足に向けた格付
制度の整備
③金利設定のための内部基準を整備
ｱ．市場性貸出（スプレッド貸出、スワップ貸出）金利の
基準見直し及び長期固定貸出金利の基準策定

①ＲＡＣＡＲによる収益管理の定着と施策への活用
・16・17年度の収益状況を分析し、収益向上策の策定や、営業店業績評価制
度の見直し、営業活動の成果検証などに活用
・啓蒙ビデオの作成や階層別研修での講義を通じ、ＲＡＣＡＲの定着と浸透
に向けた活動を実施
②信用リスクデータの蓄積及び格付制度の高度化
・信用リスクデータの蓄積の一つとして、地銀協｢ＣＲＩＴＳ｣での過去デー
タ蓄積の開始・継続と、信用リスク量の計測を実施
・格付精度の検証として｢デフォルト判別力分析｣を実施
・内部格付手法に関する規定類の整備を進めたほか、当局事前ヒアリング結
果等も踏まえた内部格付制度の再構築に着手
③金利設定のための内部基準を整備
・市場性貸出金利の設定基準の見直し及び長期固定貸出金利の設定基準を策
定し、運用開始
・支払承諾(一般)の保証料率基準を改定
・「ゼロ金利政策」の解除等を踏まえ、短期プライムレートを改定

①ＲＡＣＡＲによる収益管理の定着と施策への活用
・県内中核企業の成功事例の検証
・個社別収益管理の強化とＲＡＣＡＲのデータの活用
・収益状況分析の実施･提言…経営戦略にＲＡＣＡＲ分析結果を反映
②信用リスクデータの蓄積及び格付制度の高度化
・地銀協「ＣＲＩＴＳ」を活用した信用リスク量の計測及び分析は定着。18年度下期か
らは信用リスク量の計測結果を「リスク資本配賦」の試行に活用予定
・事前ヒアリング等を踏まえ、内部格付手法の最低要件を充足する内部格付制度の整
備。また、内部管理基準の見直しを実施予定
③金利設定のための内部基準を整備
・市場性貸出金利の設定基準の見直し及び長期固定貸出金利の設定基準の運用を開始
し、一定の効果は見られるが、低スプレッド融資については対応方針の検討を継続

北越

・ これまで積み上げてきた収益管理手法をさら
に高め、収益力の強化へ繋げる。
・ より収益に重点を置いた業績評価制度へ改
正、結果を経営戦略に反映。
・ 信用リスク管理の高度化を図り収益力向上に
活用。
・ コスト・リターン管理の徹底により組織・店
舗・業務の効率化を図る。
・ 【目標】　当期純利益　１７年度３５億円、
１８年度４５億円

・ 収益管理の強化(業務部門別、業態別及び地域別収益管
理の実施)
・ 業績評価制度の改正(『収益重視』を鮮明にした業績評
価制度の改正)
・ 信用リスク管理体制高度化による収益力強化
新しい自己資本比率規制に対応した内部格付制度の構
築。
与信ポートフォリオ全体を見渡した融資戦略の立案、実
践。
見直し後のガイドライン金利に基づく法人貸出金利改善
運動実施。
・ 組織・店舗・業務の効率化

・ 営業店別、地域別収益状況表の作成。
・ 業績評価制度は「収益増加」に強力に取り組むため業務粗利益の増加に的
を絞り一部改正、部門別収益を業務粗利益に一本化。
・ 外部コンサルを導入し、信用リスク管理高度化に向け準備。
・ 本部機構を改正し、本部渉外機能強化、融資審査部門を再編。
・ 当期純利益については、17年度目標35億円に対し42億円、18年度上期は目
標25億円に対し28億円と目標を上回った。

・ 信用リスク管理では内部格付制度の見直し、信用リスク量の計測及びデータの蓄積に
ついて検討を進めた。
・ 営業部エリア、五泉エリアの２エリアの拡大、上越ローンプラザの開設、顧客志向型
店舗への改装など営業ネットワーク体制の再構築を推進。

山梨中央

１．当行の経営資源を傾斜配分することによ
り、「選択と集中」を実践し、業務の再構築を
図っていくために、様々な角度から採算性の評
価を行い、経営判断資料として提供していく。
２．格付と自己査定の整合性を確保するととも
に、信用リスクを評価するためのデータ整備を
図る。
３．個社別採算管理の強化を図るためにも、信
用リスク評価に基づく金利体系について、なお
一層の定着と推進を図る。

１．多角的な採算性評価による経営管理資料の提供
２．「格付・自己査定システム」の構築により、ローン
レビュー態勢の強化、格付手法の高度化、信用リスク
データベースの充実に取組む。
３．ガイドライン金利のデータベース化と取引先への提
案ツールの充実に取組むことにより、個社別採算管理を
強化する。

１．当行の運用資産の構成状況につき、同規模他行に対しアンケートを実施
し、当行の収益体質について検証した。
２．ゼロ金利政策解除に伴う中期損益シミュレーションの内容につきＡＬＭ
委員会へ報告し、当行収益に与える影響および以後の預貸金レート運営に関
し検討した。
３．17年度上半期より部門別損益・マーケット別損益の結果についてＡＬＭ
委員会に報告した。
４．「格付・自己査定システム」の開発を継続した。
５．ガイドライン金利をデータベース化し、融資関係帳票への表示を開始し
た。
６．取引先への提案ツールについて２ｶ店で試行活用を開始した。

１．当初予定したマーケット別の損益については１７年度上半期実績より試算を開始し
た。今後は、多面的な採算性評価方法の高度化に取組む一方で、リスク管理指標との対
比について研究を継続していく。
２．「企業カルテ」は、提案ツールとしての利便性を向上させるため、融資支援システ
ムへ組み込んでいく。
３．本部集計が可能となったガイドライン金利情報については、本部における集中管理
と営業店へのデータ還元態勢を更に構築していく。

○収益管理態勢の整備
・収益管理態勢を整備し、リスク・リターンに
基づいた経営戦略策定に取組む。

・統合リスク管理の高度化に取組む。 ・統合リスク管理の対象資産・負債を見直し、時価のない ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ｴｸｲ
ﾃｨ・ﾌｧﾝﾄﾞ 、預金金利リスクを統合ﾘｽｸ管理の枠組みに組み入れた
・16年度上・下の部門別 ROEの実績値を試算し、17年度下期部門別ROEの期待
値を試行的に設定
・リスク量・部門別 ROEに基づくリスク・リターン方針を決定し、新たな統
合リスク管理・収益管理の枠組に基づき18年度上期資本配賦を実施
・18年度経営計画に基づき部門別に資本配賦を行い、18年度上期の配賦資本
に対する部門別ROEを設定

・18年度上期部門別 ROEについて18年4月以降月次管理実施。各部門とも目標値を上回っ
て推移。18年度下期は部門別の目標業務純益ＲＡＲＯＣにて実績管理し、収益管理態勢
の定着化を図る
・各採算システムおよび原価計算システムの稼動によるリターン把握・分析力の向上に
より、19年度以降、リスク・リターンに基づいた経営戦略策定に取組む。

○リスクに見合う金利設定を行っていくための
態勢整備
・信用リスクデータに基づく格付別目標金利の
設定により、リスクに見合った貸出金利体系の
構築と収益の向上を図る。
・営業店収益管理制度を整備、見直しすること
により、収益管理態勢の一層の高度化を図る。

・毎期「貸出金利適用方針」を策定、方針に沿ったプラ
イシング交渉の実施によりお客様の理解促進を図る。
・収益管理態勢の整備、営業店採算管理制度のレベル
アップを図る。

・プライシングワークシート作成の義務付けにより、格付に見合った個社別
金利方針策定が浸透
・格付別最低目標金利を目指しプライシング交渉を実施するとともに、利回
り改善状況を月次チェック
・17年度下期、18年度上期、下期貸出金利方針および営業店スプレッドを実
態に合わせて改定

・市場金利上昇に伴う市場性貸出金の利回りが改善しているため、18年6月以降、貸出
金利回りは上昇に転じている。
・低格付先に対する最低目標金利までの引上げについては、大口先を中心に進捗状況は
芳しくない。
・18年度下期は短プラ改定に伴う金利引上げを金利適正化を目的としたプライシング交
渉よりも優先して行っていく。また、短期貸出金利回りの状況について、月次進捗
チェックを実施する。
・毎期市場金利実勢、取引先状況に合わせた貸出金利適用方針、営業店スプレッドを設
定する。

北國

地域密着型金融の機能強化に向けた土台を強固
なものとするため、地域において必要なリスク
をとりつつ、それに見合った金利設定を行って
いくための体制整備など、収益管理態勢の整備
と収益力の向上に向けた取組みを推進する。

○ 収益管理態勢の整備と収益力の向上のための取組み
・ 管理会計の整備及びこれを活用した業績評価の結果に
基づく業務の再構築
・ 信用リスクデータの蓄積
・ 金利設定のための内部基準の整備等

○ 収益管理態勢の整備と収益力の向上のための取組み
・ 業績査定における収益目標達成率評価重視によるインセンティブの付与
・ より精緻な信用リスク管理態勢の構築のための信用リスクデータ蓄積の
対象範囲拡大
・ CRITS のデータ蓄積によるデフォルト率への活用

営業店における収益管理態勢については、収益管理データの一層の有効活用が課題であ
り、帳票等の改定により、個社別採算管理の徹底等を推進してまいります。
信用リスクデータ蓄積に関しては、新ＢＩＳ規制の対応とともに計画的に進めていま
す。
新指標金利については、貸出条件緩和債権の判定に使用する基準金利改定との整合性を
考慮して、検討を継続しています。

八十二
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

スルガ

１．プライシングガイドレートの適切な運用
２．地域密着型金融の実施において、適正な対
価負担を求めつつ、付加価値の高いサービスを
提供するビジネスモデルを展開
（１）本拠地である静岡県ならびに神奈川県、
東京都を中心にリテールバンキングを主体にお
いた首都圏、日本の市場全体をカバーする ダ
イレクトバンク の３エリアを主な市場として
展開
（２）主たるビジネスモデルである住宅ローン
事業をさらに伸ばしていくとともに、フリー
ローン事業、クレジットカード事業、資産運用
サポート事業、スモール・ミドル法人事業を含
め５つのコア事業を重点的に展開

１．収益管理態勢の整備
（１）信用リスクデータの蓄積
（２）格付自己査定システムによる債務者モニタリング
の実施
（３）ＣＲＩＴＳ稼動により、ＲＡＲＯＡベースでの収
益性の把握    ２．プライシングガイドレートの見直し
３． ５つのコア事業の重点的な展開による収益力の向上

１．債務者モニタリングによる随時査定ならびに新債務者格付体制を整備し
稼動。債務者モニタリング精度の向上のため、チュ－ニング等リニューアル
に着手
２．日本リスク・データ・バンク（ＲＤＢ社）ならびに地銀協（ＣＲＩＴ
Ｓ）へ信用リスクデータを蓄積
３．プライシングガイドレートの見直しに着手。試行的に営業推進上の参考
値として営業店に提示
４．コア事業である個人ローンならびに個人預り資産の増強により収益力を
向上

１．ＣＲＩＴＳ（地銀協）とＲＤＢ社（日本リスク・データ・バンク）の信用リスク
データの蓄積の継続的実施
２．ＬＥＡＤＳの稼動による回収実績データの蓄積
３．ポートフォリオ管理体制を高度化するため、ＣＲＩＴＳ、ＣＲＡＳ、ＰＡＳ、ＬＥ
ＡＤＳそれぞれの信用リスク管理データのシステムの連携を強化

清水

・ ＡＢＣ原価計算導入による管理会計の整
備。
・ 格付・自己査定業務のシステム化による業
務の標準化と厳格な実施。

・ ＡＢＣ原価計算システムを導入し、スプレッド収益と
マッチングした個社別、顧客セグメント別等の取引採算
を認識することで、収益力向上策に取り組む。
・ 格付自己査定システム導入による適時適切な融資先の
信用状態の把握と取引方針の策定。

・ ＡＢＣ原価計算システムについては、平成18年4月より本格稼働し、顧客
別取引採算の算出時に活用している。
・ 格付自己査定システムについては、平成18年2月より全面稼動開始。平成
18年4月より自己査定業務へ組入れを開始し、企業実態に則した態勢を整備
した。

・ ガイドライン金利算出に際して、 ABCコスト・信用コストをマッチングしたシステム
へ改良を行っていく。
・ 格付自己査定システムによる企業審査と営業方針の一体化を行なうことで、営業店
の機動的な対応を通じた収益力の向上を図る。

泉州

・信用リスクデータの整備
・格付制度の精緻化
・金利設定のための内部基準の整備

①地銀協ＣＲＩＴＳの有効活用などにより、信用リスク
データの蓄積・整備
②格付制度の改訂により、信用格付判定の精緻化
③格付別適正貸出金利制度の継続実施

①地銀協ＣＲＩＴＳの有効活用
・信用Varの精緻化、四半期末毎のデータ蓄積、格付制度見直しにおける検
証、制度見直し後の格付別デフォルト率の設定
・格付制度見直し後の格付制度運用状況の検証への活用
②バーゼルⅡの基礎的内部格付手法に向けて格付制度を改定し、運用を開始
するとともに、関連システムをバージョンアップ。また、格付対象先を拡
大。
③格付別適正貸出金利制度を継続的に運用

〔分析・評価〕
・ＣＲＩＴＳのデータベースに四半期毎のデータを定期的に蓄積、格付制度見直しのた
めの検証や格付別デフォルト率設定等で活用
〔今後の課題〕
・バーゼルⅡの「基礎的内部格付手法」への対応を進める中で管理会計の整備について
も合わせて実施
・信用Varの精緻化、格付別適正貸出金利の算出等、ＣＲＩＴＳの更なる有効活用

但馬

債務者区分と整合的な内部格付をもとに、内部
格付区分ごとの信用コストを反映した収益管理
態勢の整備を進める。

「信用リスク情報統合システム」を活用して、信用リス
クデータの蓄積とデータベースの構築を行い、内部格付
区分ごとの信用コストを算出することにより、適正貸出
金利の設定基準を整備し、収益力の向上に努める。

信用リスクデータの蓄積を行った。 内部格付区分ごとの信用コスト算出のための最低限の信用リスクデータは蓄積できた。
「信用リスク情報統合システム」のデータベースを活用して、適正貸出金利の設定基準
を整備し、収益力の向上に努める。

鳥取

・信用リスクデータ（デフォルト率等）の更な
る蓄積・検証を行い、内部格付に基づくガイド
ライン金利の精度向上を図る。
・取引先別採算管理の高度化により取引先の総
合的な採算を把握し、収益力強化に向けた取組
みを推進する。

・信用リスクデータの継続的な蓄積と分析・検証の実
施。
・取引先別採算管理帳票の高度化と貸出取組シミュレー
ション機能の充実を図る。

・直近デフォルト率を集計検証、経費率の見直しを行い、17年9月及び18年9
月にガイドライン金利の見直しを実施。
・取引先別役務収益の精緻化を実施（未反映手数料の採算管理帳票への反
映）。
・顧客情報システム（ＴＣＩ）に法人取引先の取引先別採算管理機能を追加
したことで、取引先の総合採算、単体採算、職域取引等の把握が可能となっ
た。
・取引先別採算管理シミュレーション機能の見直しを実施。

・計画通り直近デフォルト率実績の集計検証とガイドライン金利の見直しを18年9月に
実施。今後についても、同様に実施していく。
・取引先別採算管理を充実させるため、顧客情報システム（ＴＣＩ）へ法人取引先の取
引先別採算管理機能を追加したことに加え、採算管理マニュアルの作成、取引先別採算
管理シミュレーションの機能充実をスケジュールどおり実施した。今後は取引先別採算
管理の一層の行内浸透・定着を図っていく。

山陰合同

・信用コスト、経費の更なる精緻化を図るとと
もに、リスク対比での収益を軸とした評価手法
を導入し、業務再構築による収益力の向上を図
る方針

・評価指標の見直しによる内部格付制度の精緻化
・システム導入による内部信用リスクデータ蓄積（バー
ゼルⅡ対応）
・経費における配賦手法の見直しによる精緻化
・信用コスト・経費に見合った金利設定のための内部基
準の精緻化
・管理会計制度の高度化による部門別収益管理体制の確
立
・リスク（使用資本）を考慮したリターン指標導入によ
り業務再構築を行い収益向上を図る

・内部格付制度精緻化のために格付モデルの検証を実施
・信用リスクデータ蓄積（バーゼルⅡ対応）のシステム導入のための要件定
義を完了し、システムの設計・開発を完了
・資本コストを考慮したリターン指標を参考値として導入
・収益管理システムの機器更改・機能追加により、営業店収益管理に信用コ
ストを反映する対応を実施し、信用コスト・経費に見合った金利設定のため
のインフラを整備
・経費配賦手法の一部見直しを実施

・収益管理システムの更改による追加機能の稼動開始により、営業店カルテを変更、営
業店収益管理の高度化を図る
・管理会計の高度化による部門別収益管理の整備
・リスク・リターン指標の活用実践

広島

○営業店の収益改善努力が銀行全体の収益向上
につながるよう、収益管理を高度化する。
○新貸出基準金利の早期定着化、個社別採算管
理制度の高度化等により、各種リスクに見合っ
た適正な金利設定をすすめるとともに、デフォ
ルト率の変更・基準金利の定着化状況等を踏ま
え、適宜、貸出基準金利等の見直しを実施し、
一層の体制強化を図る。

○新収益管理システムの導入による営業戦略を織り込ん
だ予算策定、及び、より精緻な実績把握の実施
○新貸出基準金利の早期定着化、及びRAROAを活用した個
社別採算管理制度の高度化等による各種リスクに見合っ
た適正な金利設定
○直近のデフォルト率・経費率等に基づく貸出基準金利
の定期的見直し（原則：年1回）

○新収益管理システム稼働に向け、以下の要件定義・システム構築を実施
・実績管理：明細単位のデータ保有により、多面的分析（顧客属性、業種別
等）を可能とするシステム構築
・予算策定：売上高・業種別等のセグメント別のシミュレーションを可能と
するシステム構築
○本番稼動(18年10月)に向け、以下の対応を実施。
・実績管理：データ検証による計数の精緻化を図り、営業店の収益管理に使
用する帳票を作成、収益管理マニュアルを作成。
・予算策定：全行・店別予算の試行策定を実施

○新収益管理システム導入については、本番稼動（18年10月）に向けたシステム構築は
予定通り完了。
○導入後は、実績データを多面的に分析し、データの精緻化・高度化を図る中で、営業
戦略面における活用を図っていく方針。
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

佐賀

○信用リスクデータ等を蓄積し更に精緻化を目
指した「新金利ガイドライン」の定着及び運用
強化、また収益管理制度並びに営業店総合表彰
の見直しとの連繋等により収益力の向上を図
る。
○管理会計手法の向上を図ることで、より客観
的基準を持ち、当行のビジネスモデル構築のた
めの糧とする。

○信用リスク関連データの蓄積
○適用金利の業績評価への反映
○平成18年度上期に本支店制度を見直し、スプレッドバ
ンキングを導入
○経費についてはセグメント別分析等を目的に、ＡＢＣ
原価計算試行機能システムを導入
○平成17年度上期に「収益管理システム」の導入構築
○平成18年度上期に「収益管理システム」を活用した、
収益・コスト・セグメント別分析等の実施及び経営情報
として報告
○平成18年度上期より収益管理制度に基づく営業店総合
表彰運用開始

○信用リスク関連データを引き続き蓄積した。特に地銀協デフォルトデータ
は新ＢＩＳ対応の「信用リスク情報統合システム」（ＣＲＩＴＳ）よりデー
タ取得を継続した。
○信用リスク計量化後の信用コスト等を反映した「新金利ガイドライン」の
定着・運用強化の観点から、適正金利への引上げ目標や遵守率などを業績評
価に導入した。
○収益管理システムを構築し、17年4月からのデータ蓄積を完了、18年度よ
りスプレッドバンキングを導入した。
○スプレッドバンキング導入を前提とした本支店レートの調整を実施した。
○スプレッドバンキングの導入に向けて、営業店長及び収益計画担当者へ事
前説明を実施した。
○「収益管理システム」による18年度上期の営業店収益計画を作成した。

○地銀協「信用リスク情報統合システム」（ＣＲＩＴＳ）のデフォルトデータと既往蓄
積デフォルトデータとの信用リスク分析比較が課題であるが、今後も上記データを蓄積
していく。
○新金利ガイドラインの導入に伴い、その定着及び運用強化が課題であるが、案件取組
み時等にリスクに応じた適正金利指導を行い収益力の強化を図る。
○総額法による本支店制度からスプレッドバンキングへの移行（18年4月）に伴い、こ
の制度内容の認識度の向上と制度運用による収益力の強化のための施策が今後の課題で
ある。

親和

○管理会計整備による収益力の強化
・新収益管理制度を導入し、収益管理態勢を整
備するとともに、収益力の向上に向けた取組み
を強化してまいります。
特に「RACAR」を基準とした部門別収益管理態
勢を完成させ、リスク・コスト調整後での部門
評価を実施し、営業戦略や業務再構築に活用し
てまいります。

「RACAR」指標を活用した部門別収益管理態勢の再構築
・従来の粗利益ベースでの収益管理に加え、部門別の
RACAR、RAROA等を継続的に算出し、部門別のリスク・コ
スト調整後ベースの収益性の評価ができる態勢を確立い
たします。
・新収益管理制度を業績評価、稟議制度、マーケティン
グ、商品戦略等に活用し、リスクとコストに見合った収
益の確保を推進いたします。

・収益力の向上を図るため新収益管理制度「ＲＡＣＡＲ」を導入し活用して
おります。
・17年度は、営業店収益管理と顧客別収益管理における活用の定着を図りま
した。
・18年度は、部門別に「リスク・コスト調整後収益」の拡大に向けた役割と
責任を明確にする体制を確立するため、営業部門・市場部門・ ALM部門・自
己資本部門の４つの部門によるRACARベース部門別収益態勢の整備を進めま
した。

・部門別収益管理につきましては、収益拡大に対する役割と責任を明確にした部門別収
益管理体制の確立を目指してまいります。
・統合リスク管理態勢の構築は、19年3月の整備完了に向けて進んでおり、部門別収益
や収益指標等の活用の準備をすすめてまいります。

肥後

○金利設定のための内部基準の整備等
ＲＡＲＯＡの概念を取り入れた金利ガイドライ
ンの設定、および個社別・貸出毎の採算管理を
徹底することで収益力向上に向けた貸出金利の
適正化を図る。

１．信用コストおよび経費（事務コスト）の精緻化に向
けたデータ整備を引続き行う。
２．ＲＡＲＯＡの概念に基づいた金利ガイドラインを設
定する。
３．個社別・貸出毎の採算管理意識を徹底する。

１．信用コストおよび経費の精緻化に向けたデータ整備
・ＣＲＩＴＳによる月次での信用リスク計測とその為のシステムインフラ整
備。
・ＲＡＲＯＡの算出ロジック(経費関連)の見直し。 (18年7月)
２．ＲＡＲＯＡの概念に基づいた金利ガイドライン設定の検討。
・格付に応じて各コストと期待収益を積み上げていく金利体系への改定を検
討。
３．個社別・貸出毎の採算管理意識を徹底。
・収益評価の指標としてＲＡＲＯＡの概念を導入。

１．信用コストおよび経費（事務コスト）の精緻化に向けたデータ整備を引続き行う。
・プライシング適正化のため、データ整備により信用コスト、事務
コスト算出の精緻化に注力。
２．ＲＡＲＯＡの概念に基づいた金利ガイドラインを設定する。
・新たな金利ガイドラインの策定と早期運用開始。
３．個社別・貸出毎の採算管理意識を徹底する。
・ＲＡＲＯＡ概念を取り入れた、採算管理システムの活用により個社別採算管理を徹
底。

○債務者区分と整合的な内部格付制度の構築
・KeyMan を軸として、さらなる信用リスクデー
タベースの充実を図るとともに、企業信用格付
制度の拡充により、RACAR改善に取組む。

・KeyMan データベースを活用したマス審査層与信判断モ
デルの稼動・活用（前述１ -(4)-①）
・営業戦略サポートシステム KeyManS３の活用
・新BIS規制内部格付手法に対応する企業信用格付制度の
高度化
・リテール向け与信の信用リスクデータ整備
・KeyMan の機能レベルアップ

・本部による臨店指導実施97か店（ KeyManS３活用推進を含むKeyManサポー
ト、企業審査等）
・KeyMan トレーニー7名実施。
・内部格付未整備の債務者（地公体、銀行、 B/S無の個人事業主、有価証券
のみの先等）への対応を検討中
・リテール向け与信のプール設定基準（リスクの特性に応じた分類基準）に
かかるデータ項目の定義を実施し、システム構築に着手
・現行の一般審査層向け格付モデルについて、外部コンサルティングの活用
により見直し実施

・内部格付未整備債務者への対応を引続き実施する
・一般審査層向け格付モデル見直しに伴うシステム開発、および格付制度、格付基準に
関する文書の再整備については18年度下期実施する予定
・リテール向け与信の信用リスクデータ整備については、18年度　　下期システム対応
完了予定

○営業店収益目標の基礎となる標準採算基準の
検討
・全行的な収益目標達成のために営業店が確保
すべき管理会計上の　採算基準を明確にする。

・営業店における顧客取引の標準採算基準の策定 ・標準採算基準の考え方につき本部各部への説明会実施 (17年9月)
・17年度上半期リスク・コスト調整後収益に基づく格付別採算実績を算出
し、格付別の標準スプレッドの試算実施（18年3月）
・18年度より貸出平残目標評価を廃止し、貸出金 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ収益評価へ一本
化。標準採算基準導入の前段階として、目標策定の根拠となった商品別の目
安ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞを営業店へ開示（18年4月）

・「標準採算基準とそれに基づく営業店収益目標設定」の検討を進める過程において、
現実的な運用上の課題を認識したことから、更なる検討の必要性ありと判断
・現在の基準運用の実態も踏まえつつ、標準採算基準試行時期の見直しも含めて慎重な
検討を進める方針

鹿児島
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(3) ガバナンスの強化
銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

みちのく

①財務内容の適正性の確認
東京証券取引所の適時開示規則に基づく「有価
証券報告書の適正性に関する確認書」に対する
体制強化を図ると同時に、証券取引法上の確認
書の作成に向け、特に財務報告の信頼性に重点
を置いた「財務報告に係る内部管理態勢」の構
築・整備への取組みを行う。

・情報開示委員会（仮）の設置検討
・情報開示ポリシー、情報開示規程類の整備
・内部管理態勢の枠組み、内部分掌規程等の整備
・内部管理態勢の整備状況と運用の有効性に対する評価
手法の確立（内部監査態勢の見直し）
・内部的な宣誓制度の検討　　　　　　等

　証券取引法上の確認書について、平成１８年３月期の有価証券報告書から
対応すべく内部管理態勢の枠組みを構築。平成１８年３月期より運用を開始
し、内部監査結果を受けて改善すべき点について見直しを行い、チェックリ
スト等の改定を平成１８年９月までに終了。

　これまでの確認書対応をJ-SOX対応と結びつけ、如何に確認書対応の正確度を向上さ
せるかが課題と認識している。
　９月に見直し作業が終了したことを受け、今後については早期に有価証券報告書作成
手続の制定を行う予定。

東北

○財務内容の適正性の確認
・企業内容等の開示に関する内閣府令に基づく
経営者による確認書を有価証券報告書に添付す
る為、本部各部室及び連結子会社にて、有価証
券報告書作成に関する内部統制を構築してい
く。
・経営監査部は財務報告の内部統制の有効性を
検証するため、業務のプロセス等を検証できる
仕組みの構築をする。

○財務内容の適正性の確認
・有価証券報告書作成規定、有価証券報告書に関する業
務プロセスの要素分解を、経営企画部を中心とした本部
各部室及び連結子会社で行う。
・経営監査部は、業務プロセスを確認・検証できる
チェックリストを作成し、その適正性を評価できる体制
を構築する。有価証券報告書提出に際しては財務の適正
性について本部各部室長の確認書を経営企画部長に提出
する。連結子会社社長の確認書、経営監査部の監査確認
書を頭取宛提出し内部統制を明確化する。

・フューチャーフィナンシャルストラテジーによるプレゼンテーションを行
い、各部出席し内部統制の考え方についての共有化を図り、業務プロセスの
要素分解、リスク所在の確認等について理解を深めた。
・１８年３月期の有価証券報告書に添付書類として企業内容の開示に関する
内閣府令に基づく代表者による確認書を添付した。

・経営監査部によるチェックリストによる内部監査により内部統制の仕組が構築でき
た。今後は決算業務の一部で標準化が行われていない業務について整備を行う。

山形

１．「財務報告の信頼性」に係る内部管理体制
を中心に体制整備を図る。
２．18年3月期より、証券取引法上の確認書を
作成する。

  内部管理体制を、以下の４ステップとし、整備する。
１．内部管理体制構築プロセスの検討
２．内部分掌規定等の整備
３．内部管理体制運用の有効性評価
４．内部管理体制に係る確認書の作成

１． 新日本監査法人の主催による「内部統制」に関する勉強会を2回開催
し、対応方針等を検討した。（17年9月）
２． 「有価証券報告書等に係る代表者による確認書」提出に向けた全体的
なスケジュールの確認等を行った。
３． 新日本監査法人からの「代表者確認書」提出に当たっての文書化支援
を受け、「プロセス分析表」、「チェックリスト」を作成した。
４． 「代表者確認書」提出に係る監査部門の内部監査を実施した｡（18年3
月）
５． 本部各部･関連各社でも平成18年3月期決算における「プロセス分析
表」「チェックリスト」を作成し（18年4月）、監査部門による内部監査を
実施した。（18年5月）
６． 監査部門において、内部監査報告書を作成し、代表者に提出した。そ
れに基づき、有価証券報告書に代表者確認書を添付し、提出した。（18年6
月）

１．新日本監査法人のコンサルティングに基づき、内部管理体制の統制項目や管理する
部門レベル、対象業務範囲などを検討し、業務プロセスや内部統制のあり方等を文書化
した。
２．平成18年3月期決算において、「プロセス分析表」「チェックリスト」の作成、内
部監査の実施、内部監査報告書の代表者への提出を計画どおり実施し、有価証券報告書
に代表者確認書を添付し、提出した。今後、内部統制報告書（J-SOX法）への対応準備
も含め、代表者確認書対応についての更なる体制整備を図る。

東邦

○有価証券報告書において証券取引法に基づ
く、財務報告の適正性についての経営者による
確認を平成１８年３月期より行う。
○業務プロセスの見直し、内部管理手法の高度
化を図る。
○内部監査機能の強化
○執行部門の自律的管理態勢の高度化

○財務諸表等が適正に作成されるシステムが機能してい
たことを適切に確認できる管理態勢を構築する。
○業務における潜在的なリスクの洗い出しを行い、業務
プロセスの見直し等によるリスクの制御に取り組む。
○財務内容の適正性の確認に関し内部監査機能の強化を
図る。
・制度についての理解、対応すべき課題等の検討
・基本方針の検討、策定
・監査計画、監査マニュアル等の検討、策定
・監査実施後の改善事項等フォローアップ
○内部監査機能の実効性向上に向けた組織体制の構築検
討

○確認書対応支援にかかる外部コンサルティングを導入し、平成１７年９月
期決算における確認書対応の試行を踏まえ、平成１８年３月期からの証券取
引法に基づく確認の実施に向け、財務諸表等が適正に作成される体制の整備
を行った。
○オペレーショナルリスクの一元管理および再発防止策等にかかる検討を有
効に行うため、オペレーショナルリスク管理委員会を設置し、当該リスクの
管理高度化を図った。
○他金融機関での不祥事発生の事例等を踏まえ、当行における不正リスクの
網羅的な把握を目的にリスクの洗い出し作業を行った。

○不正リスク対応については、洗い出し結果に基づき追加統制策を順次実施していく。
またオペレーショナル管理委員会にて、その進捗を管理していく。
○内部統制システム整備については、財務諸表作成にかかるプロセスだけでなく、日本
版ＳＯＸに対応した取組みを進めて行く。
○平成１８年３月決算において、正式に証券取引法上の代表者確認制度対応の監査を実
施し、監査手法の整備を行ってきたが、今後も必要とされる内部監査機能の高度化に努
めていく。

関東つくば

○財務内容の適正性の確認
・内部統制をより有効に機能させてゆくために
は、その作成プロセスでのチェック体制を強化
するとともに、これら内部統制が意図したもの
となっているかどうかを常時モニタリングし、
問題が生じた場合、適切に是正していく組織・
体制作りが必要であり重要であるので、早急に
内部統制の整備を図っていく。

・当行の組織体制を内部統制の観点から見直し、財務報
告の信頼性確保のための有効な組織の検討・整備及びこ
れらの作業と並行して、財務報告書の計数等につき作成
段階と検証段階での効率性・信頼性確保のため業務フ
ロー表等の作成

・「有価証券報告書等の適正性の確認書」の提出に伴う決算計数等の検証体
制の整備に向けて、各担当部において「業務フロー」、「ワークシート」を
作成した。

・現行の「有価証券報告書等の適正性の確認書」の提出に伴う
　体制整備については、内部監査の実施等により一定のフレームワークが整ったものと
評価されるが、一方J-SOX（金融商品取引法）導入に向けた体制整備が今後の課題と認
識している。
・検査規程を廃止し内部監査規程を制定するなど内部統制監査のフレームワーク等を作
成した。
・全行的な取組体制を整備するため、プロジェクト統括責任者、統括補助責任者、統括
補助者並びに各部担当者からなるプロジェクトチームを組成していく。また、文書化作
業は「全社(全体)統制」「業務プロセス統制」「ＩＴ全社統制・ＩＴアプリケーション
統制」に区分されるため、役割分担して対応していく。さらに、専担者の選任や、各部
署のプロジェクトチームメンバーの補充要員等に人事対応を図っていく。

足利

○ガバナンスの強化＜財務内容の適切性の確認
＞
継続開示会社に準じ、経営者が有価証券報告書
等の記載事項についての適切性を確認できる内
部管理体制を早急に構築する。

(1) 有価証券報告書等作成プロセスの分掌規定等の整備
(2) 内部監査体制の整備
※ 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」の
進捗状況に対応して、随時修正していく。

(1) 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」の進捗に合わせた態
勢整備を図る。
(2) 代表者確認書と内部統制の評価報告セミナー実施。
(3) 財務諸表作成部署において、情報収集及び財務諸表作成プロセスの整理
を実施。
(4) 18年3月期決算における、代表者が財務諸表の正確性、内部監査の有効
性について確認する態勢を構築し、確認作業を実施。
(5) 18年3月期ディスクロージャー誌へ代表者確認書掲載。

(1) 当初計画通りの進捗。
(2) 代表者が財務諸表の正確性、内部監査の有効性について確認する態勢に関する改善
事項への対応｡
(3) 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」への対応。

千葉

有価証券報告書等の添付書類である「代表者に
よる確認書」を作成するため、作成プロセス及
びチェック方法の文書化等の体制整備を順次進
めていきます。

1.有価証券報告書等作成プロセスを文書化します。
2.作成プロセス、チェック方法の妥当性について内部監
査を実施します。

1.連結子会社を含め有価証券報告書等作成プロセス、チェック方法の文書化
を実施しました。
2.作成プロセス、チェック方法について監査手法の検討を進め、内部監査を
実施しました。
3.18年3月期有価証券報告書に「代表者による確認書」を添付し提出しまし
た。
4.企業審議会公開草案の内容把握を実施し、内部統制の評価制度への対応準
備として内部統制プロジェクトチームを設置しました。

【現状分析】
18年3月期有価証券報告書に「代表者による確認書」を添付し提出するなど、当初計画
どおり進捗しています。
【評価及び今後の課題】
内部管理体制の強化を進めた結果、計画どおり、18年3月期有価証券報告書に「代表者
による確認書」を添付するなど、成果は相応のものと評価しています。今後について
は、文書化範囲及び深度の拡大を継続し、管理体制の強化を図ります。
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

第四

・企業会計審議会における検討内容を注視しつ
つ、財務報告に係る内部統制の報告書を作成す
べく内部統制の態勢整備を図る

・財務諸表に係る内部統制評価の範囲の決定並びに評価
手続きを文書化すると共に、そのための組織体制を構築
していく

・関連各部において財務諸表作成に関する報告書の作成マニュアルを作成。
財務諸表作成に係る内部監査の有効性を高める体制を構築
・財務諸表関連報告の正確性に対する報告書を関連各部・関連会社から徴求
する体制を整備
・「新・会社法」対応として「内部統制システムの構築に関する基本方針」
を策定し、18年5月取締役会で決議
・Ｊ－ＳＯＸ対応として専担者2名を配置。本部全体の認識の統一化を図る
と共に、関連部横断のプロジェクトチームを組成し、具体的準備に着手

・企業会計審議会（内部統制部会）から実務基準が公表される前ではあるが、準備期間
に限りがあることから、コンサルティングの導入を決定し、具体的に着手
・個別の文書化までは至っていないが、文書化を図る対象業務の洗出しや様式の検討等
を進め、準備作業を進めていく方針

北越

・ 財務内容の適正性の確認のため、19年3月期
より有価証券報告書にかかる証券取引法確認書
の提出を目指し、内部統制強化に向けた推進態
勢を整備。
・ 21年3月期からの内部統制報告書の提出に向
け推進態勢を整備。

・ 企業会計審議会において検討を進めている内部統制の
基本的枠組みを踏まえて、具体的な方針を決定、内部態
勢を整備。

・ 内部監査部門の設置、内部監査規程の制定
・ 内部確認書を徴求
・ 内部確認書のチェックシートの作成
・ チェックシートの内部監査体制の整備
・ 18年3月期より有価証券報告書にかかる証券取引法確認書を提出。

・ プロジェクトチームの立ち上げを期に、より具体的な対応を進める。
・ 今後の課題は
　・ 評価範囲の検討
　・ 評価手法の検討
　・ 文書化範囲の検討
　・ 内部監査の充実　　　　など

○財務内容の適正性の確認
１．財務内容の適正性の確保に向け、取組みを
強化する。
２．有価証券報告書へ証券取引法に基づく「確
認書」（以下、「証取法確認書」という）を添
付する。
３．「財務報告に係る内部統制の評価及び監査
の基準」に基づき、財務報告等に係る内部管理
態勢（内部統制）を構築する。

１．内部管理態勢構築プロセスの検討・決定
２．内部分掌規定、業務プロセス等の文書化・整備
３．内部管理態勢の整備状況と運用の有効性の評価
４．内部管理態勢に係る報告書（確認書）の作成

１．財務諸表及び有価証券報告書作成に係る各種業務マニュアルを制定・見
直しを実施した。
２．決算報告書類の提出に当たり、正確性の検証及び作成責任の明確化を図
るため「決算報告チェックシート」を制定し提出させた。
３．各部署から提出される財務諸表及び有価証券報告書作成のための基礎資
料について、当該資料の適正性を担保するため、各部室長及び関連会社社長
から内部確認書を提出させた。
４．以上の体制整備を図る中、平成１８年３月期有価証券報告書への「証取
法確認書」添付に向けて「財務内容の適正性」に係る内部監査を実施した。
５．「日本版ＳＯＸ」へ対応するための内部管理態勢構築の基本方針につい
て検討し関係部間で合意した。

１．「証取法確認書」提出に当たり、有価証券報告書を適正に作成するための所要の体
制整備は図られたものと認識している。今後は、各種業務マニュアルの適時適切な見直
し及び監査手法の一層の充実を図り、財務内容の適正性の確保を図る。
２．「日本版ＳＯＸ」へ対応するための内部管理態勢の構築に関しては、委員会を立上
げ、業務プロセス等の文書化・整備等さらに具体的な手続きに着手する。

○統制環境の整備
１．多様化・複雑化した業務を的確・迅速に処
理するため、規定・示達等の命令・伝達ルール
および意思決定プロセスを改善し、統制環境を
整備する。

１．規定・示達に関する基本規定の改定
２．規定類の整備およびわかりやすさの向上
３．職務権限規定、各種会議等の見直し

１．新たな規定・示達ルールに基づく運用を開始し、規定・示達の発刊方
法・内容等に関する指導を強化した。
２．４月から規定・示達閲覧システムを稼働させるとともに、
　各種規定のシステム登録作業を概ね完了させた。
３．行内ＬＡＮ（ノーツ）の「規定整備状況一覧」により規定類の整備状況
の進捗管理を引続き行った。
４．意思決定プロセス改善策として主要会議体の運営ルールおよび本部各部
の職務権限規定について見直し案を策定した。

１．新たな規定・示達ルールに基づく運用は１８年４月から予定通り開始し、着実に定
着化を図っている。今後、規定の改善に向けた取組みを強化していく。
２．意思決定プロセスの改善については、早期に組織決定のうえ、新たな運用開始に向
けて詳細を詰めていく。

八十二

○ガバナンスの強化　(財務内容の適正性の確
認)
経営者による有価証券報告書等における財務内
容の適正性の確認

・財務関係計数算出・報告等の業務手順書等の作成・整
備
・本部各部、連結子会社からの内部確認書の徴求
・内部監査の実施

有価証券報告書等における財務内容の適正性確認のため、段階的に対応して
いく方針とした。
・第1段階　18/3 期の有価証券報告書に証券取引法「確認書」を添付できる
態勢整備
・第２段階　企業会計審議会等の基準等への対応
17年度は、第1段階への対応を中心に、態勢整備を進めた。
・本部各部、連結子会社の業務手順書の作成
・本部各部、連結子会社からの内部確認書の徴求
・17年12月に外部コンサルを導入し、その助言に基づく本部各部、連結子会
社の業務手順書のレベルアップ並びに内部監査実施準備等
　18年上期の状況は下記のとおり。
第1段階への対応
・18/3 期決算は、第1段階対応用の外部コンサルの助言によりレベルアップ
した業務手順書による決算作業並びに内部監査を実施した。
・18/3 期有価証券報告書に証券取引法の「確認書」を添付した。
第２段階への対応
18年7月に外部コンサル導入を決定し、9月よりコンサルに沿った作業を開始
した。

　第1段階の対応は、態勢整備を進め、18/3期有価証券報告書に証券取引法の「確認
書」を添付した。
今後の第２段階の対応として、現時点では基準・実務指針等が未公表であるが、導入し
た外部コンサルの助言により、態勢整備を検討していく。

富山

○財務内容の適正性の確認
現在実施している確認手法をより高度化して財
務内容の適正性確認の精度を高めるとともに、
証券取引法での法制化のスケジュールも睨みな
がら、証券取引法が求める高度な確認ができる
ように体制整備を行う。

・ 有価証券報告書の作成手続検証ツールの作成や基礎情
報のフローチャートの作成等を通じ現在の確認手法を高
度化する。
・ 財務報告に係る内部統制の評価・監査の制度化や証券
取引法の改正の内容についての情報収集を行い、より高
度な確認を行うための実施計画を策定し、着実に実施し
ていく。

・ 「有価証券報告書作成手続検証ツール」を作成し、内容の確認、検証を
行った。
・ 「財務報告に係る内部統制に係る評価及び監査の基準」（公開草案）に
ついて、監査法人や地銀協等を通じ情報収集に努め、内容の検討を開始し
た。
・ 18年3月期有価証券報告書に確認書を添付することを前提として、財務報
告に係る内部統制の態勢整備として業務フロー表、業務手順書の作成等行っ
た

・ 財務諸表等の開示の信頼性を高めるため、内部宣誓書を制定する等財務報告に係る
内部統制について体制強化を図ることができた。
・ 今後の実施基準の公表等注視しながら、更なる規程の整備や細部に亘るリスクの洗
い出し作業等体制の整備を行っていくことが課題と考えている。

北國

（1）18年3月期より経営者が有価証券報告書等
において、財務内容の適正性について確認を行
う。
（2）本部監査部門の更なる高度化を行う。
（3）経営の監督と執行のより明確な分離を行
う。

（1）財務内容の適正性については、外部コンサルティン
グﾞ会社の評価を得た上、更なる高度化に向けて構築を実
施する。
（2）本部監査部門については外部コンサルティング会社
の評価を得た上、更なる高度化に向けて構築を実施す
る。
（3）内部管理態勢の高度化等により、経営の監督機能と
執行機能の強化を図る。

○ 財務内容の適正性の確認
・ 「有価証券報告書等作成細則」の制定
・ 有価証券報告書への「確認書」の添付
○ 本部監査部門の高度化
・ 「内部監査高度化プロジェクトチーム」の組成
・ 監査高度化指針、監査計画等の決定
・ 新監査方式による総合監査の開始
○ 内部管理態勢の高度化等
・ 内部管理態勢の高度化等、本部の機能強化を目的とした本部機構の改正
・ 執行役員制度の導入によるコ－ポレ－トガバナンスの強化

　「有価証券報告書等作成細則」については、平成18年4月以降提出する有価証券報告
書等の作成より適用し、適正性を確認してまいります。
本部監査部門の高度化については、制定した指針等に則り、実効性のある監査実施に努
めてまいります。
今後､予定している新監査方式によるフォロ－アップ監査では、さらなる監査の有効性
の向上と内在する管理リスクの低減を図ります。

山梨中央

r-ohama
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

福井

・ 財務内容の適正性の確保に向けた内部管理
体制の整備を図る

・体制整備のための情報収集と内容認識
・財務報告に係る内部管理体制整備のプロセス決定
・財務諸表作成に至る決算業務プロセスの洗出し
・有価証券報告書の記載内容を財務情報と非財務情報に
区分し、各々の管理部門、作成責任部署を決定
・財務報告資料等の作成プロセスに関する内部分掌規定
の整備
・決算データ報告プロセス、作成資料のチェック体制及
び決裁基準の文書化を実施
・管理部署において業務プロセス（作業マニュアルや
チェックリスト等）を文書化
・内部監査部門における内部管理体制の整備状況確認と
有効性評価

・ 決算業務プロセスの文書化スケジュールを決定。
・ 本部各部署及び連結子会社の経理処理規定整備及び決算業務プロセスの
文書化。
・ 営業店決算報告に係る態勢整備として、決算関係の留意点をチェックリ
スト化し正確性・網羅性の強化を実施。
・ 本部各部署、連結子会社にて文書見直し作業及び見直し後文書のシステ
ム登録作業実施。
・ 財務報告資料等の作成プロセスに関する内部分掌規定策定。

作成文書の有効性評価の実施及び改善措置
改善措置に基づくプロセス、マニュアル、チェック体制等見直し

静岡

(1)グループガバナンス強化およびグループ経
営システムを標準化
(2)平成18年3月期より、経営者が有価証券報告
書等の財務内容の適正性について確認を行い、
証券取引法に基づく｢確認書｣を添付できるよ
う、内部統制体制を整備

(1)連結経営に対応したグループ管理会計を構築するとと
もに、グループにおける内部監査機能の強化、グループ
会社を対象とした業績評価制度の整備等、連結経営管理
体制を強化
(2)グループにおける組織体制や業務プロセス、システム
インフラの標準化など、経営システムを標準化
(3)財務内容の適正性を確保するため、内部管理体制を以
下のとおり整備
・ 財務報告等作成プロセスの文書化
・ 本部･連結子会社からの内部確認書の徴求
・ 内部監査部門による財務報告等の監査の実施

(1) グループガバナンス強化を図るため、17年7月に｢グループ代表者経営連
絡会｣を設置し、事務局として、またグループ会社との組織的な連携を強化
するため、経営企画部内に「関連事業室」を設置。
(2) 月次で連結収益管理を実施、統合リスク・予算管理会議にて還元。
(3) グループ会社との｢連絡会｣を設置、頭取・副頭取によるグループ会社の
業務運営状況の確認と指導を実施。
(4) グループ会社重要規程の標準化に向け、関連規程を改定するとともに、
各社運用状況のモニタリングを月次で実施。取締役会報告の提出を受け、内
容を精査。
(5) グループ会社に対しインターネット管理システムを構築。
(6) 経営者による財務報告書の内容の適正性確認のための内部管理体制とし
て、財務報告等作成手順書・チェックリスト等を作成・整備するとともに、
監査部による有価証券報告書等の作成プロセス監査を実施。

(1) 現状の分析と評価
・グループガバナンスの強化およびグループ経営システムの標準化に向けた諸施策にス
ケジュールどおりに取組み、連結経営管理態勢を強化した。
・経営者による財務内容の適正性確認のための内部管理体制については、外部コンサル
ティングを導入し、財務報告に係る内部統制の評価および監査制度への対応をも視野に
入れた高水準の体制整備を進めており、ほぼ計画どおりに進捗した。
(2) 課題と対応方針
・引続きグループ全体のガバナンス強化、内部管理体制の有効かつ適切な運用の定着化
に取組むとともに、グループ会社を対象とした業績評価の導入について検討していく。
・財務報告に係る内部統制の評価および監査制度導入に向け、全体計画を策定し、実施
基準を踏まえ、業務プロセスの文書化等内部統制環境の整備を行なっていく。

十六

・ 財務報告に係る内部統制ｼｽﾃﾑを整備し､平成
18年3月期の有価証券報告書より､証券取引法に
基づく｢確認書｣を添付する｡

財務報告に係る内部統制ｼｽﾃﾑの確立に向けて､次の取組み
を実施する｡
・ 財務報告等作成ﾌﾟﾛｾｽの文書化｡
・ 決算関連報告部署及び連結子会社でのﾁｪｯｸ体制の整備｡
・ 内部監査部門による財務報告等の監査体制の整備｡

次の取組みを実施するなかで内部統制ｼｽﾃﾑを整備し、平成18年3月期の有価
証券報告書において「確認書」を添付して提出した。
・ 当行及び連結子会社において財務報告に係る作成 ﾌﾟﾛｾｽの文書化を推進
し、財務報告作成時におけるﾁｪｯｸ体制の強化を推進｡
・ 決算関連報告作成部署及び連結子会社による財務報告の適正性に係る部
門宣誓を実施することにより、各部門での内部統制を整備｡
所謂日本版SOX法への対応として次の取組みを実施した。
・ 内部統制に係る監査法人の ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを導入することについて機関決定
し、平成18年3月より開始。人員態勢を強化するとともに、預金業務及び決
算・報告 ﾌﾟﾛｾｽを文書化、さらに各部における業務ﾌﾟﾛｾｽの洗い出しを実施。

・ 財務報告に係る内部統制ｼｽﾃﾑの確立に向けた取組みとして掲げた、「財務報告等作成
ﾌﾟﾛｾｽの文書化」「決算関連報告部署及び連結子会社でのﾁｪｯｸ体制の整備」「内部監査
部門による財務報告等の監査体制の整備」については、概ね実施ｽｹｼﾞｭｰﾙどおり推進す
ることができた。
・ 今後は、監査法人のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの下、日本版SOX法への対応を推進することとする。

スルガ

１．内部統制システムのさらなる構築のため、
より実効性のあるコ    ーポレートガバナンス
の構築を重要課題として、「コンプライアン
ス」「ディスクロージャー」「アカウンタビリ
ティ」「リスクマネジメント」の充実によりお
客さまをはじめとするステークホルダー重視の
経営を構築
２．会計監査人の独立性を監視し、関連部署に
定例報告を求め、監査の実効性を向上

１．内部統制システムの構築
２．経営者の有価証券報告書等における財務内容の適正
性の確認実施
３．市場規律の発揮に向けた金融機関としての情報開示
４．行動規範の徹底
５．監査役は取締役の意思決定プロセスを監査

１．１７年３月期有価証券報告書の適正性に関する確認書を東京証券取引所
へ提出
２．１７年３月期有価証券報告書の作成プロセス監査を実施
３．「財務諸表の正確性、内部監査の有効性についての経営者責任の明確
化」への対応
４．「コ－ポレ－トガバナンスに関する報告書」を東証のホ－ムペ－ジに掲
載
５．社外監査役を１名追加し、監査役５名（社外３名、社内２名）体制へ強
化

１．金融商品取引法で規定される「財務報告の適正性を確保するための内部統制の構
築」義務への対応に向けて、全社的に体制整備を行う
２．内部統制システムの整備・運用状況の監査役による監査を充実
３．「監査役監査基準」制定の検討（社団法人日本監査役協会「監査役監査基準」改定
後）

三重

○財務内容の適正性の確認
・財務報告に係る内部統制体制の整備を図ると
ともに、情報開示体制の整備、内部監査体制の
構築を通じて、ディスクローズの信頼性をより
高めるための取組を行う。
・内部統制についての法制化の動向を踏まえた
内部統制評価の体制整備を図り、有価証券報告
書への「代表者による財務情報の適正性に関す
る確認書」の添付を１８年３月期から実施する
ことを目指す。

・情報開示についての文書による規定化、開示情報の事
前チェック体制の整備等の情報開示についての行内体制
の整備。
・財務情報作成手順等のマニュアル化と内部監査体制の
整備、実施。
・上記の体制整備に関する監査法人等によるコンサル
ティングの導入検討。

・財務報告に係る内部統制の構築に向け、監査法人とアドバイザリー契約を
結び、行内にプロジェクトチーム立ち上げ
・監査部内部管理監査室を内部監査部へ昇格 (18/4)
・取締役会において「内部統制基本方針」を決定（ 18/4）、「コーポレート
ガバナンスに関する報告」を公表（18/5）
・18/3 期の有価証券報告書へ「代表者による財務情報の適正性に関する確認
書」を添付（18/6）

・監査法人との打合せのうえ、内部監査の態勢整備を図り、１８年３月期から有価証券
報告書への「代表者による財務情報の適正性に関する確認書」を添付。
・金融商品取引法対応を中心に、引き続きプロジェクトチームで内部統制の態勢整備を
進める。

泉州

・１８年３月期より、経営者が有価証券報告書
等において、財務内容の適正性について、確認
を行う。（１８年３月期の有価証券報告書に確
認書を添付する。）

・現在、米国ＳＯＸ法４０４条対応として進めている財
務報告に係る内部統制評価手続の整備を１８年３月まで
に完了させる。

・ 経営企画部内に専担者を任命。
〔１７年上期〕
・監査部・関係部との連携のもと、業務プロセス等の文書化とその有効性評
価テスト（整備状況、運用状況）を実施。
〔１７年下期〕
・上期に実施した業務プロセス等の文書化と有効性評価テストの結果を踏ま
え、不備の特定と改善作業を実施し、文書化シートを修正し、米国ＳＯＸ法
４０４条対応として、１８年３月期を基準にリハーサルテストを開始。
〔１８年上期〕
・米国ＳＯＸ法４０４条対応リハーサルとして、主要業務プロセスについ
て、財務報告に係る内部統制の有効性評価及びそれに対する監査部による内
部監査を実施。その結果を代表者確認書の基礎資料の一部とした。

〔分析・評価〕
・１８年３月期を基準とした米国ＳＯＸ法４０４条対応リハーサルについては、計画通
りに実施。
〔今後の課題〕
・リハーサルを通じて発見された規定、事務マニュアル等の整備を中心とした課題事項
の改善作業を完了し、文書化を完備させる。
・日本版ＳＯＸも見据え、継続的に内部統制を評価できる体制を整備する。
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

南都

○財務内容の適正性の確認
ｏ財務報告に係る内部管理体制を整備・運用す
ることにより、有価証券報告書等において財務
内容の適正性について確認を行い、その信頼性
を確保する。

ｏ財務報告に係る内部管理体制の整備（文書化および内
部監査の実施等）に取組む。

ｏ財務報告に係る内部統制の整備を目的として、会計監査人の指導・助言の
もと、「全社レベル統制」及び「財務報告プロセス統制」の文書化を実施。
また、主要業務の一部について業務プロセスの文書化を実施。
ｏ18年6月に頭取が署名・捺印のうえ、「確認書」を有価証券報告書に添付
して当局へ提出。引続き、「財務報告に係る内部統制」の構築・推進強化に
取り組み中。

ｏ「財務報告に係る内部統制」の構築・推進強化のため、専担部署、プロジェクトチー
ムの設置に向け検討中。
ｏ制度化が決定した財務報告に係る内部統制報告書の提出に向け取組んでいく。

但馬

財務内容の適正性についての検証を強化する。 財務内容の適正性についての検証を強化するとともに、
開
示内容の充実に努める。

財務諸表等の作成については、所管部署がその業務を分担して行うととも
に、内部監査を実施して適正性に努めた。

財務内容の適正性についての検証体制をより強固なものにするため、事務分掌、検証体
制および監査体制を整備する。

鳥取

・財務内容の適正性の確保に向け、「財務報告
に係る内部統制の評価及び監査の基準」等に基
づき、内部管理体制の整備を図る。

・事務分掌規定の整備及び業務プロセスの文書化。
・内部管理体制の運用状況に関する検証・評価。
・内部管理体制の見直し等に関する検討。
・内部管理体制に係る報告書（確認書）の作成について
検討。

・「内部統制プロジェクトチーム」を立ち上げ専担者を配置。
・「財務報告プロセス」について、経営管理部検査が内部監査を実施。
・18年3月期決算を文書化した統制活動に従って実施するとともに、財務報
告の適正性と内部監査の有効性を評価し、有価証券報告書に「確認書」を添
付し提出。
・全社レベルの内部統制について、「モニタリング」についての点検実施。
・金融商品取引法で求められる「「財務報告に係る内部統制」の対象業務プ
ロセスを選定。「全社レベルの内部統制」「個別業務プロセスの内部統制」
のそれぞれにプロジェクト担当者を任命し現状分析と要改善事項の抽出を開
始。

・頭取を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、「内部統制プロジェクトチーム」
を委員会の下部組織とする、頭取直轄の整備体制とする。
・全社レベルの内部統制の文書化作業を実施する。
・文書化段階で発見された要改善事項の改善や文書化した統制活動に対する内部監査手
続を作成していくとともに、内部統制の有効性評価基準について検討する。

山陰合同

・18年３月期の有価証券報告書からの添付を目
標に、喫緊の課題として体制整備を図る

・有価証券報告書作成にかかる業務・開示プロセスを分
析し、その文書化を図る。さらに、検証のためのチェッ
クリストを作成する
・内部監査部門による検証を的確に行なうため、監査マ
ニュアルの作成により有効性を高め、検証体制を整備す
る
・文書化したルールに基づき作成されているかをチェッ
クリストで確認し、基礎データを作成した行内・グルー
プ内の責任者から「内部確認書」を代表者宛提出するよ
う求め、責任の所在を明確化する

・ 17年３月期の有価証券報告書をベースに、18年３月期の「チェックリス
ト」を事前に作成、その内容について監査法人のレビューを受ける
・ 「監査手順書」「有価証券報告書作成規程」の制定
・ 常務会・取締役会で構築した体制の概要を報告
・ 構築した体制に基づき、18年３月期の有価証券報告書に代表者確認書を
添付
・ 日本版SOXを見据えた対応の第一歩として、関連会社を含めた階層別の
「日本版SOX勉強会」を実施

・ 17年９月期半期報告書をベースに、業務フローの文書化等を進め、具体的作業のイ
メージを得た
・ そのうえで、18年３月期を想定した「チェックリスト」を事前に作成することで本
番での効率的運用を可能にした。また、その内容について監査法人のレビューを実施す
ることで、記載レベルの平準化を図った
・ 18年３月期の有価証券報告書に代表者確認書を添付。今後もさらなる体制整備に努
めるとともに、日本版SOXとの関連性を検討する

広島

○証券取引法に基づく有価証券報告書に関する
「確認書」の添付に向けた態勢を整備（平成18
年3月期目処）

○有価証券報告書にかかる作成業務のマニュアル化等、
統制に関する文書化の実施
○「内部確認書」制度の充実
○内部監査による検証制度の拡充

○総合企画部、監査部によるプロジェクトチームを組成し、有価証券報告書
の作成に関する新たな作成手順を導入するなど「確認書」添付に向けた態勢
整備を実施
○「有価証券報告書等作成規程」を制定し、チェックリストによる自己
チェック、内部確認書制度、内部監査制度を規定化

○企業会計審議会等の審議についても注視し、内部統制システムの段階的な充実に努め
ていく

百十四

・企業会計審議会の動向を注視しつつ、内部統
制の整備を行います。
・１８年３月期を目途に、有価証券報告書等に
経営者の「確認書」を添付します。

・有価証券報告書等に記載された財務内容の適正性につ
いて、経営者が確認できるよう策定プロセスの文書化を
順次進めるとともに、基礎データの検証体制の構築、内
部監査の実施等を行います。

①17年3月期の有価証券報告書、17年9月期の半期報告書、18年3月期の有価
証券報告書について以下の施策を実施しました。
・責任部署の明確化
・責任部署における「チェックリスト」による基礎データの検証体制の構築
・責任部署の責任者から頭取宛に「内部確認書」を提出
・責任部署における業務体制・業務プロセスの適切性について内部監査を実
施
②18年3月期の有価証券報告書においては、全社的内部統制文書の評価検証
の結果、問題がないことを受けて、経営者の「確認書」を添付して提出しま
した。
③財務報告に係る業務プロセスにおける内部統制をより実効性あるものとす
るため、各業務について業務プロセスの文書化作業を開始しました。

・当初計画どおり進捗しております。
・主要な業務プロセスの文書化については、19年3月末の完了をめざして進めます。

佐賀

財務内容の適正性の確認
以下の項目を各部門が遵守するとともに、経営
者による監視態勢を強化する。
○17年6月の「有価証券報告書の適正性に関す
る確認書」に記載した適正とする確認･検証態
勢の3根拠の実効性向上を図る。
・業務分担及び責任部門を明確化し、各責任部
門における適切な業務態勢を構築する。
・重要な経営情報を取締役会へ適切に附議・報
告する。
・会計監査人による重要な指摘事項の有無を確
認する。
○「内部監査部門」の検証態勢への組込みを行
う。

○財務情報のエビデンス、責任の所在、及び各部署間の
相互チェックの厳格化及び明確化
○重要な経営情報について、取締役会、常務会、経営会
議等への附議等
○会計監査法人による監査意見を反映した有価証券報告
書作成
○財務情報に係る内部監査部門の選定、マニュアル化
○「内部監査部門の検証」を中心に、有価証券報告書の
適正性に資する記述の充実、実効性の向上

○有価証券報告書に関し、現状の「東証あて確認書」を前提にした内容充実
ではなく、早急に(内閣府令に基づく)金融庁あて確認書の提出を目指すこと
とし、コンサルティング会社の利用を決定した。17年12月提出の半期報告書
は従来どおり「東証あて確認書」のみ提出した。
○18年3月期より金融庁あて確認書を提出すべく、財務情報のエビデンス、
責任の所在、及び内部監査部門のありかたについてコンサルタントの助言を
軸に検討、準備作業を行った。
○18年3月期有価証券報告書について金融庁あて確認書を提出した。関係部
署によるチェックリストに基づく検証を行い、及びそれが有効に機能してい
たことを内部監査により担保している。

○コンサルタントを導入し、「財務報告に係る内部統制」構築の第1フェーズとして、
「有価証券報告書の確認書」の対応作業を行い、予定通り確認書の提出を行った。
その際、「内部監査部門」の検証についても監査部により実施の上、確認書に記載し
た。
○今後「財務報告に係る内部統制」の第2フェーズとして、引き続きコンサルタントの
助言のもと、構築作業を進めていく。

鹿児島

・財務報告にかかる内部統制、特に有価証券報
告書作成プロセスに関する整備に向けた取組み
の強化を図る。

・証券取引法に基づく確認書の添付に向けての体制整備
・企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部
統制の評価  及び監査の基準」（公開草案）に基づく財
務報告に係る内部統制の整備検討（適時開示体制の整
備、開示統制の重点評価・整備、行内・グループ内での
確認制度確立、内部監査体制整備等）

・財務報告に係る内部統制構築の専門家である監査法人による行内向けの説
明会を開催（17年7月）
・監査法人によるコンサルティングを導入し、証券取引法に基づく確認書添
付に向けた全行的な取組み体制の整備に着手（17年11月）
・監査法人のコンサルティングに基づき、18年3月期の有価証券報告書に
「確認書」添付（18年6月）
・財務報告に係る内部統制についても、監査法人のコンサルティングを導入
し、全行的に取り組んでいくことを決定（18年9月）

・証券取引法に基づく確認書添付に向けて、一定レベルの体制整備は終了
・今後も引続き、「財務報告に係る内部統制」体制の整備に向けて取り組んでいく
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(4) 法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化
銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
営業店における不祥事件等の発生の未然防止を図る
ため、法令等遵守状況の点検の強化、また、実効性
を高めるための教育の実施等、法令等遵守態勢をさ
らに強化する。

　監査部署の営業店臨店時に、コンプライアンス・チェックリ
ストの点検や法令等遵守に対するヒアリングを厳格に行うこと
で、営業店の法令等遵守状況の点検強化を図る。
　また、全店に配置しているコンプライアンス責任者及び管理
者に対する研修等や、本部担当部署の臨店により、営業店にお
ける法令等遵守のための更なる強力な意識付けを行う。

　コンプライアンス責任者及び同管理者を全部室店に配置し、内部管理態勢の強化
を図った。
　また、コンプライアンス点検制度に基づく営業店臨店指導も一巡し、不芳店を優
先に二巡目を実施している。

・具体的な点検を伴う「点検項目実施報告チェックリスト」の導入により、「コンプライアン
ス・チェックリスト」の実行性向上に寄与している。
・利用者保護の観点より、リスク商品の販売及び融資等における説明責任の履行と苦情等に際
しての適切な対応を徹底する。

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
営業店における顧客情報の一層適切な管理・取扱い
を確保するため、管理・取扱規程の遵守状況の点検
強化、また、チェックシートの有効活用を徹底して
いく。

　監査部署の臨店時に、情報管理チェックシートの点検を行う
とともに、情報管理規程や手続きが遵守されているかを厳格に
監査し、適切な顧客情報の管理・取扱いを確保していく。
　また、全店に配置している情報管理責任者および担当者に対
する研修会を開催し、顧客情報の保護に対する意識をより一層
強めていく。

　「個人情報取扱いマニュアル」などの規程類の整備、ＩＣカード職員証による入
退館管理などの物理的・技術的安全管理措置の実施、定期的な研修会実施による教
育の充実、点検・監査を通じたルールの定着などに取り組みした。

ルールに基づく顧客情報の取扱・管理の徹底と定着が課題であり、臨店指導、点検、監査を通
じて一層の定着化を図るとともに、職員教育の一層の充実により、強固な顧客情報管理態勢を
確立する。

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
１．行員の意識の向上を図るため、各種施策に反
復・継続して取組む。
２．法令等遵守状況の点検について、その内容を定
期的に見直し、効果的な点検の実施、内容の充実を
図る。

１．行員の意識向上の中心施策として、コンプライアンス・プ
ログラムを継続実施する。
２．内部点検、監査部監査を継続実施するほか、点検内容の定
期的な見直しを実施する。

１．コンプライアンス・プログラムにおいて、「CS向上への取り組み強化」、「顧
客情報の管理態勢強化」、「金融商品販売時等におけるコンプライアンスの徹底」
を必須課題に設定し、全部室店で実施した。
２．証券業務などの内部点検項目、監査手引書の見直しを行い、 法令等遵守状況
のチェック態勢を強化した。また、監査部監査における特別減点項目に「取引の適
切性」を組み入れした。（18年4月～）
３．「取引等の適切性確保への取組みについて」に関する文書（東北財務局）に基
づき、通報により全部室店に周知徹底を図った。（18年7月）
４．「広告表示等に係る取組みについて」に関する文書（東北財務局）に基づき、
金利表示の適切性の調査を実施した。（18年8月）

１．コンプライアンス・プログラムの実施により、実務に関する法令知識のレベルアップが図
られている。プログラムの実効性向上のため、総合企画部から研修使用教材の提供等をとおし
て継続的に取組む。
２．内部点検、監査部監査については、実施結果等を踏まえ内容 の拡充を行っており、今後も
改善が必要な事項について見直しを行う。

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
１．情報セキュリティ関連規程の周知・徹底により
顧客情報の厳正な取扱いを図り、情報漏えい等を防
止する。
２．顧客情報管理態勢の改善、情報漏えい等防止対
策に継続的に取組む。

１．顧客情報の管理態勢強化をコンプライアンス・プログラム
の必須課題に設定し、各種ルールの周知・徹底に取り組む。
２．情報漏えい等防止の観点から、管理態勢および還元帳票等
の見直し、システム面のセキュリティ強化等を実施する。
３．内部点検、監査部監査における情報セキュリティ関連
チェック項目の見直し・充実を図る。

１．コンプライアンス・プログラムにおいて、「顧客情報の管理態勢強化」を必須
課題に設定し、全部室店で実施した。
２．情報セキュリティ管理規程および個人情報取扱基準の改正、還元帳票等の授
受・保管方法の取り扱い手続きの規程化等により管理態勢の強化を図った。
３．システム面でのセキュリティ強化に向け、日本IBMのコンサルティングを受け
課題を抽出し､対応の方向性をまとめた。
４．内部点検項目、監査手引書を見直し、内容の充実を図ったほか、監査部監査に
おける特別減点項目に個人情報管理を組み入れ、管理を強化した。（18年4月～）
５．「顧客情報の厳正な取り扱いの徹底について」に関する文書　（東北財務局）
に基づき、通報により全部室店に周知徹底を図った。また、漏洩事案発生時の詳細
把握のため、報告書を改正した。（18年5月）
６．電子帳票システムを導入し、還元帳票の電子化を行った。 （18年7月～）

１．引き続き会議、研修等で周知徹底を図りながら、顧客情報管理態勢の強化に取組む。
２．システム面での課題については、優先順位を決めて順次対応を進める。
３．内部点検項目や監査手引書の見直しにより、管理態勢の強化 を図ることができた。今後も
継続的に取り組み、適切な顧客情報の管理の定着を図る。

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
(1) 新しい法制度、事務手続が制定される都度、自
店検査の見直しを適宜行い、事務リスクの軽減、法
令等遵守への厳格な取組みを行う。
(2) 引続きあらゆる機会を通してコンプライアンス
基本方針、コンプライアンス･マニュアルの徹底を
図るとともに、地方銀行協会主催「コンプライアン
ス担当者（次長クラス）検定試験」を活用した、法
令等遵守担当者（次長クラス）のレベルアップを図
る。
(3) 説明責任・個人情報保護に関する検証･改善に
向けた監査部との連携強化。
(4) コンプライアンス部会とコンプライアンス会議
の継続的な開催。

(1) 半年毎の法令等遵守担当者（次長クラス）の連絡会実施
等、営業店に対する継続的かつ効果的な啓蒙と周知徹底。
(2) 定期的な自店検査内容の見直し。
(3) 年度毎のコンプライアンス実践計画（コンプライアンスプ
ログラム）の策定･実践。
(4) コンプライアンスへの積極的な取組みに対する営業店業績
評価への反映。

(1) リスク商品取扱いに関するコンプライアンス態勢の一層の強化を図る目的で、
自店検査項目を見直すとともに、販売に係る禁止行為を懲戒処分該当行為に追加。
(2) 法令等遵守担当者連絡会議実施。（2回）
(3) 個人情報保護態勢の全店総合検査実施。
(4) 監査部の総合検査や事務指導役臨店、ならびに『投資信託の取扱いに係る「適
合性の原則・説明責任」遵守状況一斉点検』の実施により、「適合性の原則・説明
責任」の遵守状況をチェック。
(5) イエローカード制度導入（※）によるコンプライアンス態勢強化を図る。
(6) リスク商品ならびに独占禁止法に関するコンプライアンスマニュアル改訂。

(1) 概ね計画通り進捗。18年度上期実施予定であった法令等遵守担当者連絡会議に替えて、全
行員対象の証券業務コンプライアンス全店臨店研修を実施。引続き様々な手法を活用し、着実
なレベルアップを図る。
(2) リスク商品の厳正な取扱い徹底のための態勢ならびにルール作りはスケジュール通りに進
捗した。今後はルールの定着と関係部門との連携を一層深めることにより、更なる実効性の向
上を図る。

○適切な顧客情報の管理・取扱の確保
(1) 全行員の継続的教育の実施。
(2) 適切な顧客情報の管理・取扱に関する監査体制
の強化。
(3) 技術的安全措置の継続的強化。

(1) 行内通牒や理解度テスト、研修等を通じた行員教育の実
施。
(2) 個人データ取扱状況に関する特別点検の実施。
(3) 行内イントラネット接続における個人ＩＤ化。
(4) 還元資料の電子化やコムフィッシュの本部集中化等による
技術的安全管理措置の一層の強化と顧客情報管理態勢の徹底。

(1) 全店一斉コンプライアンス理解度テストを実施（8回）。
(2) 職場内研修の必須項目に個人情報保護法関連追加。
(3) 「個人情報管理態勢に係る一斉点検」実施。
(4) 行内イントラネット接続における個人ＩＤ化実施。
(5) 情報管理に関する規定の整備と個人情報保護法対応研修ならびに研修時個人情
報等に関するテスト実施。
(6) 行内ＯＡパソコンへのセキュリティ対策を強化（システムによる利用状況の監
視、行内通信回線の光ファイバー化）。
(7) 情報漏洩事案事例集の策定・掲示。

(1) 研修はスケジュール通り進捗。引続き各種集合研修や行内イントラネットを活用した教育
を継続するとともに、手法･内容を見直し、有効性の向上を図る。
(2) 個人情報保護法に関しては、安全管理措置の着実なレベルアップを継続。特に、技術的安
全措置については、計画に沿った態勢強化を確実に進めていくとともに、行内ネットワークの
高速化を基盤に、さらなる情報セキュリティの強化を図る。

みちのく
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
①営業店でのチェック機能向上による抑止力強化
②営業店を補完する検証態勢の強化
③重層的なモニタリング態勢の強化
④啓蒙活動によるコンプライアンス意識の醸成

①チェック機能の向上
・全店対象の「法務チェック担当者研修」実施
・コンプライアンス・チェックリストの見直し
②検証態勢の強化
・複数店を所管するコンプライアンス・オフィサー導入の検討
③モニタリング態勢の強化
・監査役・監査部・コンプライアンス室の情報交換の強化
・コンプライアンス・リスク管理両委員会の連携強化を通じた
未然防止体制の構築
④啓蒙活動
・全階層別研修でのコンプライアンス研修の実施
・パート従業員を含めた店内研修の実施

①全店を対象とした｢法務チェック担当者研修｣を実施。また、｢個人情報漏えい防
止セルフチェックリスト｣を制定したほか、コンプライアンスに関するマニュアル
及びチェックリストの改訂、セルフチェックシートの制定を実施
③コンプライアンス委員会での検討等を踏まえ、リスク管理委員会で情報管理強化
策の進捗状況を継続管理
④コンプライアンス研修を全階層別研修で実施したほか、在籍する全パート・ス
タッフに対しても実施し完了。また、パート従業員を含め、教材を提供した上での
店内研修を全店で実施
④パート従業員を含む全職員を対象に「優越的地位の濫用禁止」に関わる研修会を
全部店で2回開催

・ コンプライアンスの徹底には情報管理を中心に取組んできているが、引き続き研修や臨店指
導等により、情報管理の重要性の啓蒙に注力する方針

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
①情報漏えい防止に向けた態勢の構築
②顧客資料・還元資料の抜本的な見直し
③パート従業員を含めた広範かつ多面的な啓発活動

①情報漏えい防止態勢の構築
・情報漏えい防止ソフト導入
②顧客・還元資料の見直し
・還元資料の削減（当面2割削減を目標）
・顧客資料の保存期間・取扱いの明確化
・還元資料の顧客宛郵送業務の外部委託化
③広範・多面的な啓発活動
・長期在籍パート研修における情報管理の集中講義の実施
・全階層別研修における情報管理講義の実施
・ＰＳＭ（プライバシーセキュリティマネージャー）等行外関
連資格の取得推奨
・ｅ－ラーニングによる研修の充実

①営業店・本部・関連会社に情報漏えい防止ソフト導入
②営業店向け還元資料84種類（全体の22.6%）を廃止。また、郵送業務の集中化と
して2資料の顧客宛郵送業務を外部に委託
③在籍する全パート・スタッフに対してコンプライアンス研修を実施・完了。ま
た、全階層別研修において「情報管理」研修を実施
③ＰＳＭ検定に約370名が合格
③e－ラーニングによる｢個人情報保護法研修｣を実施
③パート従業員を含め、全店で｢個人情報保護法｣に係る店内研修を実施したほか、
「情報漏洩撲滅月間運動」により情報管理意識の向上を推進。また、「第2回情報
漏洩撲滅月間運動」並びにロールプレイングを実施したほか、｢個人情報保護指針
Ｑ＆Ａ｣の全店配布により、情報管理意識の向上を推進

①②18年度も引き続き情報管理意識の浸透を図ると共に、情報漏えい防止に向け、より具体的
な対応策を進めていく方針
②還元資料の更なる削減及び電子化、顧客宛郵送業務の外部委託の拡大等、今後も具体的な情
報管理策に注力
③長期在籍パート従業員の集合研修はコンプライアンスの重要性の再認識機会として有効。受
講者からも好評であり、今後も継続実施の予定

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
・ これまでの取組を一層強化し、全行員に法令等遵
守の意識を徹底させるとともに、多重チェック体制
の確立を図る。

・ 実地検査および自店検査の検査項目および検査手法の見直
し。
・ 法令遵守担当者によるチェック項目及び自己点検項目の見直
し。
・ 各種研修における講座内容の見直し。
・ 公益通報者保護法の施行に合わせた内部通報制度の充実によ
る相互牽制機能の強化。

○下記施策を検討・準備、18年度より実施
・営業店内部監査実施（コンプライアンス・リスク管理等の内部管理態勢の検証強
化）
・自店検査改正（検査項目、手法見直し）
・研修強化（コンプライアンスに関する部店長研修､法令遵守担当者研修、全店職
場内研修実施等）
・コンプライアンス違反等報告制度制定（相互牽制機能強化）
・法令遵守担当者チェック項目、全従業員の自己点検項目改正

・ 予定していた取組みについて、18年度から実施。
・ 今後は随時、実施結果を踏まえた見直しを行うことにより、さらに法令等遵守意識を徹底さ
せるとともに、遵守状況の点検強化を図り、法令等遵守（コンプライアンス）態勢を強化す
る。

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
・ これまでの取組みを一層強化し、顧客情報の漏え
い防止に努めるとともに、役職員の情報管理に対す
る意識の徹底を図る。

・ 顧客情報の漏えい防止のための安全管理強化
①顧客情報の持ち出し管理強化 (持ち出し情報の制限・記録)
②ＦＡＸ取扱い管理強化 (行内FAXの原則禁止・送信時の立会)
③パソコン等の管理強化 (FDの使用禁止・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの強制変更)
④店舗入退店の管理強化（私用鞄の持ち込み禁止等)
・ 役職員の情報管理に対する意識の徹底
①行内研修等における情報管理をテーマとした講義の実施
②全行員を対象とした自己点検の実施

・ ＦＡＸ誤送信対策として全部店にイメージスキャナーを設置
・ ＣＤ－ＲＯＭの営業店への還元を廃止
・ 個人データ台帳のメンテナンスを実施
・ 外部委託先の見直し及びアンケート形式での監査を実施

・ 適切な顧客情報の管理・取扱いに向けた管理強化策の実施並びに役職員への意識の徹底に伴
う成果は着実に現れている。
・ 引き続き、ワーキング・グループを中心に安全管理強化策を検討し、一層の顧客情報管理態
勢を確立する。

山梨中央

１．営業店に対する法令等遵守状況の点検を強化
し、法令等遵守への取組みを一層高める。
２．適切な顧客情報の管理・取扱いを徹底する。

１．コンプライアンス・プログラムの重点目標に「風通しの良
い職場づくり」を掲げ、継続的に良好なコミュニケーションづ
くりの意識付けを行うことで、職場での相互点検による不祥事
の防止を図る。
２．コンプライアンス・チェックシートにより、重要な法律へ
の対応状況についての自己点検を継続実施する。
３．顧客情報の取扱いに関する点検シートにより、自己の情報
管理に対する取組み姿勢をチェックすることを継続する。
４．研修会議等、様々な機会を使って、適切な顧客情報管理を
徹底する。

１．法令等遵守状況、「風通しの良い職場づくり」への取組状況を確認するため、
コンプライアンス・チェックシートによる自己点検を半期に３回、継続的に実施し
た。また、監査部による実施状況の検証を行った。
２．顧客情報管理態勢の実効性を点検すべく「顧客情報の取扱いに関する点検シー
ト」により、全店点検を行った。また、「顧客情報の取扱いに関する点検シート」
の内容を一部変更した「顧客情報管理態勢チェックリスト」を新たに調整し、それ
に基づく全営業店・本部の点検を行なった。

１．各部所店の点検結果は、コンプライアンス委員会に報告するとともに全店に還元し、意識
の向上を図った。
今後は、経営管理部コンプライアンス・リスク統括グループによる営業店臨店等を行い、各部
所店でのコンプライアンスへの取組み状況の実態を的確に把握するとともに、実効性をさらに
高める方策を取り込んでいく。
２．「顧客情報管理態勢チェックリスト」により、顧客情報管理の点検態勢が整備された。今
後は、点検結果に基づく十分な分析・検討により、実態把握に取り組んでいく。

北越
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等法令
遵守のための取組み
・法令等遵守事案への対処・再発防止策の検討等を
協議・答申する機関の設置検討。
・営業店監査、本部監査における法令遵守態勢の検
証強化（監査部）

・17年上期中に、法令等遵守事案への対処・再発防止策の検討
等を協議・答申する機関（経営層を含む）の設置を検討する。
・17年下期中に、法令等遵守事案の収集・分析体制を整備し、
関係部との連携を強化する方策を検討する。
・18年上期中に、法令遵守実践状況を検証するため本部関連部
の連携体制を検討する。

コンプライアンスおよびオペレーショナルリスク管理に係る基本方針、重要事項等
を協議・決定する経営層によるコンプライアンス・オペレーショナルリスク会議、
ならびにその前段階で組織横断的に協議する本部部所室長によるコンプライアン
ス・オペレーショナルリスク管理委員会を17年12月設置した。（リスク統括部）
・同管理委員会の実務担当者によるコンプライアンス・オペレーショナルリスク管
理作業部会を17年12月設置した。（リスク統括部）
・従来各部ごとに定めていたリスク情報報告基準を一元化し、17年12月よりリスク
情報報告システムを稼動させ、事案の収集を開始した。（リスク統括部）
・ 不祥事件防止の観点から事務取扱の厳正化を実施（継続中）。（業務統括部）
・不祥事件防止の観点から動態、面接を含めた検査手法を見直し、実施可能なもの
から順次実施（監査部）
・ コンプライアンス態勢の見直しとして、既存商品・サービスに関する説明態勢
の総点検と対応の整備、および事務事故・ミスの削減、苦情の再発防止のための本
部取組強化を行った。（リスク統括部）
・部店におけるコンプライアンス実践状況の把握や問題検討を行うため、18年6月
よりリスク統括部、監査部による情報連絡会を月次開催している。（リスク統括
部）

・新機関の設置によりコンプライアンスに係る事項を十分に協議できるようになり、定着化が
図られた。（リスク統括部）
・法令等遵守事案の収集を開始したが、分析手法を工夫し、事故・苦情削減に向け実効性を高
めていく。（リスク統括部）
・リスク情報報告システムの稼動により、リスク情報の詳細分析が可能となった。（17年12月
開始）。
・発生状況の分析により、潜在リスクが大きいものなど、優先順位をつけて、具体的な対応策
（手順見直し、システムチェック、帳票改刷等）を策定し実施していく（18年度）。
・不祥事件防止の観点から、各種事務手順の見直しを行う（18年度）。（業務統括部）
・法令等遵守を重視した営業店監査へ移行は終了したが、新手法定着による監査精度の向上
と、より効果的な検証方法の検討が今後の課題。（監査部）
・１８年度は本部に対する「法令等遵守態勢」のテーマ監査を実施する。（監査部）
・適合性原則、優越的地位の濫用防止等の事前チェック体制の定着促進のために、コンプライ
アンスプログラムの営業店実施事項の中に組み入れていく。（リスク統括部）
・事務事故削減等のための本部体制を早期に定着させる（18年度）。これと平行し、営業店自
らが法令等遵守事案への対応・再発防止策の検討・実施を行なう態勢を整備していく。（18年
11月）（リスク統括部）
・営業店でのコンプライアンス態勢定着への取組状況の検証および支援・指導のため、コンプ
ライアンス臨店制度の導入と臨店専担者を設置する。（18年11月）（リスク統括部）
法令等遵守、顧客保護（説明義務、苦情処理等）の観点から、新商品や新サービスの取扱開始
にあたってのリスク管理体制の運用を開始する（18年11月）。（リスク統括部）
・現手法による営業店監査を実施するとともに、法令等遵守状況の検証手段の高度化を図って
いく。
・今後もテーマ監査により、本部施策の運用状況を検証していく。

○適切な顧客情報の管理・取扱の確保
・顧客情報の保管・管理態勢を整備し、漏えい等の
防止を図る。
・個人情報の取扱に関する実務上の傾向的ウィーク
ポイントについて、職場研修等により徹底を図る。
・技術的安全管理措置について、ロードマップに基
づき着実に対応を図っていく。

・関連規程の見直しにより顧客情報の保管・管理方法をより具
体化し、内部点検の対象範囲を拡大する。
・顧客情報管理者である部店長の役割を再徹底し、部店長の率
先垂範による態勢を強化する。
・個人情報の取扱に関する示達運用事項の規程・基準化を進め
る。
・分散システムを中心とした技術的安全管理対応について、対
応ロードマップに基づき着実に対応していく。

経営計画会議、支店長会議の役員訓示等での徹底
・全役職員（パート等を含む）を対象に、個人情報の取扱に関する習熟度テストと
解説ビデオによる職場研修（17年9月）を実施したほか、18年4月にはコンプライア
ンス職場研修（顧客情報管理）を全部店で開催し、事故事例と再発防止策を共有
・全営業店に対し緊急臨店調査を実施し、営業店の実態を把握
・個人情報の取扱に関する示達運用事項の規程・基準化進捗
・分散システムを中心とした技術的安全管理措置はロードマップに基づき計画的に
対応
・漏えい防止ソフト導入によるＦＤ等記録媒体の暗号化実施
・個人データ台帳の見直し実施
・郵便の発送、メールボックス、還元帳票の授受等について、取扱を厳正化
・関係規程（事務総則）の改正（簿書の保管管理方法の明確化）
・内部点検への点検項目の追加
・４８店舗で個人情報保護法対応の特別部分検査を実施
・リスク統括部に対し同法遵守状況のテーマ検査を実施、遵守状況を検証
・還元帳票管理体制の見直しにより約1,400帳票（18年5月までの予定分を含む）を
電子化し、約170帳票を新たに廃止
・顧客向還元帳票の本部集中発送・窓開き封筒化等、管理体制の見直しを継続
・ファクシミリシステムの導入を機関決定
・委託先に対する一斉アンケートと重要な委託先への立入監査（18年7月）

課題対応は概ね計画通り進捗。今後は次の対応を進める。
・支店長会議等での役員訓示による漏えい等防止の徹底
・ 全店で開催する職場研修での全職員への傾向的な漏えい等事案の周知と注意喚起
・営業店保管文書の本部集中化の推進
・イメージ集中保管システムの拡大・本格実施（18年度）
・ファクシミリ誤送信防止システムの導入（11月予定）
・対応ロードマップに基づくシステムの技術的安全管理措置への継続対応
・印刷物への背景地紋の導入（19年1月予定）
・個人情報の取扱に関する示達運用事項の規程・基準化仕上げ
・簿書保存期間・方法の見直し
・顧客向還元帳票の本部集中発送・窓開き封筒化等、管理体制の見直しを継続
・監査部監査で遵守状況を継続検証

北陸

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
・コンプライアンス統括部署を一元化し、態勢強化
を図る。
・不祥事件を未然防止するための態勢を整備する。

・リスク統括部内にコンプライアンス統括室を新設し、当行の
コンプライアンス関連業務や不祥事件対応、ＣＳ向上推進等を
統括する態勢を構築する。
・全ての営業店に配置しているコンプライアンス委員に対し
て、適宜、コンプライアンスに関する勉強会開催のテーマを与
えるとともにその開催報告を取り受けして、モニタリング機能
を強化する。
・コンプライアンス遵守や顧客情報管理等に主眼をおいた行動
チェックシートを制定し、期間を１ヶ月程度に限定したうえ
で、毎日管理者による悉皆的なチェックを実施し、強化すべき
項目についての認識強化を図る。
・不祥事件だけではなく、その温床となる顧客からの苦情・ト
ラブルおよび事務ミスも全て本部報告を行う体制とし、不祥事
件の未然防止態勢を強化する。
・各種法改正への対応も強化していく。

＜組織体制等＞
・リスク統括部内にコンプライアンス統括室を新設（17/10）。
　　⇒独立室化（18/6）
・監査態勢の強化の一環として、不祥事件へは監査部が主体的・独立的な調査を行
う体制とした（17/7）。
・コンプライアンス委員会の開催：計19回
＜規定整備＞
・「苦情対応管理規定」を制定して、営業店からの報告体制を見直しするととも
に、本部内報告体制の再整備を実施（17/9）。
・公益通報者保護法に対応し、公益通報者保護規定を制定し、体制を整備
（18/3）。
＜周知徹底＞
・「北陸銀行員の行動7か条チェックシート」を制定し、スタッフを含む全職員が
期間を限定して集中的に自己の行動をチェックすることで、法令等遵守に対する意
識の再徹底を図った（17/9）。
・新会社法等の内容を役員や関係部へ説明・解説するとともに、必要な対応を検討
（18/3）。
・テーマを本部で決定して「全店統一コンプライアンス勉強会」を実施：計8回
（17年度下期より）
・行員の意識向上のために、18年3月より「コンプライアンス便り」を発刊：計7通

17年10月の組織改正でリスク統括部内に新設したコンプライアンス統括室を、18年6月の組織改
正において独立室とし、法務室およびお客さま相談室も同室内へ移行し、決裁－指示ラインの
整理・明確化を図った。
また、会社法、公益通報者保護法の施行に対応するとともに、今後は金融商品取引法等に対す
る行内体制を整備していく。
全店統一コンプライアンス勉強会の定期的な開催、「取引等の適切性の検証」の全店実施、コ
ンプライアンス臨店の実施など、営業店における法令等遵守状況・定着状況の点検強化・牽制
強化に、より重点を置いた活動にシフトしており、引き続きコンプライアンス態勢の一層の強
化に努めていく。

八十二
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

富山

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
・ 役職員全員が全ての行動に倫理感を強固に持ち
規律ある組織体制の定着を図るべく、徹底した教
育・啓蒙活動を引続き行う。
・ 不祥事件に対しては、かねてより「不祥事ゼロ
宣言」のもと、不祥事根絶に向けた取組みを行って
いるが、より一層内部管理・監査体制の強化を図
る。

・ SCO等の資格取得者割合を高める。
・ 直接報告相談制度の浸透化を図るため、全役職員へ同制度
の創設を周知徹底させるとともに、通報者保護制度の厳格な運
用により、実効性の確保を図る。

・ コンプライアンス・マニュアル（法令編）について、証券業務と個人情報に関
する項目を追加した。
・ SCOの資格取得を推奨し取得者割合が高まった。
・ 公益通報者保護法の施行を踏まえ、直接報告相談制度を改定した。
・ 金融庁「事件未然防止策等のための主な対応策」項目の実施状況をチェック
し、未実施項目の対応策について検討した。
・ 取引等の適切性確保への取組みについて、態勢面を含めた検証を行うととも
に、本部・営業現場へ再度周知徹底を行った。

・ 投資信託や生保窓販等の預かり資産販売に関するコンプライアンスのより一層の強化が必要
である。
・ 不詳事件未然防止等に向けた対応策を検討し、更なる体制整備を図る必要がある。
・ 取引等の適切性確保への取組みについて、その事案の重要性に鑑み、引続き実効性ある取組
みを行う必要がある。
・

北國

（1）内部管理態勢の充実・強化による法令等遵守
態勢の確立
不祥事件等を根絶し、健全な業務運営を確保するた
めに、内部管理態勢の一層の充実・強化により、役
職員のコンプライアンス意識の再徹底を図りなが
ら、企業風土を刷新する。
（2）適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
顧客情報管理に関し、情報管理対策委員会を中心
に、一層適切な管理・取扱い態勢の整備に努める。

（1）内部管理態勢の充実・強化
○ 業務改善計画の取組みに対する経営姿勢の明確化
○ 実効性のある不祥事件未然防止策等の策定
○ 厳正な事務処理の徹底と内部牽制機能の充実・強化
○ 本部監査機能の抜本的な見直し
（2）顧客情報の管理・取扱態勢の整備
○ 顧客情報の管理・取扱いについての態勢の強化
・ 外部委託先管理態勢の見直し
・ 情報資産取扱管理規定の改訂
・ システム措置による漏洩防止策の検討
・ 研修教育体制の見直し検討

○ 内部管理態勢の充実・強化
・ 「倫理憲章」の制定
・ 「集金受付票」などの事務帳票の改定
・ 「コンプライアンス・マニュアル」の電子化
・ 階層別コンプライアンス集合研修の実施
・ コンプライアンス責任者会議の開催
・ 「店内検査サポートチーム」による店内検査サポートの開始
・ 「特別検査チーム」による特別検査の開始
・ 「内部監査高度化プロジェクトチーム」の組成
・ 疑わしい取引の届出についてのシステム管理の開始
・ 「公益通報者保護規定」の制定
○ 顧客情報の管理・取扱態勢の整備
・ 「情報資産対策規程」「顧客情報書類郵送事務基準」「手渡交付事務基準」等
の制定
・ 「当座照合票」自動封入の取扱開始
・ 個人情報管理に係る「一斉自主点検」および「情報管理職場会」の実施
・ ATMコーナーのゴミ箱撤去
・ 外部接続パソコンのセキュリティ強化

内部管理態勢の充実・強化につきましては、経営陣の関与を高めながら、各施策の一層の実効
性向上に努めてまいります。
　顧客情報の管理・取扱態勢の整備につきましては、情報漏洩の未然防止のための施策をさら
に検討し、具現化してまいります。

福井

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
・ 顧客情報の適切な管理・取扱いの方法について
機能できる ルールを策定していく。
・ 技術的安全管理措置についても実現可能性を見
極めながら対応していく。
・ 上記の状況を監査し、それを改善につなげて、
個人情報保護を含む顧客情報の適切な管理・取扱い
ができる態勢を確保していく。

・ 本部関連チームを横断的に組織する「情報管理ＷＧ」にお
いて、情報管理に関する事項を討議し、必要となる対応策等を
確認していく。
・ 情報管理に関する事項のうち重要なものなどは、個人情報
保護法対策委員会を活用して、迅速にその対応方針を定めてい
く。
・ 技術的安全管理措置に係る各システムのレベルアップ対応
を目的として次のことを実施して行く。
(1) 個人情報データの漏洩防止対策
(2) インターネット環境(顧客取引を除く)のセキュリティ強化
(3) 各種分散系システムのレベルアップ
・ 運用面でリスクをカバーしているシステムに関しては、更
なる管理の強化を目指し、システムのレベルアップを行う。
・ 情報管理態勢の内部監査を通じて、不備事項の分析とその
改善に向けた対応を行っていく。

＜個人情報保護法対策委員会の開催＞
期間中、対策委員会の開催により、情報管理態勢・文書管理の強化・漏洩事案発生
原因の分析・改善策等について委員会にて検討。
＜情報管理ワーキンググループの開催＞
適宜、本部横断的なメンバーで構成するワーキンググループを開催し、情報管理に
関する各種対応策（ＦＡＸ送信手続き等）について検討を行い、情報漏えい防止態
勢強化を目的とした行内規定等の見直しを適宜実施。
＜情報セキュリティロードマップ策定＞
当該ロードマップに基づき、インターネット専用ネットワーク、分散系システムの
レベルアップに向けた諸取組を実施している。

＜個人情報保護法対策委員会＞＜情報管理ワーキンググループ＞を適宜開催し、個人情報管理
態勢の組織認識を行っており、優先課題であった文書保存体制の見直しについては組織的取組
の下、改善が図られ、その運用が定着してきた。システム的な対応強化についても、計画に
従った取組が図れている。しかしながら、郵便物発送手続きなど各規定の行内への周知徹底が
十分ではないため、引続き研修等を通じて、規定遵守・行内周知への取組みが必要であると考
えている。

静岡

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
(1) コンプライアンスプログラムの進捗状況チェッ
クを通じた不祥事件再発防止策の運用状況・実効性
の検証
(2) 内部牽制機能の強化
(3) 行員等に対するコンプライアンス意識の一層の
徹底
(4) グループ会社の法令等遵守（コンプライアン
ス）態勢の一層の強化

(1)コンプライアンスプログラムに盛り込んだ不祥事件再発防
止策の実施ならびに運用状況のモニタリング。
(2)コンプライアンスオフィサーの設置と同職によるモニタリ
ングを通じた内部牽制機能の強化および改善指導の実施。
(3)ベーシックビデオ研修(コンプライアンス面)の実施。
(4)グループ会社の法令等遵守（コンプライアンス）態勢診断
の実施とそれに基づく法令等遵守（コンプライアンス）態勢の
標準化実施。

(1)コンプライアンスプログラムに盛り込んだ不祥事件再発防止策について四半期
毎の進捗状況チェックを実施、コンプライアンス会議に報告。
(2)コンプライアンスオフィサーによる全店臨店を通じたモニタリング、改善指導
の実施および改善指導事項に対するフォローアップを実施。（17年度全店臨店）
(3)営業店におけるコンプライアンス態勢およびリスク管理態勢の一層強化、営業
力の強化を図ることを目的として「支店長マニュアル」を策定。
(4)グループ会社6社に対する法令等遵守（コンプライアンス）態勢診断による実態
把握と改善策指導を実施。

(1) 現状の分析と評価
・コンプライアンスオフィサーによる臨店を通じ、営業店のモニタリングおよび指導を実施
し、改善指導事項のフォローアップを行ない、改善状況ならびに定着化を確認し実効性を向上
した。特にリスク商品の販売態勢については、販売ルールの見直し等、適切な販売態勢を強化
することができた。
・ベーシックビデオ研修を実施し、コンプライアンス意識の深化と均質化を図った。
・グループ会社6社への法令等遵守態勢診断による実態把握と改善策指導により、グループ全体
の法令等遵守（コンプライアンス）態勢の標準化を図ることができた。
(2) 課題と対応方針
・コンプライアンスオフィサーの全店臨店を継続実施し、営業店のモニタリングおよび改善指
導態勢を強化するとともに、不祥事件再発防止策の実践状況を継続してモニタリングしてい
く。
・法令等遵守（コンプライアンス）態勢診断未実施のグループ会社に対する診断実施および診
断先に対する改善策実施状況のフォローアップを実施していく。
・しずぎんコンプライアンスブック第4版改定内容の周知徹底を行う。
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

静岡

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
(1)アクセス履歴管理やデータ暗号化対策にかかる
未対応システムへの対応を実施
(2)顧客情報管理態勢の一層の整備、誤FAX・誤郵
送・誤返却等の絶無に対しては、CSRの観点からグ
ループ会社も含め継続的に取組み
(3)営業現場における情報保管量の削減を図り、情
報漏えい等が発生するリスクを削減

(1)未対応システムへの対応計画については、平成17年5月より
スケジュールに基づく進捗管理及びサポートを実施。技術的安
全管理措置として対応が必須な項目については、平成19年度上
期中に対応完了する予定。
(2)個人データ台帳のシステム化への取組み、並びに誤FAX・誤
郵送･誤返却等の防止に継続的に取組み、情報漏えい等の発生
を防止
(3)営業店還元資料の削減や各種書類の本部集中化等に取り組
み

(1) アクセス履歴管理やデータ暗号化対策にかかる未対応システムへの対応
・アクセス履歴管理等は、対象66システム中52システム対応済。
・データ暗号化対策は、対象30システム中21システム対応済。
・ウイルス対応ソフト導入は、対象18システム中12システム対応済。
(2)個人データ台帳のシステム化及び誤FAX・誤郵送・誤返却等の防止、還元資料の
削減と書類の本部集中化への取組み
・誤FAX防止システムの開発を行い、18年12月より稼動すべく事前手配を実施。
・情報漏えい等の防止を図るため、事案の分析などを通じた各種個別対策を実施、
継続的に注意喚起。
・個人データ台帳は、実施スケジュールを延長し、文書管理システムの構築を検
討。
・還元帳票の廃止や諸届書類の本部集中化などを実施すると同時に、還元帳票等の
電子帳票化の推進を実施、情報漏えい等が発生するリスクを削減。

(1)現状の分析と評価
・技術的安全管理措置への対応については、17年度安全対策点検結果に基づき、新たに対応の
必要が判明したシステムを対応計画に追加。3システムについては19年5月まで計画を延長。
・当局報告事案件数及び当行に非がある事案は減少傾向にある。ただし、誤送付事案件数が逓
増傾向にあり、また必要書類を廃棄してしまう事案件数が高止まりしている。
・発生事象に対する個別の再発防止策などの実施、セミナー開催や営業店モニタリングなどに
取組んできたが、今後も実効性の高い対策に継続的に取組んでいく必要がある。
(２) 課題と対応方針
・技術的安全管理措置への対応については、19年度上版期中に全システムの対応を完了するよ
う進捗管理していく。
・情報漏えい等の発生減少に継続的に取組む必要があり、誤FAX防止システムなどのシステム的
な対応を実施していくとともに、情報保管量の削減や各種書類の本部集中化などに取組んでい
く。
・文書管理体制の高度化を推進し、個人データ台帳のシステム化及び同台帳に基づく情報資料
の管理徹底を実現する。

スルガ

１．不祥事件等の発生の未然防止を図るため、営業
店に対する法令等遵守状況の点検を強化
２．顧客情報管理に関して、個人情報保護法ならび
にその他規範に基づき、適切な管理・取扱いを確保

１．営業店に対する法令等遵守状況の点検強化
（１）内部監査の拡充
（２）営業店業務管理の本部集中化
（３）社員教育の徹底
２．適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
（１）顧客情報管理プロセスの見直し
（２）取扱いマニュアルの拡充
（３）社員教育の徹底

１．営業店に対する法令等遵守状況の点検態勢強化
２．適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
３．ＩＳＭＳ、ＢＳ７７９９認証を取得
４．コンプライアンス委員会を取締役会諮問機関に改定
５．マネ－ロ－ンダリング防止の強化
６．ＣＳ、派遣社員への教育・研修状況の把握管理
７．反社会的勢力への対応
８．コンプライアンス規程を改定し、不祥事件の定義を明確化

１．内部監査・コンプライアンス会議による所属長への重要事項の伝達および、各部店での持
帰り研修・ｅラーニングによる全社周知が定着
２．取引の適切性確保への取組みとして、優越的地位の濫用防止について周知徹底を図り、証
券業務および保険業務において債務者取引に対する基準を設定する他、実効性の確保への取組
みも実施予定
３．金融商品取引法の施行等とあわせ、更なる顧客保護態勢への取組みが必要

三重

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
・コンプライアンスの実践の徹底、知識の向上等に
より職員のコンプライアンス意識を一段と高め、不
祥事件等の発生を未然に防止する。
・研修の実施等により個人情報保護ルールの遵守を
徹底し、適切な個人情報の管理・取扱いを確保す
る。

・ハイリスク項目を対象とした業務監査部による機動監査の実
施頻度を増し、監査の深度を高める。
・ コンプライアンスビデオ、法務ニュースを作成し、全部店
で継続的に勉強会等を開催する。
・ 研修等で個人情報保護に関する規程類の内容、不備事例等
を解説し、周知徹底を図る。
・各部店において個人情報の管理・取扱状況の点検を定期的に
実施する。
・個人情報保護法取扱マニュアルの内容を充実させる。

・コンプライアンス研修、個人情報保護に関する研修を実施
・コンプライアンスビデオ、法務ニュースを作成し全部店に配付し、勉強会を毎月
実施
・「三重銀行行動憲章」制定（18/3）
・公益通報制度導入（18/3）
・「独占禁止法遵守マニュアル」制定（18/9）
・全部店で個人情報の管理・取扱い状況の3カ月毎の点検をルール化
・営業部門職員に指紋認証機能付きの携帯電話を貸与（18/4）
・業務用パソコンにファイル暗号化ソフトを導入

・コンプライアンス研修の充実、情報発信量の増加等により、職員のコンプライアンス意識を
一段と高める。
・適切な顧客情報の管理・取扱いについて、研修の充実、監査・点検の実施等により、個人情
報保護ルールの遵守を徹底する。

泉州

・ 企業倫理の確立に向けた取り組み
・ 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（以下Ｍ
ＵＦＧという）の一員としてのグループコンプライ
アンス態勢の整備
・ 個人情報保護法への適切な対応
・ マネー・ローンダリング防止対応の強化
・ 苦情・トラブル再発防止と反社会的勢力の介入
排除

①不祥事件防止に向け、部店長によるチェックを実施
②ＭＵＦＧからのノウハウ吸収
③個人情報保護法に関する行内態勢の整備状況を検証・改善
④厳正な本人確認の実施、犯罪性口座取引の排除
⑤苦情・トラブル対応ルールの徹底、本部の適切な研修・教育
の実施
⑥反社会的勢力の事前照会受付
⑦優越的地位の濫用防止に向けた対応策の検討と実施

①不祥事件防止に向け、各部店の現状について部店長が不祥事チェックリストに基
づき点検を実施。
①不祥事件防止マニュアル改定
②「倫理綱領」「行動規範」の制定（ＭＵＦＧとして）
②「コンプライアンスマニュアル」「インサイダー取引防止規定」の改定
③情報保護法にかかる一斉点検に基づいて、不備事項への対策を策定､検証を行う
仕組みを構築
③個人情報保護対策ＰＴを毎月定例開催
④犯罪性口座や疑わしい取引を早期に発見するため、月次・日時で営業店に還元資
料を配信
⑤コンプライアンス委員会で毎回苦情事例を紹介。
⑥相談センター宛、反社会的勢力の事前照会を受付。

〔分析・評価〕
・個人情報保護法施行後の対応については、行内態勢が整備されつつある。
・苦情・トラブル報告の受付は、期毎に減少。継続的に苦情事例、未然防止策を還元してお
り、営業店に浸透してきている状況にある。
・教育・研修活動については、個人情報保護法に関連する法令や行内ルール等を中心として意
欲的に取組みを行った。
・一定の取引に際しての反社会的勢力の照会については、事前照会を必須としている。
〔今後の課題〕
・個人情報法保護にかかる行内態勢を整備するために、研修・教宣を通じて法令、行内ルー
ル、個人情報漏えい防止策等の浸透を図っていく。
・犯罪性口座、疑わしい取引の早期発見と金融庁宛の届出を励行する。
・当行と取引のない反社会的勢力に関する情報を営業店に還元し、水際での取引排除を図る。
・優越的地位の濫用防止に向けた取組みを定着化させる。

南都

○適切な顧客情報の管理･取扱いの確保
ｏ法令等の諸規定を遵守するとともに、厳格な安全
管理体制を構築し、顧客からの信頼を確保する。

ｏ関係法令や金融庁ガイドライン等に沿った顧客情報保護体制
の有効性・実効性の点検・監査および安全管理措置の充実・強
化。
ｏ顧客情報の漏洩･流出等を防止するための方策と管理体制の
強化。
ｏ顧客情報保護・安全管理にかかる従業者教育･研修の充実。

ｏ基本方針・規定の遵守状況のモニタリング
・点検リストによる部署毎の規定等遵守状況の点検実施
・店内検査による点検、及び監査部による内部監査実施
ｏ情報保護管理計画の策定
ｏ顧客情報管理台帳の作成
ｏ漏洩等防止策の実施及びシステム保護対策
・顧客情報の持ち出し、FAX送信等の事務取扱厳正化
・誤送付防止策、パソコン盗難防止策（ワイヤーで固定）を実施
・安全対策実施計画の策定、行内情報系通信ﾈｯﾄﾜｰｸ暗号化完了
・情報機器の不正接続防止策実施
ｏ各種マニュアルの整備
・情報管理に関するマニュアルの作成
・顧客申出、反社会的勢力等に関するマニュアルの作成
ｏ従業者への情報管理にかかる教育・研修の充実
・各部署毎の勉強会、及び行内研修の実施
・通信講座受講・検定試験受験の奨励

ｏ内部監査結果、点検リストによる点検結果等より、情報管理関連規定等の遵守状況は良好で
顧客情報管理態勢も浸透してきており、従業者の情報管理に対する意識は高まっている。
ｏ引き続き、実効性の高い顧客情報管理態勢及び安全管理措置の継続的な改善が課題であり、
漏洩防止策等の強化、従業者の教育・研修等の充実を図っていく。
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○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化
「コンプライアンス・プログラム」等の見直しを行
うとともに、機会教育を通じて、法令等遵守態勢の
強化を図る。

「コンプライアンス・プログラム」等を適時見直しするととも
に、進捗状況を定期的に確認し、より強固な法令等遵守態勢を
構築する。

１．「コンプライアンス・プログラム」の進捗状況を定期的に確認した。
２．外部の検定試験である「コンプライアンス検定試験」を実施し、行員のスキル
アップを図るとともに、内部監査を充実させた。
３．臨店指導、研修会により、「コンプライアンス・マニュアル」の遵守、コンプ
ライアンス態勢の向上を徹底した。

引き続き、「コンプライアンス・プログラム」を達成するため、その進捗状況を定期的に確認
する。
行員のスキルアップを図るため、外部検定試験を実施するとともに、内部監査や行内研修等機
会教育を通じて、法令等遵守態勢の強化を図る。

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
「個人情報保護規程」等の見直しを行うとともに、
機会教育を通じて、より一層適切な管理・取扱が確
保できるよう、態勢の強化を図る。

「個人情報保護規程」等を適時見直しするとともに、行内研修
や機会教育を通じて、より一層適切な管理・取扱が確保できる
よう、態勢の強化を図る。

１．外部の検定試験である「個人情報保護オフィサー検定試験」を実施し、行員の
スキルアップを図るとともに、内部監査や自店検査を充実させ、適切な管理・取扱
に努めた。
２．行内研修の参加者に対し、個人情報保護法理解度テストを実施して、より一層
適切な管理・取扱いが確保できるよう努めた。
３．臨店指導により、顧客情報の管理・取扱状況を検証し、適切な管理・取扱いの
徹底を指導した。

引き続き「個人情報保護規程」等を適時見直すとともに、その進捗状況を定期的に確認する。
行員のスキルアップを図るため、外部検定試験を実施するとともに、内部監査や行内研修等機
会教育を通じて、より一層適切な管理・取扱いが確保できる態勢の強化を図る。

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
・個人情報保護に係る基本方針(個人情報保護宣
言、個人情報保護規程)に基づき、厳格な個人情報
保護態勢を構築し、お客様からの揺るぎない信頼を
確保する
・モニタリングの充実とコミュニケーション強化に
より問題認識の共有化を図り、コンプライアンス徹
底のため適確な対応を図る
・真に体得できる教育・研修の充実により、全役職
員のコンプライアンスマインドを向上させ、高い倫
理観と規律ある企業風土の醸成を図る

・コンプライアンス活動記録を半年に１回フィードバックする
ことでモニタリングの精度を高める
・コンプライアンス･アドバイザーを配置し、機動的かつ実効
性のある指導体制を構築する
・個人情報保護法、与信説明責任義務等の新分野を監査項目と
して取上げるなど、内部監査態勢を強化する
・職員及び職場における倫理意識の浸透度合を調査（モラル・
サーベイ）し、全店的な傾向の把握・分析および倫理意識浸透
のための施策に活用する

・コンプライアンス・モニタリング記録と本部報告による問題認識の共有化－18年
8月までに延398カ店、882件の報告受領
・CR統括部に５名のコンプライアンス・アドバイザーを配置し、顧客情報管理に特
化した臨店指導を実施（延726カ店）
・個人情報保護法、与信説明義務等の新分野を監査項目として取り上げたほか、不
正防止に係る監査を充実させた
・部店内研修用コンプライアンス確認ドリルを導入
・モラル・サーベイの実施

・コンプライアンス・アドバイザーの臨店指導において、利用者保護ルールの徹底、顧客情報
管理の定着化などを中心に改善提言を行う
・内部監査態勢の更なる充実を図るため、19年4月スタートを目指して「新監査態勢」を検討
・eラーニングを活用し、コンプライアンスに関する学習体系を構築し、コンテンツ作成を進め
る

○適切な顧客情報の管理･取扱の確保
・個人情報保護に係る基本方針に基づき厳格な個人
情報保護態勢を構築し、お客様からの揺るぎない信
頼を確保する
・真に体得できる教育・研修の充実により全役職員
の個人情報保護マインドを醸成し、高い倫理観と規
律ある企業風土の醸成を図る
・大量情報、重要情報の漏えい防止策を実施する
・モニタリングの充実とコミュニケーション強化に
より問題点の共有化を図り、個人情報保護徹底のた
め適確な対応を図る

・組織的安全管理措置として個人データ管理台帳の整備、文
書･情報管理規程の整備･見直し、監査実施体制の整備を行う
・人的安全管理措置として従業者教育･訓練を実施する
・顧客情報取扱のモニタリング及びコンプライアンス・アドバ
イザーによる管理不芳店舗への機動的臨店指導により、問題点
の早期発見、解消を図る

・個人情報コンプライアンスプログラムの進捗状況について、毎月コンプライアン
ス委員会及び取締役会に報告実施
・組織的安全管理措置として個人情報漏えい事故シミュレーションを実施、人的安
全管理措置として行員教育用ビデオを作成、物理的安全管理措置として執務室内へ
の携帯電話持込を禁止、技術的安全管理措置としてアクセスログのモニタリングを
開始
・コンプライアンスアドバイザーによる臨店指導を実施

・営業店における文書整理・台帳の整備を終え、文書管理の体系整備ができた。下期に本部・
関連会社の整備を実施する
・預託先の監査によって的確性の検証が出来た
・内部監査結果、部店内点検･モニタリングに基づき、実施策の有効性・実効性の検証・評価、
見直しを継続する
・営業店で保管する文書等の本部集中化及び電子化を継続実施
・外部監査機関による監査を実施し、個人情報保護態勢診断、対策を実施する

中国

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
・毎年見直し更新している「コンプライアンスプロ
グラム」で作成しているコンプライアンスチェック
リストに具体的チェック項目を明記し、これに基づ
き、厳正なコンプライアンスチェックの実施を実践
します。

・コンプライアンスに関し、本部による営業店の臨店指導を実
施し、法令等遵守状況の点検強化を図ります。
・各種研修会を通じて、コンプライアンス意識の向上を図りま
す。

・６月、９月、１２月、３月末基準で「コンプライアンスチェックリスト」の
チェック状況を点検しました。
・営業店臨店を実施しました。 （１７年度２５か店、１８年度上２２か店）
・法令遵守担当者研修会、階層別研修会等を通じて、コンプライアンス意識の向上
に努めました。

・スケジュール通りの進捗状況となっています。引続きコンプライアンス態勢向上に向けた取
組みを実践してまいります。

◎営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
○厳正な法令等遵守態勢の確立を図るとともに、信
頼に足る行動の実践を定着化させ、不祥事件発生、
及び法令等違反の絶無を図る。

○コンプライアンス勉強会実施に係る階層別単位制度の定着化
推進
○各種研修、臨店の取組強化
○無記名式相互チェック・シートによる定着化検証の定期的な
実施

○全店支店長会議・全ての業務別・階層別研修・臨店を通じた啓蒙
○階層別単位制度について、全従事者が必要単位数を取得
○無記名式相互チェック・シート（アンケート）に基づく職場指導の実施
○臨店の実施による法令等遵守状況の点検強化
○「コンプライアンス・マニュアル」の改正実施
○反社会的勢力等のチェック態勢を整備

○啓蒙活動は定着化しているが、新たな不祥事件の発生もあり、再発防止に向けた牽制態勢の
確立と啓蒙の徹底を図る必要があると認識している。
○「コンプライアンス・マニュアル」の徹底を図るとともに、実効性ある啓蒙活動や検証強化
に向けた臨店等を実施する

◎適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
○「個人情報保護プログラム」に基づく確実な対応
を実施する。
　・個人情報保護関連規定を遵守した運用による個
人情報の適切な保護と利用を徹底する。
　・顧客情報（法人情報含む）、行内情報の管理を
徹底する。
　・本店全部署及び全営業店に対して、個人情報の
保護に係る監査・モニタリングを実施する。
○情報漏洩防止策に対し、的確に対応する。

○自部店勉強会や研修等を活用した個人情報保護関連規定の周
知・徹底の強化
○監査・モニタリングの実施強化
○情報漏洩防止策に対する的確な対応
　・還元帳票、顧客徴求書類等の削減・電子化
　・誤郵送等の絶無に向けた顧客宛郵送物のセンター発送拡大
および封入作業のアウトソーシング
　・入退館管理やPC等のセキュリティ向上に向けた取組強化

○各種啓蒙ツールの作成・配付等により、個人情報の適切な取扱を徹底した結果、
不適切な取扱は減少
○情報管理態勢強化を図るべく、関連部ミーティングを開催し、情報漏洩防止策の
進捗管理を行うなか、事務取扱の見直し等を実施
○個人情報保護に係る監査態勢強化のため、監査項目を追加するとともに、個人情
報保護に係る管理態勢について検証実施

○個人情報保護プログラムに基づき、個人（顧客）情報の適切な取扱、規定整備、情報漏洩防
止対応、啓蒙、監査等を実施したが、平成17年度以降で23件の情報漏洩事故が発生した
○個人情報保護関連規定の見直し等により、個人情報保護管理態勢の継続的な強化を図る
○ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ勉強会事例集や各種研修、会議等による啓蒙を継続する
○情報漏洩防止PT立案項目への継続的対応及び情報漏洩事故に係る新たな防止策の検討を進め
る
○個人（顧客）情報の保護状況の監査を継続実施する

但馬

山陰合同
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

四国

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
１．取組方針
顧客情報の保護、漏えい等防止の態勢強化。
２．目標
（１）顧客情報保護の重要性について従業者の意識
の引上げ。
（２）顧客情報の削減、保管方法・期限の見直しに
よる紛失・漏えいリスクの軽減。
（３）顧客情報の取扱・管理に係るシステム化の促
進。

１．各部署での勉強会実施。
２．コムの保管方法及び保存期限の見直し。
３．保存還元資料(紙)の削減と保存期限の見直し。
４．電子帳票化の推進等、システム対応による顧客情報管理態
勢の構築(個人情報管理台帳等)。
５．デ－タ暗号化の中長期計画の策定・実施。

プライバシ－マ－クの取得
17年10月、(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)へプライバシ－マ－ク付与申請書類
を提出。
18年7月、プライバシ－マ－ク付与認定を受けた。

18年9月までの進捗状況については、コム廃止・新電子帳票システムの稼動・プライバシーマー
クの取得など、実施スケジュールに沿ったものとなった。

◎営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
○「法令等遵守の強化」を最重要の経営課題として
取り組む。
　　法令等遵守重視の企業風土の醸成には、役職員
の意識の改革、改善が必要であり、営業店指導方法
や行員に対する啓蒙策の改善を図り、コンプライア
ンスに対する認識や行動の定着化が図られるよう取
り組んでいく。

○平成17年6月末までに第1回全店臨店による指導完了、11月ま
でに第2回臨店を完了予定、12月以降に不芳店再臨店
○平成17年度、地方銀行協会主催「コンプライアンス検定（次
席者向け）」全次席者の60％以上の合格を目標（8月試験）
○平成19年度までに地方銀行協会主催「コンプライアンス検定
（部室店長、行員向け）」それぞれ80％以上の合格を目標
○平成17年度下期、パート対象のコンプライアンス通信講座実
施
○平成17年度下期、第2回コンプライアンス一斉職場テスト

○営業店臨店指導の実施
○情報管理に対する意識の浸透と流出防止策の遵守を強く要請する臨店
○17年度1回目一斉職場テストを実施
○17年度2回目一斉職場テストを実施
○17年7月より出張所においてもコンプライアンス・チェックリストによる点検と
報告を実施するように取扱を変更した。
○地銀協主催の「コンプライアンス検定試験（次席者向け）」の結果
（17年8月試験）は、以下のとおりとなった。
目標・・・全次席者(法令遵守担当者)の60％以上(72名)の合格
結果・・・受験者156名、合格者105名(67.3%)
うち法令遵守担当者73名
(18年8月試験)
受験者61名
○オフィサー検定（銀行コース）及びオフィサー認定試験
　17年度の合格者合計は99名になっている。
　18年6月 〃 検定試験　合格者19名
○コンプライアンス通信講座は17年8月開講分については未修了者を中心に募集を
行い509名の応募があり、17年10月開講分で1名の受講で100％の受講率となった。
3ヶ月受講し、全員が修了している。
全体       1,514名
うち修了者 1,514名  （修了率100％）
　新入行員23名全員が18年上期中に受講修了
○支店長研究会（17年7月30日、18年8月5日）では外部講師を招き、社会常識や取
巻く環境が変化していることに注意喚起を求めるような、2つの講演を行った。
○地銀協主催「コンプライアンス・役員セミナー」や「役員経営研究会」などに役
員延べ6名を派遣した。
○パート対象コンプライアンス通信講座はテキストを経営管理部が作成し、10月開
講した。添削3回を提出、対象者705名修了済み。
○18年3月、第2回目の「360度評価」を実施した。
○17年度は、コンプライアンスニュースを23回発行した。
18年度は、コンプライアンスニュースを12回発行している。

○「コンプライアンス・チェックリスト」に基づく点検・指導において、担当者（含むパー
ト）や担当役席からヒアリングする中で、コンプライアンス意識の浸透、相互牽制機能が働い
ているかチェックし、以下の評価をしている。
・「事例に基づく不祥事件未然防止チェックポイント集」を活用して事故防止の牽制に取組ん
でいる支店が増加して来ている。
・臨店者による未受講者に対する直接指導、人事企画部の電話による個別指導もあり、自己啓
発項目の通信講座受講は100％となり、検定試験受験状況も向上している。
○金融コンプライアンスオフィサー認定試験
18年度合格者数19名。今後も各社主催の「コンプライアンス検定試験」に積極的にチャレンジ
させて、法令遵守マインドの醸成を図らせたい。
○コンプライアンス通信講座は新入行員23名全員が18年上期中に受講修了し、未修了者は休職
者のみとなっている。
休職者については、18年下期にて終了予定。

適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
○引き続き問題点の洗い出しなどにより、改善対応
策を実施するとともに、研修等の反復により顧客情
報管理の重要性の啓蒙を図り、流出事案を根絶させ
るべく対応していく方針である。
（個人情報保護法第20条、金融分野における個人情
報保護に関するガイドライン第10条に対応して、安
全管理措置の充実を図る。）

○本店でのＩＣカードを使用した入退館管理システムを導入
（平成17年7月実施済）
○平成17年度上期までに電子帳票化を含む還元資料の見直しや
廃止により保管管理を強化
○平成17年度上期までに顧客への交付についての管理徹底する
ための事務取扱を示達
○平成17年度上期までにデータの一部暗号化ソフト導入
○インターネットバンキングへの移行の促進
○その他実態面の問題点を洗い出し、未然防止としての改善対
応策を実施

○本店でのＩＣカードを使用した入退館管理システムを導入した。
○電子帳票化と併せて、還元資料の配布の見直しや廃止について検討し、保管管理
の強化に着手した。
○ＦＡＸ、郵便物、顧客交付の取扱いの厳格な運用が行われているか、監査部検査
での検査事項、経営管理部臨店指導においてチェックしている。
○電子帳票化と併せて、還元資料の配布の見直しや廃止について検討し、保管管理
の強化を行った。
○お客さまへの依頼書の送付について、営業店を経由しているもののうち、重要性
が高いものについて本部から直送することを開始している。
○住宅ローン年末残高証明書のセンター直送について、18年度から開始することを
決定した。
○インターネットバンキングへの移行を推進するなど業務面の見直しにより、個人
情報の流出リスクの低減を図るため、体制整備等について総合企画部、営業推進
部、事務管理部、システム部にて協議を実施した。
○行内ＬＡＮデータの暗号化ソフトの導入を完了した。
・外部記憶媒体の利用状況を利用部署にてチェックできるよう、行内ＬＡＮでの外
部記憶媒体の利用履歴還元についてシステム対応を下期に実施することを決定し
た。
○顧客への配布する資料、帳票、電子媒体等の再洗出についての調査を実施し、授
受・移送時にリスク度の高いもののへの対応を検討した結果、ＦＤ、磁気テープの
店頭交付時の役席の関与を確実にするために、電子媒体については施錠あるキャビ
ネット等保管とし、鍵付の専用袋での授受する体制に変更した。

○相次ぐ顧客情報流失事案について、それぞれの個別の対応のみならず、当行の業務運営や事
務取扱上の問題点がないかを再点検し、上述のような再発防止策に取り組んだ。
○今後とも、各種改善対応策の策定とその実行状況等の進捗管理を徹底させ、対応策の実効を
早期に上げていけるよう努めるとともに、適切な顧客情報の取扱いの重要性について行員の意
識レベルの向上を図るよう行員への啓蒙を徹底して行っていく方針である。

佐賀
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

○営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
・コンプライアンス研修・勉強会の継続、臨店指
導・臨店検査の強化により、コンプライアンス態勢
のさらなる充実を図る。

・階層別研修、業務別研修、部店内勉強会におけるコンプライ
アンス教育の継続実施
・臨店指導、コンプライアンスチェックリストのモニタリング
強化
・検査方針における重点検証項目の評価のあり方再検討と
チェック シート等ツールの作成、検査マニュアルの見直し、
検証の実施

・研修計画に基づき、集合研修を79回実施
・各部店の「コンプライアンス勉強会記録表」、「コンプライアンスチェックリス
ト」に基づき、モニタリング、個別指導を実施
・コンプライアンス臨店指導を実施（46か店）し、コンプライアンスへの取組み状
況を検証
・重点検証項目の評価のあり方を再検討し、臨店検査用の重点検証　項目チェック
シートを作成（17年9月）。これに基づき定性評価・定量評価を実施中
・18年度の検査マニュアル改定を受け、法令等遵守態勢にかかる項目の見直しを行
い、検証を実施中

・研修・勉強会、臨店指導、コンプライアンスチェックリストのモニタリングについて、上記
施策を継続的に実施し、コンプライアンス態勢のさらなる充実を図る
・18年下期は、 法令等遵守（コンプライアンス）態勢について、　　　プロセスチェックを重
視した監査を検討していく

○適切な顧客情報の管理・取扱いの確保
・顧客情報の取得・入力段階から消去・廃棄段階に
至るまでのルールを見直すとともに、帳票類の削
減・電子化・本部集中化を推進する。
・あわせて、臨店検査のなかで、個人情報管理態勢
に関する内部監査を今後も実施していくことで、よ
り一層適切な顧客情報の管理・取扱いを確保する。

・文書保存規程・自店検査マニュアル等の見直し
・個人情報管理台帳、文書保存台帳、自店検査による管理徹底
・帳票類の削減、電子化、本部集中化の推進
・臨店検査における個人情報管理態勢の検証および不芳店舗等
へのフォロー検査実施
・個人情報管理態勢に関する検証事項の検査マニュアルへの織
込み

・コム元帳について、17年6月末分（7月発送分）より、営業店への還元を廃止する
とともに、11月～12月にかけて、営業店に保管しているコム元帳の回収を実施
・カードローン債権書類（営業店保管分）の本部集中化を17年8月より開始し、18
年3月に集中化完了
・17年11月～18年1月にかけて、顧客情報の登載された文書ファイルの洗出し調査
を実施するとともに、個人ﾃﾞｰﾀの管理台帳を整備
・情報管理委員会※　　において、情報管理態勢の強化について協議を行い、以下
の施策を実施または検討している
→ノート型パソコンの盗難防止策（17年1月）
→印刷物に出力者が特定できる透かし文字を強制印刷する「透かし印刷機能」を行
内ＬＡＮパソコンへ導入（18年4月）
→営業活動に使用する帳票について、個人が特定できない様式にするとともに、こ
れまでの帳票についての持出しを禁止（18年8月）
→全室部店に男性用小型ロッカーを設置し、私物の持込み制限を強化（18年9月）
→より一層の帳票類の削減・電子化に向けて、本部各部による全面的な見直しを決
定し、現在検討中（18年9月）
・グループ会社を含む全部店に対し、①個人情報の有効性・実効性の検証、②個人
情報の一斉点検作業の検証を目的に監査を実施し、不備内容・検討課題の洗出しを
完了。さらに監査内容が不芳な部署に対してフォロー監査を実施（17年度上期）
・上記監査の改善状況の検証等を中心に、本部・グループ会社の監査を再実施し、
適切な顧客情報の管理・取扱いの確保について徹底を図った
・18年度検査マニュアルの改定に際し、「個人情報管理態勢にかかる内部監査マ
ニュアル」の検証項目を各科目マニュアルへ織込み、検証を実施中

・引続き、「文書保存規程・自店検査マニュアル等の見直し」や「個人情報管理台帳、文書保
存台帳、自店検査による管理徹底」、「より一層の帳票類の削減・電子化」にも、取り組んで
いく
・18年度下期は、「適切な顧客情報の管理・取扱いの確保」について、プロセスチェックを重
視した監査を検討していく

鹿児島
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(5) ＩＴの戦略的活用

銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

みちのく

① ＩＴの戦略的活用による法人向けサービスの強
化に取組むとともに、行内情報体系の再構築に取組
むことにより営業店支援機能の強化を図り、顧客
サービスの充実に結び付けていく。

① ＣＮＳ法人向けポータルサイトの有効活用および法人顧客
組織の活性化により、コンサルティング機能の強化を図るとと
もに、多様な法人ニーズに応えるべく、ＩＴを戦略的に活用し
ていく。
② 営業店への支援機能強化のために、顧客データベースの拡
充に主眼を置いた情報系システムの再構築を行い、顧客サービ
スの充実に結び付けていく。

・ １８年５月、中小企業基盤整備機構との業務連携による「経営相談窓口サービ
ス」取扱開始。
・ １８年８月、営業活動及び融資関連業務の効率化を目的として「融資統合支援
システム」を導入。
・ １８年５月、ＩＣチップを搭載した「ＩＣキャッシュカード」「クレジット一
体型ＩＣキャッシュカード」の取扱開始。
・ １８年９月、キャッシュカード付加機能型のPay-easy（ペイジー）口座振替受
付サービスの取扱開始を公表（１０月より取扱開始）。

・ 事業先に対しては引き続きＣＮＳサイトの有用性を広くＰＲし、会員の拡大に積極的に取組
んでいくことを当面の課題と認識しているほか、営業店支援機能の強化についても、行内情報
マッチング体制の構築を１８年度下期中に完了させることを予定している。

東北

・偽造キャッシュカード問題について、被害の発
生・拡大の防止に向け、順次セキュリティ対策に取
組む。
・バーゼルⅡの導入に備え、自己資本比率算出の精
緻化やリスク管理の高度化に取組む。
・収益性や効率性を高めるため、収益管理態勢の整
備（原価計算システムの導入検討を含む）に取組
む。
・預かり資産管理の最適化に向け、一元管理化に取
組む。

○　ＩＴの戦略的活用
・偽造キャッシュカード問題に対しては、早期に対応が講じら
れるホスト側およびＡＴＭ（端末）側のセキュリティ対策を中
心に、順次取組んでいく。
・バーゼルⅡに基づく自己資本比率の算出に向け、リスクア
セットの算出に関るシステムを導入する。
・リスク管理の高度化（リスク計量の精緻化を含む）に向け、
リスク管理システムや自己査定の最適化等を図るシステムを導
入する。
・リスクを加味した収益管理手法の整備に向け、収益管理シス
テムを導入する。
・投資信託と生命保険について、一元管理できるシステムを導
入する。
・原価計算システムについて情報収集と研究を行い、導入の是
非について結論を導く。

・偽造キャッシュカード問題に対するセキュリティ対策として、次のシステム対応
を実施した。
→ ＡＴＭ取引のモニタリング対応
→ ゼロ暗証化未済カードの取引規制
→ 類推されやすい暗証番号の登録規制
→ 利用限度額の任意設定対応
→ 類推されやすい暗証番号を利用する顧客へＡＴＭより注意喚起
→ ＡＴＭ取引明細票について口座番号の一部を非表示化
・ＩＣカードワーキンググループにおける高度なセキュリティ技術の導入の検討に
基づき、ＩＣカードの発行と指静脈による生体認証の導入を決定し、システム開始
を開始した。
・バーゼルⅡ対応の自己資本比率算出システムの開発を開始し、概ね計画どおり進
捗した。
・自己査定システムを更改し、9月末より運用を開始した。
・リスク管理、収益管理システムを構築し、10月より稼働を開始した。
・投資信託と生命保険の預かり資産管理システムを構築し、稼動を開始した。

・セキュリティ対策については、高度なセキュリティ技術も踏まえ、効果ある対応を計画的に
取り組んでいく必要があると捉える。
・リスク管理、収益管理システムは運用上の態勢整備を図り、システムをより効果的に活用す
る必要があると捉える。
・バーゼルⅡへの対応は、運用上の態勢を整備しながら、システム構築を行う必要があると捉
える。

山形

１． システム共同化メリットを活かし、「じゅう
だん会」と連携しながら、ＩＴを戦略的に活用す
る。
２． 顧客情報の全店共有化を図り、本部・営業店
が一貫継続した営業活動を実現し、顧客の課題解決
に資する。
３． セグメント情報を活用したダイレクトチャネ
ルによる営業力の強化を図る。
４．ＩＴを活用したリスク管理の高度化に取組む。

１．システム共同化による開発案件の取込みにより、各種業務
への対応能力の向上を図る。
２．ＣＲＭ等の情報系システムの高度化、活用度向上を図る。
３．インターネットバンキング、ホームページの拡充など顧客
の利便性向上に資する新規業務に迅速に対応する。
４．バーゼルⅡへの対応などリスク管理システムの整備・拡充
を進める。

１．八十二銀行が開発した557件のシステム案件を取り込み、活用した。推進・管
理業務における案件活用事例としては、住公証券化住宅ローン等の新商品取扱いや
ATM支払限度額個別設定等がある。
２．CRMシステムを全店稼動し、営業推進への活用を開始した。（17年7月）
３．インターネットバンキングの拡充について、個人向サービスのセキュリティを
強化する（18年6月）と共に、法人向サービスを開始した。（18年9月）
４．ホームページについて、｢よくある問い合わせQ&A｣コーナーを公開し（18年3
月）、その後全面リニューアル（18年5月）を行った。
５．ホームページについて、平成18年度下半期からの住宅ローン仮審査受付ページ
の公開を目指し、運用スキームの策定に取り組んだ。
６．農業関連支援のための新しい組織である「農業よろず相談所ｉｎ山形」を立ち
上げ、ホームページ上でも相談できるように公開した。（18年1月）
７．行内情報に本部FAQコーナーを開設し（17年7月）、業務遂行の効率化を実現し
た。
８．バーゼルⅡの信用リスク計測に関するシステム対応について、要件定義の策定
が完了し、システム構築に着手した。

１．システム共同化による開発案件の取込みは、計画どおり進捗している。今後も計画に沿っ
て対応を進め、推進・管理業務に活用する。
２．CRMシステムについては、推進施策とのリンクにより営業店の活用定着を図る。
３．国庫金の収納サービス等のマルチペイメント導入により、インターネットバンキングを拡
充する。
４．バーゼルⅡのシステム対応について、マスタースケジュールに沿って対応を進める。

東邦

○営業推進チャネルおよび新しい決済ビジネスに対
応する基盤として、インターネットバンキングのシ
ステムを整備するとともに、ホームページについて
もＰＲ媒体等としてより一層の活用を図る。
○業務・システムの最適化等に向け、新しい営業店
事務体制の構築や事務集中化によるオペレーショナ
ルリスクの軽減に向けたＩＴ活用を行う。
○信用リスク管理の高度化に向け、「自己査定格付
システム」を導入する。
○ＩＴの導入・更改及びＩＴ投資効率の検証等を行
う体制を構築する。

○インターネットバンキングを導入し、投資信託等の預り資産
およびマルチペイメント等の受付チャネルとして活用
○インターネットバンキングの業務拡大
・住宅関連ローンの事前審査申込、外貨預金取扱い、インター
ネット専用通帳等の検討
○ＩＴを活用した新営業店事務体制の構築
○平成１７年１１月に「自己査定格付システム」を導入し、信
用リスク管理の高度化を図る。

○平成１７年４月、インターネットによる投資信託申込、マルチペイメント、無担
保消費者ローンの事前審査受付等の取扱いを開始。
○平成１７年７月～８月、インターネットによる有担保・無担保型消費者ローンの
事前審査申込の受付を開始。
○ＩＴを活用した新営業店体制の方向性については、経営の機関決定を受け、各施
策について関連各部との調整および協調を図りながら実現に向けた検討を実施し、
計画通りの進捗状況となっている。
○昨今のスパイウエアによるインターネットバンキングの不正利用被害を防止する
観点から、ソフトウエアキーボード等のセキュリティ強化を実施した。

○今後はインターネットバンキングの契約者増強とサービス追加、ホームページでの提供情報
の拡充等により更なる活用を図るとともに、セキュリティ強化にも引き続き取組む。
○情報系基幹システムの活用については、蓄積情報の見直しとコンプライアンスを含めた顧客
管理への活用を図る。
○営業店効率化を目指し、公金システム及び為替システム導入についても検討しており、早急
に態勢整備を実施し、中計帰還中に稼働を行う。

足利

(1)地域密着型金融を重視したサービスおよび営業
支援機能の強化。
(2)営業･合理化施策におけるシステムの最適導入。
(3)リスク管理機能の強化および情報管理の徹底。
(4)システム投資循環の確立と投資判断プロセスの
定着によるＩＴガバナンスの強化。

(1) 顧客ニーズに即したサービス・商品の開発と営業支援ツー
ルの強化。
(2) 効率的な営業店運営体制に沿った営業店機能の集約、シス
テムインフラ整備。
(3) 金融犯罪防止に向けた対応およびリスク管理の高度化。
(4) 個人情報保護法に対応した情報管理の徹底。
(5) システム投資会議による投資判断、結果評価による循環プ
ロセスの定着。

(1) お客様サービスの高度化に向けたシステム対応
(2) 営業店の効率化に係るインフラ整備のシステム対応
(3) 偽造・盗難キャッシュカード犯罪へのシステム対応
(4) 個人情報保護法対応。
(5) リスク管理の高度化対応。

(1) 当初計画通り進捗（お客様サービスの高度化に向けたシステム対応、キャッシュカードの
ＩＣカード化等のインフラ構築）。
(2) 18年度は、行内高速通信ネットワーク等のインフラを活用し、業務の本部集中化による営
業拠点の効率化および商品サービスの拡充を行う。
(3) リスク管理の高度化を含めたシステム基盤整備を継続して実施する。
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

千葉興業

ＩＴを戦略的に活用し積極的に新商品・サービスを
創造、業務改革（業務の効率化、コスト削減等）を
実施し、お客様により良い商品・サービス等を提供
していく。
①情報系システムの整備
②コンサルティング業務の強化
③顧客利便性の向上および安全性の強化
④リスク管理の高度化
⑤ＩＴ投資効果の検証

①顧客データベース拡充等による情報システムの整備
基幹系システムに連動した情報系統合データベースの構築。情
報分析ツールの導入による顧客ニーズ等の多角的な分析と顧客
へのサービス提供の実施。
②ＩＴを活用したコンサルティング機能の強化
資産相談等における遠隔相談システムの導入等を検討。
③顧客利便性の向上および安全性の強化
インターネットを利用した取引対象業務の拡大およびATMを利
用したサービスの拡充。
ＩＣカードの導入によるセキュリティ強化等による偽造・盗難
キャッシュカード対応の強化。
④リスク管理の高度化に向けたＩＴ活用
信用・オペレーショナルリスク定量化による新BIS対応。
個人情報保護法に則ったシステム対応による情報管理の強化。
⑤ＩＴ投資効果の検証
システム戦略委員会および経営健全化計画推進委員会等による
進捗・実績管理とＩＴ投資効率の効果的検証手法の検討。

ＩＴの戦略的活用については、ＩＴ投資を積極的に実施し、前述の市場・信用リス
ク量把握の精緻化や信用リスク管理の高度化等に加えて、例えば法人向けインター
ネツトバンキング、外為ＥＢ、ＡＴＭカードローン、ＡＴＭ外貨預金等の新商品・
サービスの充実を図った。さらに法人向けＩＢに係るクライアント証明書導入と口
座振替・代金回収データ伝送の追加サービスを開始した。
一方、キャッシュカード偽造問題への対応や各種のセキュリティ対応等お客さまの
ご預金やお取引の安全面の強化や、審査関連業務を中心とした業務の効率化なども
進めている。
インフラ面の整備では、災害対策の高度化・事務センターの維持負担軽減等を指向
した同センター設置の主要システム機器のＮＴＴ千葉ニュータウンビルへの移転、
基幹系システム共同化プロジェクトの仕上げとしてのホストコンピュータのクライ
アントサーバ化(ダウンサイジング)を実施。これにより当行は、災害対策品質向上
によるシステムリスクの低減、機器撤去後の建物スペースの有効活用等が実現可能
となった。

上記17年4月～18年9月の進捗状況にある様に、18年上期までについては概ね実施スケジュール
通りに進捗。特に法人向けＩＢやＡＴＭでの取扱商品の拡充による顧客の利便性の向上、およ
びキャッシュカードや個人情報保護法対応でのセキュリティ対策による安全性の向上・リスク
管理の高度化などで成果があった。
　今後の課題として、ＩＴを活用した継続的な新サービスの創造、業務の効率化等を実施し、
お客様により良いサービス等を提供していくとともに、セキュリティの向上・リスク管理の高
度化を実現していく。
これらに対する対応方針として、18年下期に予定している生体認証付きＩＣカード発行による
偽造・盗難キャッシュカード対策の実施、為替OCRシステムの更改、格付自己査定システム・電
子稟議ワークフローおよび信用リスク定量化システム等の導入を着実に実施していく。

東京都民

1.渉外活動に利用する顧客情報について、管理の高
度化を図る。
2.顧客利便性向上の視点から、インターネット・バ
ンキングの機能強化に取組む。

1.渉外活動時に必要な顧客情報を専用の携帯電話にダウンロー
ドできるシステム（情報セキュリティツール）を平成17年度下
期より全店に導入する。
2.インターネット・バンキングについて、法・個人別に顧客
ニーズを調査し、必要な機能を追加する。

1.携帯電話による「情報セキュリティツール」（愛称：「モバイルくん」）は17年
7月より3ヶ店で試行を開始し、8月に全営業店に導入。10月より本格展開を開始
し、顧客情報管理の高度化と渉外活動の効率化を図った。
2.インターネット・バンキングの機能強化については、法人向けインターネット・
バンキング「ビジネスダイレクト」を個人版から分離し、18年4月に計画通り、リ
リースした。個人版についても、照会機能の改善など機能強化を図った。

1.携帯電話による「情報セキュリティツール」については計画通り全営業店に導入し、渉外活
動に利用する顧客情報について管理高度化を実現した。引き続き、営業店単位で活用方法の指
導を行い、渉外活動の効率を高めていく。
2.インターネット・バンキングについては、さらなる機能強化に向け改良作業を進めていく。

第四

・地域密着型金融を効果的かつ効率的に実施するた
め、ITの戦略的な活用に向けた取組みを推進

①IT投資効率の検証及び検証結果を踏まえた投資実施
・IT投資に対する投資対効果評価の厳格化により、投資コスト
及びリスクの軽減を図り、戦略的な案件に集中投資可能な内部
管理態勢を構築する
②顧客の安全性･利便性向上
・キャッシュカード犯罪防止対策としてＩＣカードの導入とＡ
ＴＭに生体認証機能を付加
・同対策としてＡＴＭ及びインターネットバンキングを利用
し、ＡＴＭでの1日当たりの支払い限度額設定を可能にする

①ＩＴ投資効率
・現状の問題点を洗い出し、新規投資の発生する案件及び、投資が発生しない内部
開発のみの案件の投資対効果算定の事前・事後評価プロセスを決定し実際に運用開
始
②顧客安全性
・ＡＴＭやインタネットバンキングを利用したカード犯罪による被害拡大防止策の
実施
・ＩＣカードの発行開始
・ＩＣカードによる生体認証の開始
・ＩＣカード対応ＡＴＭの設置拡大

・当初計画通り進捗中

北越

・ ＩＴ効果検証等を踏まえたＩＴ投資等の適切性確
保に留意し、ビジネスモデル等の状況に応じたＩＴ
の戦略的活用に取り組む。
・ 「システム開発審議委員会」を廃止し、大型投資
案件全体について中長期的観点から投資の可否、優
先順位決定を審議する「ＩＴ投資戦略会議」を新
設。

・ リスク定量化とＩＴを活用したリスク管理の高度化
・ 次期基幹系システム共同化の推進
・ ＩＴ投資効率化に向けた検証態勢の強化
・ ＩＴを活用した提供チャネルの追加、新営業店システム等に
よる営業店事務の効率化及び顧客利便性の向上

・ 「システム共同化ワーキンググループ」を設置し、次期基幹系システム共同化を
検討。
・ 「ＩＴ戦略委員会」を設置し、ＩＴ投資効率化に向けた検証体制を整備。
・ ＩＣキャッシュカードの発行、各種帳票のセンター作成・発送、新営業店システ
ムの検討等を実施。

・ 基幹系システム共同化が決定したことにより、二重投資を回避し適切かつ効率的なＩＴ投資
を行っていくための検証体制を強化するとともに、限られたシステム開発パワーを有効に活用
する体制を構築することが重要な課題である。
・ 営業店事務の効率化ならびに事務ミスの発生を防止するため、新営業店システムの早期導入
を図る。
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

○マーケティング態勢の整備
１．顧客ニーズ・指向を認識したコンサルティング
営業を実践するためのインフラ整備を行う。
２．各顧客とのコンタクトチャネルにおいて、顧客
に関する情報が共有化され、統一感のある対応が適
時・適切に行えるインフラ整備を行う。

１．顧客データベース（トランザクションデータ）の整備
データ分析を行い、ＤＭ・テレマ、営業店推進活動へ展開す
る。
２．営業支援システムの機能拡充
　マニュアル整備、集合研修・推進役臨店による指導等により
情報を活用した営業推進態勢を強化するとともに、ログ分析に
より適時・適切な指導態勢を整備する。
３．ダイレクトマーケティングセンター（以下「ＤＭセン
ター」という）のシステム更改・機能拡充
  ＦＡＱ、スクリプト整備を行うとともに、交渉履歴情報を営
業支援システムと共有することにより、統一感のある顧客対応
（テレマ、フリーダイヤル）を実現するため、コール内容の録
音診断等を行う。
４．法人・個人事業主向け情報サイトの立上げ
  顧客閲覧情報、および制度改正等に伴う営業情報・推進ツー
ルを営業店に還元し、コンサルティング営業力の強化を図る。

１． 顧客データベース（トランザクションデータ）の整備（平成17年9月に終了）
アンケート結果に基づく顧客構造分析により顧客セグメンテーションを行い、セグ
メント別に顧客ニーズを把握した。（平成17年度下期）
マーケティング分析に基づき、運用商品（投資信託、個人年金保険、預金商品等）
の推進を実施するための準備に着手した。
２．営業支援システムの機能拡充
法人経営情報の登録・検索・抽出機能を追加した。（平成18年 3月終了）
検索集計データへの項目追加等を実施するとともに、営業支援システム関係のマ
ニュアル類を改定した。
３．ＤＭセンターのシステム更改において、今後のＤＭセン ターの業務拡大につ
いて検討した。
４．法人・個人事業主向け情報サイトの要件、営業活動への活用方法等について検
討した。
その結果、法人・個人事業主向け情報サイトは、既存委託先との重複の懸念がある
ため検討を一時中断した。

１．マーケティング態勢の整備において、第1フェーズで顧客構造分析によりセグメント別に顧
客ニーズの把握まで行った。
　　第2フェーズとして、マーケティング分析結果による運用商品（投資信託、個人年金保険、
預金商品等）の推進を実施するための準備に着手した。
　　今後、全ての個人顧客をライフスタイル毎にセグメントし、顧客セグメントに応じた個別
の商品・サービスの推進を実施して行く。
　　また、データマイニングツールの活用により、ＤＭ等のヒット率向上を図る。
２．ＤＭセンターのシステム更改・機能拡充においては、メーカー提案内容を検証・比較し、
拡張性のあるセールスチャネルとして、顧客に関する情報が共有化され、統一感のある対応が
可能なシステムを選定する。
３．営業支援システムの機能拡充
　　融資取引先との交渉履歴、推進情報の有効活用方法を啓蒙する。

○ダイレクトチャネルを活用した営業推進と利便性
の提供
１．ダイレクトチャネルの利用意向の強い顧客、営
業時間内に来店が難しい顧客に利便性を提供するた
め、ダイレクトチャネルの機能拡充を図るととも
に、顧客のサービスに対する認知度の向上を図る。
２．ダイレクトチャネルによる営業推進にプッシュ
型の手法を確立することにより、当行のマーケティ
ング戦略とリンケージした低コストで効果のある営
業推進態勢を確立する。

１．個人向けインターネットバンキングの機能拡充
    （リスク性商品販売機能、新決済機能の追加）
広告メディア・ＩＴフェアおよびＤＭ・営業活動を通じて、新
機能の利便性を告知する。
２．個人向けインターネットバンキングの利便性告知による利
用顧客の増加と利用率の向上
ご利用ガイドの改定を行い、ヘルプデスクによる操作指導を強
化して、利用率の向上を図る。また、営業店および本部企画に
よるＤＭ・テレマを実施し、主にネットバンキングの利便性の
顧客認知度向上を図る。
３．ホームページの高度化
４．電子メールを活用したＤＭ推進態勢の整備

１． 個人向けネットバンキングの利便性を告知した。
　　（ＤＭ、ＰＲ用リーフレット、ＩＴフェア等）
２． ネットバンキングへの民間版マルペイ機能を追加した。
　　（平成17年10月）
３． 個人向けネットバンキングのご利用ガイドを改定した。
　　（平成17年11月）
４． 個人および法人向けネットバンキングへの口座番号入力による振込人名の自
動表示機能を追加した。
　　（平成17年5月）
５． 個人および法人向けネットバンキングへのソフトウェアキーボード入力機能
を追加した。（平成17年12月）
６．法人向けネットバンキングへ振込先データ登録件数の拡大等の機能改善を実施
した。（平成18年8月）

１．個人向けネットバンキングへの投資信託受付機能の追加を検討する。
２．法人向けネットバンキングへの外為取引の追加を実施する。
３．ホームページのリニューアルを検討する。
４．電子メールを活用したＤＭ推進態勢の整備については、導入の可否を検討する。

○電子自治体システムへの協力・支援
１．地域金融機関の重要な使命として、電子自治体
システムへの協力・支援に積極的に取組んでいく。

１．山梨県のマルチペイメントネットワーク導入により、行政
の効率化が早期に達成できるよう指定金融機関として積極的に
協力・支援する。
平成１９年４月取扱開始予定の山梨県のワンストップサービス
導入を支援する。
２．県内各市町村に対して、将来のマルチペイメントネット
ワーク利用を見据えて、さらに業務の効率化の観点からマルチ
ペイメント対応帳票への統一化・収納データ作成代行サービス
を推進する。

１．山梨県とマルチペイメント導入に関する情報交換を実施した。
２．県内市町村を対象に「公金業務の効率化に関する説明会」を２回開催し、マル
チペイメント対応帳票への統一化、収納データ作成代行サービス・口座振替受付
サービス・公共料金明細サービス等の業務効率化策を提案した。
３．収納データ作成代行サービスは５自治体で導入を決定。うち１自治体について
は３月から取扱いを開始した。
４．口座振替受付サービスは３自治体で導入予定となった。
５．マルチペイメント対応帳票の準拠様式への切替支援：１件

１．山梨県のマルチペイメント導入を引き続き支援していく。
２．県内市町村に対して、ＩＴを活用した業務効率化策を引き続き提案していく。特に、収納
データ作成代行サービスの導入市町村の拡大を図るとともに帳票の統一化を推進していく方針

○次期営業店システム構築
イメージ処理などの最新のＩＴ技術を活用した新機
能を
導入し営業店事務の削減・事務効率化を図るととも
に、本
人確認機能などを活用し堅確性の向上を図る。

  営業店端末を最新パソコンに更改しイメージ処理を活用した
ワークフロー、印鑑照合機能、窓口支払における暗証番号入力
による本人確認などの新機能を導入し、営業店事務の効率化、
堅確性向上を図る。為替ＯＣＲシステムを最新のシステムに更
改して、為替事務の効率化、堅確性向上を図る。

１．平成17年7月より２ヶ店にて試行を開始し、試行店の要望・意見に基づき機能
追加・改善を行った。平成17年9月より６ヶ店（試行店を含む）にて本番稼動を開
始した。以降、順次展開を実施。あわせて一部店舗のネットワーク増速対応を実施
した。１８年８月をもって全店展開が完了した。
２．文書管理システムの公開に備え、規定の改定方法や通牒の書体・発刊ルールを
決定した。１８年４月より全店へ公開した。
３．新為替ＯＣＲシステムの更改に向け、要件定義を行い、更改内容を決定した。
また、システム更改にあわせ、新為替サーバの電算センター設置および為替ＯＣＲ
センターと電算センター間の専用回線敷設を検討した。１８年７月より試行を開始
し、９月までに３１ヶ店へ稼動店を拡大した。

１．営業店端末は新機能も順調に稼動しており効率化・堅確性の向上が図られている。１８年
８月をもって全店展開が完了した。今後も、営業店端末の機能拡充を推進して行く。
２．新為替ＯＣＲシステムの要件定義に若干の遅延があったが予定通り１８年７月の試行に向
けた対応作業に着手した。予定通り試行を開始し、１８年９月までに３１ヶ店へ展開し順調に
稼動している。

○偽造・盗難カード問題への対応
偽造・盗難カード問題への対策として「偽造カード
を作られないため」の方策、「偽造カード使用や盗
難カードによる成りすまし」への防止策、「被害拡
大防止」に向けた対応策について対応する。

１．ＩＣキャッシュカードの導入を行い、キャッシュカードの
偽造防止を行うとともに、多機能化による顧客利便性向上を図
る。
２．ＩＣキャッシュカードの導入と併せ「生体認証」（掌静
脈、指静脈 等）の導入を検討し、偽造カード取引や盗難カー
ドによる不正払出しの防止を図る。
３．異常な引出しを検知するシステム、総合口座における当座
貸越利用限度額の制限などの導入を検討し、被害拡大防止を図
る。

１．ＩＣキャッシュカード導入と生体認証導入について、ＩＣチップへの搭載機
能、ＯＳ、容量、生体認証方式および導入スケジュールの検討を行った。
２．ＡＴＭ画面の暗証番号入力キーのスクランブル化およびＡＴＭにて支払限度額
引下げを可能とするサービスを開始した。（７月）
３．ＡＴＭにおける１日あたりの支払限度額を現金支払   ２００万円、振込振替
限度額２００万円へそれぞれ引下げた。（１０月）
４．顧客からの受付体制整備の一環として、緊急連絡用フリーダイヤル、キャッ
シュカード管理に関する注意事項を記載したガイダンスカードを１０月に各ＡＴＭ
コーナーへ設置するとともに、１２月には電話番号案内「１０４」へ緊急連絡先の
フリーダイヤルを登録した。
５．勘定系システムで、「異常な引出しを還元帳票として打出し、顧客に確認す
る」仕組みを１８年３月に開始した。
６．ノンゼロ暗証カードの保有者に対し、再発行または利用中止を依頼する旨と平
成１８年６月１日以降は使用不可となる旨のＤＭを発送した。（１８年４月）ま
た、ノンゼロ暗証カードは１８年６月より使用不可とした。
７．顧客からの喪失届受付を２４時間有人対応とし、受付体制の強化を図った。
（１８年６月）
８．キャッシュカードの暗証番号を「推定容易な暗証番号」としている顧客に対し
てなお一層の注意喚起を行うため、ＡＴＭ画面へ表示している暗証番号変更注意喚
起文言および表示方法を変更した。（１８年９月）
９．生体認証機能付ＩＣキャッシュカードの導入を決定した。（１９年３月を目途
に試行を開始し、１９年７月より顧客への発行を開始予定）

１．｢偽造キャッシュカードを作られないため｣、また、「盗難カード等の金融犯罪を防止する
ため」に、「生体認証機能付ＩＣキャッシュカード」を平成１８年度中に導入する。（平成１
９年３月に行内での試行を開始し、７月を目途に顧客への発行を開始する。）

○リスク管理の高度化に向けたＩＴ活用
１．平成１９年３月末に、新ＢＩＳ規制の信用リス
クアセット計算において、「標準的手法」による算
出を可能とし、同時に、「基礎的内部格付手法」に
よる試算を行えるようにする。

１．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」の中に、信用リスク担当コ
ア・メンバー・チームを組成する。
２．「基礎的内部格付手法」に備え、データ蓄積とシステム整
備を進める。

１．「新ＢＩＳ規制対応作業部会」において、新ＢＩＳ規制案に基づく、信用リス
ク・アセット計算の要件定義を行い、システム構築を進めた。

１．１９年３月末の新ＢＩＳ規制開始に備え、信用リスク・アセット算出を毎月のデータで試
算していく。
２．勘定系を始めとする行内の諸システムから新ＢＩＳシステムへのデータ収集をスムーズに
行っていく。
３．新ＢＩＳ規制の、より高度な手法の採用に向けた対応を図ることにより、リスク管理の高
度化へつなげていく。

山梨中央
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

○新決済システム（ＭＰＮ）のシステム拡充
・料金払込サービスのシステム拡充を行い、「地公
体税金・公共料金等」の料金種類についても納付を
可能とする。

・法人向インターネットバンキングをレベルアップし、当該
サービスの契約者については、特別な申込みを行なうことな
く、料金払込サービスで上記「地公体税金・公共料金等」の納
付を可能とする。
・レベルアップに際しては、並行して各収納企業・団体等と事
前交渉を行い、納付可能な税金・料金種類を増加させる。

・ 法人向インターネットバンキングのレベルアップ開発着手、接続テスト等の実
施
・法人向インターネットバンキングの安全向上策実施
・サービス利用先の増加策の実施（税理士会等と提携）
・サービス提供先拡大策の検討・実施

・サービス利用件数は着実に増加している。なお、サービス利用先を一層増加させる方策とし
て、税理士会等と提携して電子納税等の見込先を紹介していただくキャンペーン（当行はサー
ビス手数料を優遇）等を実施した。
・インターネットでのサービス提供に際して、安心して利用できる環境は必須であり、各種安
全対策を実施した（18年3月～18年7月）。なお、今後も一層の安全対策を検討・実施してい
く。
・サービス提供先(地公体、民間企業）を拡大するため、交渉を実施しているが、特に次の対策
を検討・実施した。
①民間　…都銀・地銀・ネットバンク・郵政等が連携して行なう個人向決済(商取引)スキーム
に参加。
②地公体…地公体が導入容易となるように収納機関向MPNセンター構築を検討

○システム共同化の推進
・システム開発コストの削減ほか、共同化メリット
を追求・実現する。

・じゅうだん会の開発行としての適切なサポート実施
・共同化可能な業務の抽出、実現に向けた検討・対応

・武蔵野銀行、琉球銀行のシステム移行支援
・共同バックアップセンターへの参加検討･実施
・常駐派遣者を通じた業務施策の共有化実施

ほぼ予定どおりの進捗。保守フェーズの円滑な実施・強化に取り組んで行く。
・じゅうだん会共同版企画室による企画機能の強化
・共同版システムの品質の更なる向上策の実施
・共同化対象業務の拡大検討

北陸

・広域店舗網というビジネスモデルに適した販売
チャネルの拡大、店舗戦略、顧客の利便性・安全性
の向上、リスク・マネジメントの管理等を実現する
ために、ＩＴの戦略的な活用を図る。

利便性向上
・個人向けインターネットサービスについて利用口座・サービ
スの拡充
・法人向けインターネットサービスについて顧客の利用件数・
頻度に応じたラインナップの拡充
・遠隔相談サービスの機能拡充および導入店の拡大（50ヵ店）
・マルチペイメントネットワークの収納機関拡大
・ＩＣカード化への対応、電子マネー等新しい決済分野への対
応
コンサルティング機能強化
・法人向け会員制情報提供サービス「ほくぎんビジパ倶楽部」
のサービス充実
・中国向け「ほくりく長城会企業情報HP（中国語）」の実施
リスク管理・情報システム構築
・内部格付手法による信用リスク管理体制の確立
・預かり資産を中心とした顧客データベースの拡充
北海道銀行および横浜銀行とのシステム共同利用の検討
・基幹系システム群を基本に、データの加工・分析等を行うシ
ステムなどへの範囲拡大を検討

・支店部内に「情報・ＩＴ企画室」を設置（17/6）。
・今後の法人向けＥＢサービスの中心となるインターネットバンキングサービス
「ほっと君Web」を総合振込・給与振込などの伝送機能から先行実施（17/8）、お
よび振込・振替・照会機能を追加（18/2）。
・新しいビジネスマッチングサービスの一環として、「ほくりく長城会企業情報HP
（中国語版）」のサービスを開始（17/9）。
・北海道銀行および横浜銀行とのシステム共同利用に関する基本契約を締結し、平
成22年1月以降、順次共同システムへ移行する計画（18/3）。
・取引先ごとの取引状況一覧表に投資信託・国債・個人年金保険を追加し、一元管
理を可能とした（18/3）。
・ソフトウェアキーボードの機能追加、メール通知機能の拡充など、インターネッ
トバンキングのセキュリティ強化（18/3）。

　顧客の利便性向上を図りつつ、安全性の確保・強化に努め、コンサルティング機能の強化、
リスク管理の充実、情報システムの構築を中心に取り組んできたが、金融犯罪への対策が重要
性を増してきており、今後はこの点も十分考慮した推進が必要である。
　システム共同利用に関しては、「システム協議会」等での協議を通じて、システムの要件定
義や共同化範囲の拡大について具体化を進めており、概ね計画通りに進捗している。

北國

営業部門と事務効率化にかかるIT投資を集中的に実
施することで、顧客利便性の向上と収益力の強化を
目指す。

・ インターネットバンキング、ダイレクトセンター（＝コー
ルセンター）の機能拡充
・ 個人ローンの初期審査、途上審査、債権管理のシステム化
・ マーケティング力の向上と顧客への提案力の向上
・ 営業店の事務BPRによる効率化と事務リスクの低減並びに顧
客待ち時間の短縮化
・ 統合事務センターの設立と集中事務関連のシステムの更改

○ お客さまの利便性向上に係るITの戦略的活用
・ ㈱イーネットとの提携によるコンビニATMの取扱開始
・ 福井銀行、富山第一銀行との「FITネット」業務提携による3行ATMの相互無料入
出金の開始
・ お客さまの待ち時間短縮のための、営業店窓口におけるEQシステムの設置
　＊ＥＱ導入店舗数･･･68店舗
・ テレホンバンクの取扱いサービス拡充
・ インターネットバンキングへの「ソフトウェアキーボード」の導入
・ インタ－ネットバンキングによる住所変更の正式受付開始
・ テレホンバンクによる定期預金中途解約の取扱開始
○ 事務効率化・収益力強化に係るITの戦略的活用
・ 「事務向上委員会」の新設
・ 手形交換業務、預り手形管理業務の効率化を目的とした「MICRシステム」のリ
ニューアル
・ 「口座振替依頼書登録システム」、「印鑑照合システム」の導入

今後ともITを利用した一層の顧客利便性の向上に努めてまいります。
またIT活用による事務BPRを推進し、コスト削減を図ってまいります。

大垣共立

○ＩＴを活用したコンサルティング機能の強化
・顧客ニーズに合わせて、システムをレベルアップ
し、顧客利便性の向上、業務の収益化、効率化、省
力化を図る。

・ＦＰコンサルティングシステムのバージョンアップ。
・医療介護開業コンサルティングシステムに、プレゼンテー
ション効果を付与。
・中国進出コンサルティングシステムの導入。
・各種コンサルティングを提供する法人支援サイトの開設。
・環境配慮型住宅建築シュミレーションソフトを大学等と連携
して開発。

・ＦＰコンサルティングシステムのバージョンアップ。
・中国進出コンサルティングシステムの導入。
・インターネット方式による診療圏分析サービスを導入し、医療分野におけるコン
サルティング機能を強化。（17年12月）

各種コンサルティング機能の強化については、引き続き検討していく。

スルガ

１.新経営システム構築によるコンシェルジュ基盤
の強化（１９年度）
（１）顧客サービスの更なる高度化
（２）独自商品・サービスの提供
（３）安全で安定したサービスの提供
２.ＩＴの戦略的活用にあたっては経営陣が主導的
な機能を発揮し、適正性を確保するとともにＩＴ効
果を検証

１．ＩＴを活用した「ドリームアセットナビ」の拡充等による
コンサルティング機能の強化
２．ビジネスバンキングの機能拡大等による業務・システム最
適化の推進（新共同センター）
３．リスク定量化等ＩＴを活用したリスク管理の高度化
４．ＩＴ投資効率の検証及び検証結果を踏まえた再構築等
（１）勘定系システムの再構築（新経営システム）
（２）データウェアハウスの構築（新経営システム）
（３）為替ＯＣＲシステムの再構築他（新営業店システム）

１．新経営システムの要件定義から設計・開発
２．格付自己査定システム（ＣＲＡＳ）の稼動により、債務者モニタリングによる
随時査定ならびに新債務者格付体制を整備し稼動
３．新営業店システムにおける為替ＯＣＲシステムの再構築等事務の集中化ならび
にセキュリティ強化を実施
４． インタ－ネットバンキングシステムの再構築
（１）新共同センターでの稼動開始
（２）ビジネスバンキングの機能拡大
５．コ－ルセンタ－システムの再構築顧客データの蓄積強化によるマーケティング
機能の向上

１．ＩＴ投資効率の検証および検証結果を踏まえたシステム再構築の実施（新経営システム）
２．インターネットバンキングシステムについては、共同センターでの稼動後、更にお客さま
へより質の高いサ－ビスの提供を実現するため各種機能の拡大等を実施
３．１８年１２月新経営システムの詳細設計開始予定

八十二
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泉州

・「第９次ＩＴ推進計画」を推進し、中期経営計画
「ＡＣＴ’０７」の達成を支援。
《「第９次ＩＴ推進計画」の柱》
～信用リスク管理の強化
～営業支援
～効率化
～情報セキュリティ対応
～制度対応

①信用リスク管理の強化
・ ローントータルシステムの構築
・ 信用リスク管理の精緻化・高度化
②営業支援
・ ダイレクトチャネルの更なる機能拡大
・ 新商品（サービス）発売・既存商品の見直し
・ 新営業支援システムの構築
・ ＷＥＢによる情報提供サービスのコンテンツ充実
③効率化
・ 営業店事務の更なる効率化
・ イメージを活用した事務集中システムの導入
④情報セキュリティ対応
・ 偽造キャッシュカード対策
・ ドメイン管理の導入
⑤制度対応
・ 「バーゼルⅡ」（新ＢＩＳ規制）対応
・ 米国会計基準、米国ＳＯＸ法４０４条対応
・ 証券決済制度変更への対応

「第９次ＩＴ推進計画」の推進
①信用リスク管理の強化
・ローントータルシステムの要件定義に着手、｢格付・自己査定システム｣の更改
②営業支援
・ＩＣカードを発行
・｢ビジネスＷｅｂ｣に｢経営相談窓口｣を新設
・｢法人向けＥメール配信サービス｣を開始
・ＩＣカード（生体認証）を発行
③効率化
・新型ＡＴＭ導入開始
・ＡＴＭに通帳繰越機能を追加
④情報セキュリティ対応
（偽造・盗難キャッシュカード対策）
・「ＡＴＭ引出し通知サービス」を実施
・ＡＴＭに１日当りの引出限度額引下げ機能を追加
・｢カード発行、暗証番号変更時の類推されやすい暗証番号のエラー対応｣、｢暗証
番号相違時の累積回数の削減｣を実施
・｢ＡＴＭ電文中の暗証番号のスクランブル化｣を実施
（パソコンのアクセス管理強化対応）
・｢ドメイン管理｣を導入
・本人確認強化対応、インターネットバンキングのセキュリティ強化対策等
⑤制度対応
・バーゼルⅡ対応、個人情報保護法対応、米国ＳＯＸ法４０４条対応を実施

〔分析・評価〕
・ 当初計画について、ほぼ計画通り実施
〔今後の課題〕
・ 信用リスク管理の強化として、ローントータルシステムのスケジュール通りの構築が必要
・ 営業店事務の更なる効率化として、相続・差押事務の集中化を実施予定
・ バーゼルⅡ対応として、信用リスクは標準的手法、オペリスクは粗利益配分手法に対応でき
るシステム構築が必要
・ 個人情報保護の更なる強化策として、行外宛ＦＡＸ送信のＩＰ－ＦＡＸ活用が課題

池田

ＮＴＴデータ「地銀共同センター」の有効活用。
新情報系システムを利用した各種ツールの導入。
インターネットバンキング等新たなチャネルにおけ
る取扱商品・サービスの充実及び販売推進。
自行保有システムの更なる効率化。

・開発済みの「地銀共同センター」機能の中で、当行が利用し
ていない商品やサービスについて利用を検討。
・営業用個人情報管理システムの導入を検討。
・投信販売やマルチペイメント対応などインターネットバンキ
ング中心とした取引機能の強化。
・基幹システムのサーバ化、帳票の電子化、顧客宛郵送物等印
刷物のアウトソース化。

以下の対応を実施。
生体認証付２口座制ＩＣキャッシュカード（プラスサイカ）発行
偽造・盗難キャッシュカード対応
・ＡＴＭでの１日利用限度額設定
・ＡＴＭおよび窓口での１ヶ月利用限度額の設定
・キャッシュカード発行時における「類推されやすい暗証番号」
チェック
・顧客の要望によりキャッシュカード取引を当行ＡＴＭに限定する機能を追加
・「類推されやすい暗証番号」を使用している顧客に対しＡＴＭで変更を促す注意
メッセージ出力
・キャッシュカード取引メール通知サービス
個人情報保護法対応
・行内ＬＡＮのセキュリティ強化を目的に暗号化ソフトを導入
・行外への電子メール発信承認チェック
・営業用個人情報管理システム導入（９月より一部店舗で試行行開始、１０月より
全店展開）
帳票電子化推進（ペーパーレス化）
・システム開発終了し、順次リリースを開始（１８年７月）
「地銀共同センター」提供済み機能活用
・「懸賞金付定期預金」発売
・「後納手数料管理機能」導入（１８年９月より試行開始）
インターネットバンキングセキュリティ強化（スパイウエア対策）
パスワードの「ソフトウェアキーボード」入力機能を追加
・携帯電話による「出金ロック・ロック解除機能」追加
インターネットバンキング機能拡充
・「口座一覧サービス」取扱開始
・「投資信託取引サービス」取扱開始
・「マルチペイメントによる収納サービス」取扱開始
・「外貨預金サービス」取扱開始（１８年６月）

＜各種セキュリティ対応＞
偽造・盗難キャッシュカード対応や行内ＬＡＮのセキュリティ対応などは、必要な対策を随時
導入しており、インターネットバンキングを含め今後も引き続き有効策を検討。
＜個人情報保護法対応＞
帳票電子化及び営業用個人情報管理システム導入により、紙媒体資料を削減し、個人情報の漏
洩及び紛失への対応を強化。また、顧客宛郵送物等印刷物について、システムによる封入・発
送管理を行うことにより郵送物の誤発送を防止するため、アウトソース先を決定、更なる強化
策を推進致。
＜ＩＣキャッシュカード対応＞
キャッシュカードの偽造・盗難対策として「生体認証付ＩＣキャッシュカード」を発行。今後
は、更なる利用促進に向け、ＩＣカード対応ＡＴＭの増設や多機能ＩＣカードの発行など、顧
客の利便性向上を図るべく対応を実施。
＜インターネットバンキングサービス対応＞
昨年度の投資信託やマルチペイメントに続き、１８年６月より外貨預金サービスの取扱を実
施。また、引き続き取扱商品・サービスの充実及び販売推進に向けた対応を強化。
＜「地銀共同センター」提供済み機能の活用＞
「後納手数料管理機能」の導入により事務効率化を実施。今後は、このような効率化の観点か
らも、有効な機能の活用を推進。

但馬

地域密着型金融を効果的かつ効率的に実施するた
め、ＩＴの戦略的活用に向けた取組みを検討する。

ＩＴの戦略的活用等に関する研究を深めるとともに、当行のビ
ジネスモデルに則したＩＴの活用について検討を進める。

１．地銀協が主催した「システム部門管理者講座」へ参加し、ＩＴの戦略的活用に
関する検討を進めた。
２．「Ｗｅｂ研修システム」を構築し、機動的・効率的な行内研修を実施した。
３．「総合融資支援システム」の構築に着手した。
４．新ＢＩＳに対応するシステムの構築に着手した。
５．外為Ｗｅｂサービス（Ｌ／Ｃ開設・外国送金の受付）を開始しました。

これまでに取得したノウハウの活用・実践により、「総合融資支援システム」の構築を進める
とともに、当行のビジネスモデルに則したＩＴの戦略的活用を検討する。
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銀  行 取組方針および目標 具体的取組策 17年４月～18年9月の進捗状況 進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

鳥取

・顧客データベース（ＭＣＩＦ）等のインフラ整
備、高度化によるリテール提案力の向上を図る。
・ＩＴ技術の活用による営業店事務の効率化と顧客
サービス向上のための取組みを強化する。

・既存のデータベースを統合したＭＣＩＦデータベースの構
築。
・テレビ会議システムを活用した顧客サービスの向上と営業店
事務の効率化を図る。
・インターネット、モバイルを活用した顧客ニーズの高い商
品・サービスの提供を行う。
・ＥＢ委員会等におけるＩＴ投資の一層の検証充実を図る。

・全店名寄せＭＣＩＦデータベースを構築し17年10月より稼動開始するとともに、
名寄せ情報の向上、保有情報の充実を図った。
・テレビ会議システムは、費用対効果を考え18年上期の導入を見送り。
・マルチペイメントを活用した収納企業の先の拡大を随時計画し対応。現在、6省
庁、OSS等を含む2府県と大阪府警、17企業（団体）まで収納先を拡大。
・インターネット専用定期預金や給与振込・総合振込の受付時間の延長などダイレ
クトチャネルを活用した新商品・サービスを導入したほか、セキュリティ強化策と
してソフトウエアキーボードを導入。
・18年6月、ＩＣキャッシュカード「ＩＣ　ＴＯＲＩＣＡ」を発売。
・ＩＣチップでのＡＴＭを利用した1日あたりの支払限度額設定や、キャッシュ
カードによる振込停止機能を新たに付与するなど、偽造・盗難対策を強化。
・ＩＴ投資案件の起案から完成までのプロセスの厳正化を図り、経営層の牽制機能
が十分に働くよう、システム企画開発基準の見直し・改定を実施。

・リテール提案力の向上を目的に、顧客データベース（ＭＣＩＦ）を活用した、エリアマーケ
ティングシステムの再構築を行い、更なるリテール強化を図る。
・18年下期に向けては、インターネットバンキングを活用した投資信託業務の導入検討など機
能面の更なる充実と、ＥＢを活用した法人決済取引の拡充を図る。

山陰合同

・信用リスクに係る「基礎的内部格付手法」採用の
方針に沿ったリスクアセット計算システムを稼動さ
せる
・情報連絡発信検索閲覧システムの導入によりマッ
チング支援の強化、充実を図る
・収益管理システムの再構築による「収益リスク管
理体制の高度化」「フィービジネスの強化」「営業
店事務の効率化」を推進する
・総合融資支援システムの構築により、審査事務の
効率化、融資営業力の強化、融資関連業務の一体化
を図る

・リスクアセット計算システムについては、18年２月のカット
オーバーを目指す
・営業斡旋情報のDB化、イントラによる全文検索、閲覧を可能
とし、情報抽出の利便性向上と照会受付事務の省力化を図る
・PRIMEシステムの更改により、信用コスト控除後利益をベー
スとした適切なリスクテイクが可能な体制を整備する
・電子稟議システム、法人渉外支援システムの導入により、総
合融資支援のポータルサイト化を実現する

・「リスクアセット計算システム」の開発フェーズ及び総合テストを完了
・営業斡旋（ビジネスマッチング）情報のDB化、イントラ化について、「情報全文
検索システム」の導入を完了
・総合融資支援システムについて、要件定義・基本設計フェーズ対応中
・PRIMEシステムの新ハードを導入し、現行機能の新ハードへの移行完了

・「リスクアセット計算システム」は18年度下期中に精度向上作業を完了し、最終検証、運用
リハーサルを行い、19年4月から本格運用を開始する
・総合融資支援システムは18年度下期中にシステムテスト、研修、移行、試行運用を消化する
（19年4月稼動予定）
・PRIMEシステムは、18年度下期より新システムを稼動（新旧システム併用）させ、新機能を展
開する

広島

○ＩＴ戦略の基本方針（平成17～19年度）に基づく
推進を図る。
※ＩＴの戦略的活用と共同ｼｽﾃﾑの更なる拡大に向け
た取組みを強化する。
・ＩＴの戦略的活用による顧客サービス向上
・全体最適化の推進によるＩＴ投資の効率化
・金融犯罪への対応、情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策等に係るシス
テムリスク管理強化
・最新技術を活用した行内情報システムの導入
・ＩＴ人材の継続的な育成

○福岡銀行との共通指針である「ＩＴ中長期プラン」に基づき
推進
 　 ・個人インターネットバンキングの機能強化、TV相談シス
テムの導入、ICキャッシュカードへの対応
　　・サーバー群の統合等によるシステムの最適化推進
　　・不正取引検知ｼｽﾃﾑの導入、市場管理/ALMｼｽﾃﾑの更改、新
BIS規制対応ｼｽﾃﾑの導入、債権管理ｼｽﾃﾑの導入、情報漏洩防止
策の実施
　　・本部情報系基盤の構築、イントラネットの再構築
・ＩＴ人材の行内公募、アウトソーシング先への研修出向

○福岡銀行、アウトソーシング先と一体となった推進態勢により、計画通り開発着
手、本番稼働を実施
○収益管理システム：実績データを蓄積し、検証作業を実施
（本番稼働：平成18年11月予定）
○ＡＬＭシステム：システムの導入を行い、検証作業を実施
（本番稼働：平成18年11月予定）
○ICキャッシュカードへの対応：ＩＣチップを搭載し、手のひら認証も可能とした
高セキュリティカードを発行(8月)
○還元帳票の電子化および削減：１５８帳票実施
○パソコンのセキュリティ強化：パソコンのセキュリティ対応（ＩＣカード認証、
操作履歴保存）を実施
○ＴＶ相談システムの導入：ＴＶ相談システムの導入し、相続センターを設立(9
月)
○投資信託システムの機能追加（外貨建投資信託対応）：投資信託システムを機能
追加し、外貨建投資信託の取扱を開始(8月)
○複合機の導入によるセキュリティ強化：ＩＣカード認証、すかし印刷機能、ＦＡ
Ｘ誤送信防止機能を搭載した複合機を導入
○顧客宛郵送物の封入、発送業務のアウトソーシング：９帳票実施
　（累計10帳票）

○ＩＴ戦略の基本方針（平成17～19年度）及び、ＩＴ中長期プランに基づき、計画通りＩＴの
戦略的活用に向けた活動を実施。
○ＩＴ戦略委員会においてIT投資効果検証を実施(6月)。
改善事項、活用策に即した対応を行い、更なる戦略的活用に向けた取組みを強化する方針。
○引き続きIT中長期プランに基づき、付加価値の 高いシステムの構築、IT投資効果の検証等に
より、ITの戦略的活用を推進する方針。

伊予

　地域密着型金融を効果的かつ効率的に進めるた
め、多面的な投資効果の検証を踏まえたＩＴ投資の
適正性の確保に留意しつつ、ＩＴの戦略的な活用に
向けた取組みを推進する。

○ＩＴを効果的かつ効率的に活用することによって、業務の効
率化およびリスク管理の高度化等を推進する。
○適正規模の投資水準を確保するため、投資効率の多面的な検
証方法の導入を推進する。

○「融資支援システム」の全面稼働・活用により、信用格付・資産査定、稟議手続
き等の融資業務効率化等を推進
○「営業支援システム」の稼働・活用により、各種情報の集約化、営業活動の効率
化を推進
○「契約書集中保管システム」（事業性融資契約書）の開発を推進（保管場所とし
て「事務センター別館」の建設に着手）
○平成18年9月、行内ネットワークの更改完了
○パソコンデータのセンター集中保管によるセキュリティ向上と情報共有化による
業務効率化のため、全店ファイルサーバを導入
○決算業務の効率化・標準化を目的として「決算システム」を導入し、試行を開
始。また、動・不動産管理業務の効率化・標準化を目的として「資産管理システ
ム」の開発を推進
○「適正投資検討委員会」において投資効果を検証。また、投資案件に関する情報
の共有化を推進

○「融資支援システム」および「営業支援システム」の稼働によって、融資業務・営業活動の
効率化等に向けた仕組みが整えられたため、これらの活用を推進するとともに、適宜改善や機
能追加を実施する。
○「契約書集中保管システム」の開発・導入を推進する。
○行内ネットワークの活用等、システムインフラの整備を推進する。
○全店ファイルサーバの活用等、情報共有化による業務効率化を推進する。

四国

１．方針
地域密着型金融の推進のため、システム共同化を展
望し限られた投資の中で効果的、効率的な投資を行
う。
２．目標
(1)システムインフラ整備を図る。
(2)スピーディーな商品・サービスの提供が可能と
なるシステムサポートを図る。
(3)ＩＴ投資効果管理の精度向上。

１． システムインフラ整備
・新型チャネルの拡大
・２４時間オンラインあるいはオンライン時間帯の延長
・現行バッチシステムの見直し、整備   等
２． 目標実現のためのシステム導入
３． ＩＴ投資効果管理手法の改善
・ＩＴ投資の基礎的経費と投資的経費への分類
・戦略的案件の総合的投資効果見積もりの実施

１． システムインフラ整備
・ 法人インターネットバンキングを１８年８月に開始
・ 情報系等現行システムの見直し方針を策定済み、整備開始
２． 目標実現のためのシステム導入
・ １８年９月にＩＣカードの発行開始、ＩＣカード利用可能ＡＴＭ継続拡大中
ＩＣチップを利用したクレジット一体カード開発済み（１０月発行開始）

１７年度対応予定案件は、優先度の高いものについてほぼ予定通り完了。１８年度上期も開発
着手済みの案件については予定通りの進捗。１８年度下期以降も計画通りの実施ができるよ
う、優先度を勘案して調整を行う。
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福岡

・ 顧客利便性向上、金融犯罪防止、経営管理高度
化にむけ、ＩＴの積極的な導入、活用を図る。
・ ＩＴノウハウ（人材）を地域企業へ還元するこ
とにより、地域企業のＩＴ化をサポートする。（年
間２０社以上の支援を目標とする）
・共同化による開発を大前提とし更なる投資効率性
を追求する。

① 地域特性を活かしたコンビニＡＴＭ提携先の拡大及びダイ
レクトチャネルの商品・サービス機能の拡充
② ＩＴを活用したリスク管理、収益管理の高度化
③ 地域企業へのＩＴ化支援
④ 共同化によるシステム構築の継続的推進
⑤ システム投資委員会の継続実施を通じた投資効率性の向上

《地域特性を活かしたコンビニＡＴＭ提携先の拡大及びダイレクトチャネルの商
品・サービス機能の拡充》
・ 顧客利便性向上、顧客資産保護（セキュリティ）の観点を軸に商品・サービス
の開発・機能強化を継続的に実施。
《ＩＴを活用したリスク管理、収益管理の高度化》
・ 収益管理システムは稼働を開始、ＡＬＭシステム、統合採算データベース、
バーゼルⅡ対応については開発を概ね完了し、１８年度下期の本格稼働に向け、試
行検証を実施中。
《地域企業へのＩＴ化支援》
・ 地域企業へのＩＴ化支援を２５社に対し実施。

・当初の実施スケジュールどおりに進捗しており、新たな顧客利便性向上等の開発に対しても
積極的に取り組んでいる。
・１８年度下期は、統合リスク・収益管理、バーゼルⅡ規制対応を軸に各種施策の計画どおり
の稼働を目指す。

佐賀

○新営業店システムにより、イメージ処理機能活用
による営業店事務の効率化と、パソコン機能活用に
よる店頭セールス力強化の支援を図る。
○収益管理システムにより、スプレッド収益・信用
コストを反映した収益による営業店評価を行い、営
業店の意識・行動の変革を徹底する。
○住宅ローン自動審査システムにより、案件への迅
速な対応を実現し住宅ローン営業の強化を図る。

○新営業店システムにより、ＯＣＲ・イメージ処理による印鑑
照合、自動精査、イメージ送信等の事務効率化機能、情報系シ
ステム顧客データベースと連携したセールス支援機能を実現
・平成17年度下期試行店稼動
・平成18年度上期全店展開開始
・平成18年度下期営業店システム展開終了
○収益管理システムにより、スプレッド収益をベースに定量化
した信用リスクを控除した収益管理（予算・実績管理）を実施
・平成18年度上期システム稼動
○住宅ローン自動審査システムにより、住宅ローン審査時間の
短縮、無担保ローン自動審査との一体化により運用効率化
・平成18年度上期システム稼動

○新営業店システムについて18年1月の試行店稼動に向け、システム開発、機器導
入、作動テスト等の導入作業を実施した。予定どおり、18年1月より3ヵ店で試行し
たうえで、3月より全店展開を開始し、18年9月までで50ヵ店に展開した。（19年1
月完了予定）
○収益管理システムについて、17年度中に作動テスト等の導入作業を実施するとと
もに、18年度営業店収益計画策定の基礎となる17年度データをシステムに蓄積を完
了、18年4月より稼動している。
〇住宅ローン自動審査システムは17年10月までにシステム導入を終え、10月31日よ
り稼動を開始した。審査のスピードアップにより原則、当日中の回答を実現してい
る。

○システム開発案件について、半年毎に経営レベルで協議し、優先順位付けを行っている。18
年度上期まで予定どおりシステム開発・導入作業を行った。
○新営業店システムは、今後も、研修や移行作業を確実に実施し、事務の堅確化・効率化等を
実現するとともに、パソコン機能活用による店頭セールス力強化の支援を図っていく。
○収益管理システムは、計画どおり稼動した。スプレッド収益・信用コストを反映した収益に
よる営業店評価により、営業店の意識・行動の変革を徹底していく。
○住宅ローン自動審査システムについては、延滞及び代弁の発生状況等のデータ蓄積を行って
来た。これを基に18年11月よりスコアリングモデルの精緻化を目的としたモニタリングを実施
する予定である。

大分

1.営業力強化のための営業改革にＩＴを活用しま
す。
2.事務水準の向上、事務の堅確化を定着させるため
の業務改革にＩＴを活用します。
3.顧客の保護と利便性の向上のためにＩＴを活用し
ます

1(1)新情報系システムを拡充し、地域・組織戦略に活用しま
す。
 (2)「住宅ローンBPRシステム」を構築し、審査のスピード
アップを図ります。
 (3)インターネットバンキングを拡充します。
2(1)融資支援システムを構築します。
 (2)ネットワークの更改やＡＴＭ汎用ＯＳ化等のインフラを整
備します。
 (3)新機能の開発や業務改善へのITインフラの活用を検討しま
す。
3.ＩＣキャッシュカードや生体認証の導入等による安全性の向
上と戦略的な活用を検討します。

1(1)18年5月に新サーバーによる新情報系システム運用開始しました。
 (2)17年12月に「住宅ローンBPRシステム」運用を開始しました。
 (3) 17年12月にインターネット投資信託サービスを開始しました。
2(1)融資支援システムは18年5月に「企業審査」等の2次機能を開始しました。
 (2)ＡＴＭ汎用ＯＳ化の開発を完了し、使用を開始しました。
    ネットワーク更改は18年7月から予定通り開始しており、9月末段階で111ヶ店
中66ヶ店終了しました。
3.18年3月にＩＣキャッシュカードの試行を開始し、18年9月にお客様向け発行を開
始しました。

1（1）融資支援システムは18年下期中の「案件審査」等の３次機能開始に向けテストを進めて
行きます。
 （2）ネットワーク更改は11月に終了予定です。
 （3）動画配信可能な金利ボードの導入を行います。
2.生体認証カードの導入に向け検討・開発を行います。

鹿児島

・投資額一定以上の案件について、事前・事後評価
をIT投資委員会において実施し、経営方針に基づく
ITの戦略的活用を継続する。

・IT投資委員会での事前・事後評価の実施
・評価ルールの妥当性検証・見直し

・営業活動支援システムの構築、自動機監視業務のアウトソーシング等、15件の案
件について、IT投資委員会にて事前評価を実施
・個人ローン集中審査システム、行内ネットワークブロードバンド対応について事
後評価を実施
・次期基幹系システムの検討状況報告及び基本方針、ならびにシステム化計画（18
年度及び中長期）に関する審議を実施
・意思決定プロセスおよびシステム化計画策定の要領を制定。このなかで、当初19
年度以降に予定していた小規模案件の評価方法についてもルールづけ

・事前評価は、評価ルールに沿って実施されている
・事後評価をはじめとして、18年度上期に制定した要領の運用状況をモニタリングしていく
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